




はじめに 

 

 近年、大量発生するごみが、深刻な環境問題や社会問題となって

います。また、大量に排出している二酸化炭素などの温室効果ガス

がもたらす地球温暖化によって、生態系や人類の活動への悪影響が

懸念されています。                  

 本市では、平成２１年１２月に流山市総合計画後期基本計画を定

め、将来都市像の具体的なイメージを「都心から一番近い森のまち」

とし、平成２２年度から３１年度の１０年間において実施する施策

や事業の目標を示しました。この中で、「地球環境にやさしいまちづ

くり」をまちづくりの基本方針の一つとして掲げるとともに、市民、事業者、行政が一体とな

り、ごみの減量や資源化を推進し、循環型社会の構築に努めることを位置付けています。 

 平成１７年３月に「流山市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、最終処分場を持たないまち

として、ごみ発生量そのものを減らすことを最優先とし、大量廃棄、大量リサイクルからの脱

却に取り組んで参りました。その結果、市民や事業者の皆様にご協力頂き、市民１人１日当た

りのごみ発生量が、平成１９年度以降は減少傾向に転じ、平成２０年度は９７６ｇとなり、数

値目標（９８０ｇ以下）を達成できました。 

しかし、環境問題は日々その深刻さを増し、また、ごみの最終処分場の残余容量は全国的に

減少を続けています。流山市としては、このようにごみの処理を取り巻く環境がますます厳し

くなってきていることに加え、長寿・人口減少社会の到来、深刻化する地球温暖化、地方分権

の進展等、社会経済状況の変化を踏まえる必要と、平成２１年度に見直した人口推計に基づく

ごみ発生量予測等の最新データを基本計画に反映させる必要があるため、流山市廃棄物対策審

議会の答申を経て、本基本計画の見直しを行いました。 

見直し後の計画では、基本方針のもと、将来のごみの減量に関する目標を定め、これを達成

するために、平成２２年４月稼働予定の汚泥再生処理センターによる剪定枝の資源化事業をは

じめ、ごみの分別区分の見直し、生ごみの水切りの徹底など、３０の施策を実行して参ります。

これらの施策が効果を上げるためには、引き続き市民や事業者の皆様の協力が不可欠です。本

市が循環型都市の先進市と呼ばれるまちとなるよう、共に前進して参りましょう。 

 最後に、本基本計画の見直しに当たり、ご尽力頂きました廃棄物対策審議会委員の皆様、ア

ンケート調査や意見募集、パブリックコメントの手続きにおいて貴重なご意見をお寄せ頂いた

市民、事業者の皆様に厚くお礼を申し上げます。 

 

 

          平成２２年３月  流山市長 
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■用語の定義（本計画で使用する用語の定義） 

用 語 定  義 

人口 

ごみ排出量 

集団回収等 

ごみ発生量 

資源化率 

最終処分率 

住民基本台帳人口＋外国人登録人口（各年度末） 

家庭ごみ＋事業ごみ 

団体回収量＋公共施設回収量 

ごみ排出量＋集団回収等 

資源化量÷ごみ発生量 

最終処分量÷ごみ排出量 

 

 

汚泥再生処理センターの愛称は 

「森のまちエコセンター」に決定！！ 

 

 

ケロクルタウンとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ケロクルは、カエルとリサイクルをかけた「流山市ごみ減量・資源化キャラクター」

として平成 10 年に誕生しました。 

 

カエルは自然が大好き（自然との共生） 

意識をカエル 

生活（ライフスタイル）をカエル 

事業活動をカエル 

自らの行動をふりカエル 

            

                    

             

このように、意識や生活などをカエルことで、これまでのような大量生産・大量消

費・大量廃棄を見直し、最適生産・最適消費・最少廃棄が進んだ社会を循環型社会と

いい、私たちが目指す循環型社会、将来の流山を「ケロクルタウン」を名付けました。

平成 22 年 1 月 15 日から汚泥再生処理 

センターの愛称を公募したところ 107 点の 

応募があり、審査の結果「森のまちエコセン 

ター」に決定しました。 

汚泥再生処理センターは、し尿と浄化槽 

汚泥を処理する施設と、剪定枝を資源化する 

施設から構成される有機性廃棄物リサイクル 

推進施設で、平成 22 年 4 月 1 日から稼働 

を開始します。 
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第１章  計画のフレーム 

§１ 市の概況 

｢都心から一番近い森のまち｣流山市は、千葉県の北西部に位置し、都心から 25km 圏内にある

水と緑の豊かな住宅文化都市です。面積は 35.28km2 で、東は柏市、西は埼玉県三郷市と吉川市、

南は松戸市、北は野田市と接しており、西側に江戸川、北側に利根運河が流れ、武蔵野丘陵の平

坦な大地が大半を占めています。 

市内は、常磐自動車道が市のほぼ中心部を横断し、鉄道は、つくばエクスプレス（TX）、東武

野田線、JR 武蔵野線、JR 常磐線、流鉄流山線が通っています。 

つくばエクスプレスが平成 17 年 8 月に開業し、市内には「南流山駅」「流山セントラルパー

ク駅」「流山おおたかの森駅」の 3 駅が新たに誕生し、東京秋葉原まで、流山おおたかの森駅か

ら最短で約 25 分で行けるようになりました。この沿線整備により流山おおたかの森駅周辺には

大型商業施設がオープンし、近隣には高層マンションの建設が進み、更なる発展が期待されてい

ます。 

 

図１-１-１ 流山市の位置 
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§２ 計画策定の背景と位置付け 

１．計画策定の背景 

一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」とい

う。）に基づき策定するもので、本市の区域内から発生する一般廃棄物の処理について、長期的・

総合的視点に立った基本となる事項を定めるものです。 

本市では、「流山市一般廃棄物処理基本計画 平成 17 年 3 月」（以下「前回計画」という。）

を策定し、「ケロクルタウン（※目次裏面参照）」を目指すため、発生抑制の推進、資源化の推進、

適正処理の実施、最終処分量の削減に係る施策を実施しているところです。 

一方、国では、循環型社会の形成に向けて、循環型社会形成推進基本法の制定、数次にわたる

廃棄物処理法の改正を行っており、それに加えて容器包装リサイクル法等、各種リサイクル法を

制定・改正しています。廃棄物の発生を抑制し、循環的利用を推進し、適正な処理を確保するこ

とで、天然資源の消費の抑制と環境への負荷の低減を目的とする循環型社会の実現を図ることを

重要な行政目標として位置付けています。 

このような背景を踏まえ、流山市一般廃棄物処理基本計画の見直しを行います。 

 

おしえてケロクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               「ごみ量の不思議」 

 ごみ量には、「ごみ排出量」と「ごみ発生量」があります。ごみ排出量は集積所などから集め

られクリーンセンターへ搬入される量です。ごみ発生量は、ごみ排出量に地域の集団回収と公共

施設回収を加えたものです。 

例えば、空き缶で考えてみましょう。空き缶を集積所へ出すとそれはごみ排出量としてカウン

トされ、集団回収へ出すとごみ排出量とはなりません。つまり、今まで集積所へ出していたもの

を集団回収へ出すと、それだけでごみ排出量は減り、全体のごみ量が減ったように思われますが、

ごみ発生量で見た場合、ごみ量自体は変わりません。 

ですから、この計画では目標などをごみ発生量で示しています。それが本当のごみ量を表して

いると考えたからです。 

 

 

 

 

 

 

 ごみ排出量 

事業ごみ 

家庭ごみ 

ごみ発生量 

家庭ごみ 

事業ごみ 

集団回収等 
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２．計画の位置付け 

本計画は、関連する計画との整合を図っています。 

 

【関連計画】
・分別収集計画
・震災廃棄物処理計画
・循環型社会形成推進地域計画
・地球温暖化対策実行計画

〈各年度計画〉
　・ごみ処理実施計画
　・生活排水処理実施計画

〈長期計画〉
　・ごみ処理基本計画
　・生活排水処理基本計画

【上位計画】
　・流山市総合計画
　・流山市環境基本計画

流山市一般廃棄物処理基本計画

【関係法令】
　・環境基本法
　・循環型社会形成推進基本法
　・廃棄物処理法
　・資源有効利用促進法
　・容器包装リサイクル法、等

一般廃棄物処理実施計画

 

図１-２-１ 計画の位置付け 
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§３ 計画の目標年度 

本計画の中間目標年度は平成 26 年度とし、計画目標年度は前回計画と同じ平成 30 年度とし

ます。 

計画はおおむね 5 年ごとに見直すものとし、計画目標年度の再設定を含めた見直しを次回計画

で行うものとします。 

平成26年度 平成30年度平成20年度

中
間
目
標
年
度

基
準
年
度

計
画
目
標
年
度

 

図１-３-１ 計画の目標年度 

 

§４ 計画の対象区域 

本計画の対象区域は、本市の全域とします。 

 

§５ 計画の構成 

本計画は、ごみ処理に関する部分（ごみ処理基本計画）と生活排水処理に関する部分（生活排

水処理基本計画）で構成します。 

 

生 活排 水 処理 基本 計 画ご み処 理 基本 計画

流 山 市一 般廃 棄物 処 理 基本 計 画

 

図１-５-１ 計画の構成 
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第２章  基本方針、目標値 

§１ ごみ処理 

１．基本方針 

物質的な豊かさをもたらした大量生産、大量消費の経済社会は、大量廃棄型の社会をもたらし

ました。その結果、大量に発生するごみが環境問題や社会問題を生じさせているとともに、資源

の浪費、健全な物質循環の阻害を招いています。また、人類が環境中に大量に排出している二酸

化炭素（以下「CO２」という。）などの温室効果ガスがもたらす地球温暖化によって、生態系や人

類の活動への悪影響が懸念されています。 

このような状況から抜け出すために、生産から流通、消費、廃棄に至るすべての過程における

物質やエネルギーの効率的な利用やリサイクル、天然資源の消費の抑制と環境への負荷の低減が

図られる循環型社会の構築が求められています。 

本市では、最終処分場を有さないという特性を踏まえ、第一に、ごみの発生量そのものを減ら

すことを最優先とし、大量廃棄、大量リサイクルからの脱却に取り組みます。また、発生量をで

きる限り減らした上で、ごみとして排出されるものについては、徹底した再利用や最終処分量を

最小限とすることに取り組むなど、環境負荷の少ないごみ処理システムの構築に取り組みます。 

特に近年身近な環境や社会経済にも深刻な影響を及ぼしつつある地球温暖化問題に対し、CO２

の排出量を抑制するようなごみ処理システムを目指します。 
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《 基 本 方 針 》 

『『  ケケロロククルルタタウウンンをを目目指指ししてて  』』  

１ 大量廃棄、大量リサイクルからの脱却 
循環型社会を構築するため、大量廃棄、大量リサイクルからの脱却を目指します。 

※５Ｒ：①発生抑制（リデュース） 
②再使用（リユース） 
③不要なものを買わない・受け取らない（リフューズ） 
④規則遵守（ルール） 
⑤再生利用（リサイクル） 

５Ｒのうち、①発生抑制、②再使用、③不要なものを買わない・受け取らないこと
に最優先で取り組み、ごみ発生量を削減します。 

次に、④規則を遵守して適切に分別・排出し、再生利用が可能なものは⑤再生利用
を行います。 

５Ｒを行ってもなお残る循環資源については、熱回収を図り、最後に発生する廃棄
物を最小化した上で適正に処分します。 

 

２ 環境負荷の少ないごみ処理システムの構築 
ごみの収集・運搬、中間処理、最終処分という過程で、環境への負荷の低減と資源・

エネルギーの効率的な回収に努め、自然環境及び地球温暖化防止に配慮したごみ処理 

システムを構築します。 

２．基本施策 

(1) 大量廃棄、大量リサイクルからの脱却 

1) 発生抑制の推進 

ごみになりにくいもの、リサイクルしやすいものを買う。不要なものは買わない、受
け取らない。一方で、ごみになりにくいものづくり、再生資源の積極的利用といった、
ごみを作らない生活や事業活動を進めるための啓発活動を進めます。また、ごみとす
る前に、市民、事業者が自ら再使用、再利用できるよう必要な支援を行います。 

2) 資源化の推進 

ごみとして出されたものから可能な限りの資源回収を行うため、市民、事業者、市

のそれぞれが役割を担い行動する体制を整えます。 

(2) 環境負荷の少ないごみ処理システムの構築 

1) 適正処理の実施 

効率的な収集・運搬の実施、リサイクル館やごみ焼却施設によるごみの資源化や適

正な処理を進め、環境への負荷の低減を図ります。 

2) 最終処分量の削減 

ごみを減らし、ごみの資源化・減容化を進めることより、最終処分量の削減を図り

ます。 

3) 地球温暖化防止への配慮 

省エネルギー等による CO2 の排出量の削減につながるような処理システムの構築

及びごみ処理を進めます。 
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３．数値目標 

数値目標は、１人１日当たりのごみ発生量、資源化率、最終処分量の３つを指標とし、それぞ

れ中間目標（平成 26 年度）と計画目標（平成 30 年度）を設定します。 

(1) １人１日当たりのごみ発生量 

本市では、今後も人口増加が続き、平成 30 年度には、平成 20 年度に比べて１２％増加する

と予測しています。一方、市におけるごみ処理には多くの費用（21 ページ「表４－１－２ごみ

処理経費の実績」を参照。平成 20 年度において約 15 億８,565 万円）がかけられており、市の

努力はもちろんのこと、市民の協力を得ながらこれを少しでも抑えることが重要です。 

また、市内に最終処分場を設けることは引き続き困難であり、市外への委託処分を続ける必要

があります。 

以上のことを勘案し、平成 30 年度の数値目標として、ごみ発生量の総量を増加させないこと

を目標とします。(ごみ発生量には、家庭で発生するごみのほか、事業所から出される一般廃棄物

や集団回収による資源物も含みます。) 

これを達成するため、平成 20 年度の実績値で 976ｇとなっている１人１日当たりのごみ発生

量を、平成２６年度に 921g 以下、平成３０年度に 871ｇ以下とすることを目標にします。 

(2) 資源化率 

資源化率は、平成 20 年度では 28.5％ですが、資源物の回収量は減少傾向※にあり、今後も減

少し続けることが懸念されます。 

しかしながら、平成 22 年度から本格稼働する汚泥再生処理センター内の剪定枝資源化施設に

おいて、これまでは焼却処理していた剪定枝の資源化を進めること、プラスチック類の分別方法

の見直し、家庭から出る燃やすごみの 30％を占める紙ごみの分別の徹底等により、資源化率を

30.0％以上にすることを目標とします。 

※ 考えられる資源物の減少原因 

・ びん、缶からペットボトルへの移行による重量の減少。 

・ 不要なものを買わない・受け取らない、過剰包装拒否等、市民のごみ減量意識の高まり。 

・ 事業者による資源回収の増加。（市が回収量を正確に把握できない。） 

(3) 最終処分量 

本市は最終処分場を持っていないため、最終処分量の削減は今後の大きな課題です。そのため、

最終処分に係る目標は最終処分量について設定します。 

最終処分量は、平成 20 年度では 1,756ｔ/年となっており、今後人口の増加に伴って増加す

ると推定されます。このため、1 人当たりのごみ発生量の発生抑制により、平成 30 年度におい

て最終処分量を 1,718ｔ/年以下に抑えることを目標とします。 
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なお、前回計画においては最終処分率の目標を設定していましたが、発生量の減少と最終処分

率の減少には直接関係がなく、発生量が減少しても最終処分率は増加することもあり、発生量の

抑制の努力が最終処分率の減少につながらない可能性もあります。このため、今回の基本計画で

は、最終処分量で目標を設定しました。 

表２-１-１ 数値目標 

現状 中間目標 計画目標

（平成20年度） （平成26年度） （平成30年度）

(1)１人１日当たりのごみ発生量 g/人/日 976 921以下 871以下

(2)資源化率 ％ 28.5 29.7以上 30.0以上

(3)最終処分量 t/年 1,756 1,752以下 1,718以下

区分 単位

 

（参考１） 

ごみ発生量＝家庭ごみ＋事業ごみ＋集団回収等 

 集団回収等を含まない場合の 1 人 1 日当たりのごみ発生量は、 

現状 826ｇ、中間目標 740ｇ、計画目標 704ｇ 

（参考２） 

 上記の数値目標を達成するため、以下のような取り組みが考えられます。 

１．家庭ごみの減量目標 

１）水切りの徹底により、現状（平成２０年度）より１人１日平均で 20ｇを削減します。 

２）水切り以外に、食材の無駄の削減、レジ袋の削減、過剰包装・梱包の拒否等により、現

状（平成２０年度）より１人１日平均で４7ｇを削減します。 

２．事業系のごみの減量目標 

 現状のまま推移すると、平成 20 年度には合計で 11,660ｔだった事業系ごみの発生量は、

平成 30 年度には 14,702ｔに増加すると推定されます。これを、事業所への指導の徹底等に

より、1,569ｔ（平成３０年度の事業系ごみの推定発生量の 11％）削減し、13,133ｔ以下

にすることを目標とします。 

 

「重量の目安」 

キャベツ（中） 1 個 1,000ｇ 

レタス（中） 1 個 450ｇ 

にんじん（中） 1 本 250ｇ 

たまねぎ（小） 1 個 180ｇ 

きゅうり（中） １本 90ｇ 

ごぼう（細） 1 本 60ｇ 

ピーマン（中） 1 個 35ｇ 

食パン（6 枚切） 1 枚 60ｇ 
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§２ 生活排水処理 

１．基本方針 

健康で文化的な生活を営むため、生活雑排水を適切に処理し、清浄な水が流れる豊かな自然環

境を守り、清潔かつ衛生的な生活環境を確保することを目指すものとします。 

《 基 本 方 針 》 

『『  ケケロロククルルタタウウンンをを目目指指ししてて  』』  

１ 公共下水道を中心とした生活排水処理の促進 
公共用水域の水質保全のため、公共下水道による処理を本市の生活排水処理の中心に据え、

面的整備の促進と未接続住宅に対する指導、啓発をより一層推進し、下水道への接続率の向

上を図ります。 

公共下水道事業計画認可区域以外においては、合併処理浄化槽の設置補助金制度を実施し、

生活排水処理の一層の推進を図ります。 

 

２ 循環型社会形成に資するし尿・浄化槽汚泥処理システムの構築 
汚泥再生処理センターでは、し尿・浄化槽汚泥の衛生処理だけでなく、その他の有機性廃

棄物を含めて再生利用を図るものとし、循環型社会形成に資するものとします。 

 

２．基本施策 

(1) 公共下水道を中心とした生活排水処理の促進 

1) 公共下水道の整備の推進 

公共下水道全体計画区域内の生活排水は、公共下水道による処理の推進を図るとと

もに、公共下水道事業計画認可区域での早期整備の達成を図ります。 

2) 公共下水道への接続率の向上 

公共下水道供用開始区域内の住宅に対する公共下水道への接続を推進し、下水道へ

の接続率向上を図ります。 

3) 合併処理浄化槽の整備の推進 

公共下水道事業計画認可区域以外については、合併処理浄化槽による処理を推進す

るものとし、特に既存住宅に設置されているくみ取便槽及び単独処理浄化槽の合併処

理浄化槽への転換を促進します。 

 

(2) 循環型社会形成に資するし尿・浄化槽汚泥処理システムの構築 

汚泥再生処理センターでは、本市内で発生するし尿・浄化槽汚泥のみならず剪定枝

を受け入れ、再生利用を図りつつ適正処理を行います。 
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３．数値目標 

本市では、おおむねすべての生活排水を処理施設において処理することを目標とし、市街地等

の人口密集地については公共下水道を中心とした整備を行い、その他の地域では合併処理浄化槽

による整備を進めて、目標年次である平成 30 年度には汚水衛生処理率 98.2％以上を目指します。 

表２-２-１ 数値目標 

現状 中間目標 計画目標

（平成20年度） （平成26年度） （平成30年度）

汚水衛生処理率（％） 95.7 97.2以上 98.2以上
 

 

※ 汚水衛生処理率 

下水道法上の下水道のほか、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント、浄化槽等に

より、汚水が衛生的に処理されている人口の割合を表したものです。 

 

なお、現在水洗便所設置済人口とは、水洗便所を設置・使用している人口で、下水道等

の整備済区域であっても下水道等には接続されていない人口、生活雑排水を処理しない単

独処理浄化槽を設置している人口は除かれています。 

 

（参考） 

現状 中間目標 計画目標

（平成20年度） （平成2６年度） （平成３０年度）

下水道普及率（％） 68.0 79.3以上 86.2以上
 

 

 

汚水衛生処理率（％）＝ 

 

現在水洗便所設置済人口 

住民基本台帳人口＋外国人登録人口 

×100
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第３章  計画策定に係る基礎的事項 

§１ 人口 

１．人口の実績 

人口は、平成 11 年度から平成 20 年度までの 10 年間に 9,733 人（6.5％）増加しています。 

表３-１-１ 人口の実績 

  

（単位：人）

年度 住民基本台帳人口 外国人登録人口 合計

平成11年度 149,287 1,099 150,386

平成12年度 149,480 1,238 150,718

平成13年度 150,414 1,395 151,809

平成14年度 150,703 1,477 152,180

平成15年度 150,706 1,589 152,295

平成16年度 150,910 1,539 152,449

平成17年度 152,791 1,544 154,335

平成18年度 154,196 1,583 155,779

平成19年度 156,073 1,658 157,731

平成20年度 158,426 1,693 160,119  

※人口は、各年度末現在の人口を使用。 

２．人口の予測 

人口は、平成 20 年度から平成 30 年度までの 11 年間に 19,227 人（12.0％）の増加を見

込んでいます。 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

（年度）

（人）

平成11 平成20 平成26
中間目標

平成30
計画目標

平成11年度
150,386人

平成20年度
160,119人

平成26年度
172,072人

平成30年度
179,346人

実績 予測

 

図３-１-１ 人口の予測 
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§２ 廃棄物・リサイクル関連の既存計画、目標 

１．国の既存計画、目標 

(1) 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

めの基本的な方針（平成 13 年 5 月環境省告示第 34 号、改正 平成 17 年 5 月 26 日

環境省告示第 43 号） 

国では、平成 9 年度の一般廃棄物の排出量に対して、平成 22 年度において減量・資源化す

る目標量を以下のとおり設定しています。 

 

(2) 循環型社会形成推進基本計画（第 2 次循環基本計画、平成 20 年 3 月） 

第 1 次循環基本計画（平成 15 年 3 月）で定めた数値目標に対する進捗状況の点検結果等を

踏まえて、数値目標を強化するなど引き続き物質フロー指標と取組指標を設定しています。目

標年次は、平成 37 年度頃の長期的な社会を見通しつつ、平成 27 年度に設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度  （平成 12 年度） 

◆ 「入口」：資源生産性※-１ 約 42 万円／トン （約26万円／トンからおおむね6割向上）

◆ 「循環」：循環利用率※-２ 約 14～15％  （約 10％からおおむね 4～5 割向上） 

◆ 「出口」：最終処分量 約 2,300 万トン （約 5,600 万トンからおおむね 6 割減）
 

※-１資源生産性＝ＧＤＰ（国内総生産）÷天然資源等投入量 

：如何に、より少ない資源で、より大きな豊かさを得るかを表す値 

※-２循環利用率＝循環利用量÷（循環利用量＋天然資源等投入量） 

物 質 フ ロ ー 指 標 （ 数 値 目 標 ）

 

平成９年度 平成 22 年度 

◆ 排出量を５％削減 （5,300 万トン→ 4,900 万トン） 

◆ リサイクル率を 11％から 24％に増加 （  590 万トン→ 1,200 万トン） 

◆ 中間処理による減量 （3,500 万トン→ 3,100 万トン） 

◆ 最終処分（埋立）量を半分に削減 （1,200 万トン→   640 万トン） 

一 般 廃 棄 物 
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２．千葉県の既存計画、目標 

千葉県は、平成 20 年 9 月に「千葉県廃棄物処理計画」を策定し、減量化・再資源化目標を定

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

<一般廃棄物の減量化> 

平成 12 年度比で 

◆ 国民・事業者：１人１日当たりのごみ排出量を約 10％減 

（計画収集量＋直接搬入量＋集団回収量）（平成 12 年度：約 1,185ｇ/人/日）

◆ 生活系ごみ：１人１日当たりの家庭から排出するごみの量を約 20％減 

（集団回収量、資源ごみ等を除いた量）（平成 12 年度：約 660ｇ/人/日）

◆ 事業系ごみ：事業系ごみ総量を約 20％減  （平成 12 年度：約 1,799 万トン） 

 

<循環型社会形成に向けた意識・行動の変化> 

取 組 目 標 （ 数 値 目 標 ）

 

平成 17 年度 平成 22 年度 

◆ 排出量 223 万トン以下 （248 万トン → 223 万トン）

◆ 1 人 1 日当たりの排出量 1,000ｇ以下 （1,126 グラム → 1,000 グラム）

◆ 再資源化率 35％以上 （60 万トン → 78 万トン）

 （24.3％ → 35.0％）

◆ 最終処分量 15 万トン以下 （19.2 万トン → 15 万トン）

一 般 廃 棄 物 
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３．流山市の既存計画、目標 

(1) 基本構想 

廃棄物処理法によると、市町村は地方自治法第 2 条第 4 項の基本構想に即して、一般廃棄物

処理計画を定めなければならないとされています。 

本市が策定した基本構想の概要は以下のとおりです。 

1) 計画名 

『流山市基本構想』 

2) 策定年度 

平成 11 年度 

3) 計画期間 

平成 12 年 4 月～平成 32 年 3 月 

4) まちづくりの基本理念 

価値あるまちづくり 

 「人間の価値」… 住んでいる人を知り、 

 「自然の価値」… 住む人の環境に配慮し、人と自然の共存を図り、 

 「文化の価値」… 郷土の歴史を知り、文化の創造を目指し、 

開かれた市政のもとに、市民と行政がともに手を取りあって真の豊かさの実感できるまち

を創造していきます。 

5) 将来都市像 

本市の将来都市像を、『豊かな自然や歴史・文化を活かし、市民が真の豊かさを実感できる

まち「みんなでつくろう価値ある流山」』と定めます。 

6) 社会・生活像 

・健全なコミュニティの育成 

・生涯学習のニ－ズの高まり 

・男女共同参画社会づくり 

・バリアフリ－のまちづくり 

・市民参加 

・国際化の進展 



15

7) 廃棄物処理に係る施策 

「環境共生社会を目指す廃棄物循環型都市づくり」 

市民の文化的、健康的な生活を守るため、廃棄物の排出抑制を一層推進するほか、再資源

化のための分別の徹底を進め、環境に負荷を与えている焼却量、埋立量の削減に努めます。 

合わせて最新技術を導入した廃棄物処理施設を整備し、環境に与える負荷の削減に努め、

環境との共生を図ります。 

また、資源の完全再資源化を目指すほか、廃棄物からの資源への転換を図り、焼却する場

合は熱エネルギーの活用など、循環型の都市づくりを目指します。 

(2) 環境基本計画 

本計画は、これまでの環境問題に関する対策を踏まえ、今日の地球環境問題も視野に入れな

がら、持続的な発展が可能な社会（将来の世代の要求を満たしつつ、現在の世代の要求をも満

足させるような社会）の実現を目指した計画です。 

本市が策定した環境基本計画の概要は以下のとおりです。 

1) 計画名 

『流山市環境基本計画』 

2) 策定年度 

平成 16 年度 

3) 計画期間 

平成 17 年度～平成 26 年度 

4) 環境の課題 

・循環：ごみの減量・リサイクル・エネルギー 

・共生：自然環境の保全と水辺・緑地の整備、農地の保全 

・快適：水質改善と大気環境の保全、騒音・振動の低減 

・環境保全活動：環境保全活動の促進 

5) 計画の目標 

１ 望ましい環境像 

   水・緑・歴史の豊かさを、みんなの力で未来に伝えるまち・流山 

２ 基本目標 

   基本目標１ 循環型社会をめざすまちづくり 

   基本目標２ 身近な自然と地域資源を大切にするまちづくり 

   基本目標３ 生活環境を守り、安全で快適に暮らせるまちづくり 

   基本目標４ 環境保全活動をみんなで取り組むまちづくり 
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6) 廃棄物処理に係る施策 

「循環型社会をめざすまちづくり」 

・4 者（市、市民、事業者、滞在者）の役割に応じた５R 運動を実践する。 

・省資源、省エネルギーに努めるとともに、新エネルギーなどの利用を推進する。 

・廃棄物の適正処理を啓発し、促進する。 

(3) 一般廃棄物処理基本計画 

平成 17 年 3 月に策定した『流山市一般廃棄物処理基本計画』の概要は以下のとおりです。 

1) 計画名 

『ケロクルタウンを目指して 流山市一般廃棄物処理基本計画』 

2) 策定年度 

平成 16 年度 

3) 計画期間 

初年度：平成 16 年度、目標年度：平成 30 年度 

4) 数値目標 

 

 

中間目標年度 計画目標年度 

平成 20 年度 平成 30 年度 

◆ 1 人 1 日当たりのごみ発生量 （980ｇ以下 → 930ｇ以下）

◆ 資源化率 （33.0％以上 → 33.0％以上）

◆ 最終処分率 （2.0％以下 → 2.0％以下）

 

一 般 廃 棄 物 
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第４章  一般廃棄物処理の現状と分析 

§１ ごみ処理の現状と分析 

1．ごみ処理の実績 

本市のごみ発生量は、平成 16 年度から平成 20 年度までの 5 年間に 1,427ｔ増加しています。

この間の増加率は約 2.6％で、人口の増加率約 5.0％より少なくなっています。平成 18 年度ま

では増加傾向で、平成 19 年度から減少傾向を示しています。発生量のうち、平成 19 年度と 

２０年度においては、事業系のごみが増加しましたが、家庭系のごみと集団回収が減少し、トー

タルとしてごみ発生量が平成 18 年度より減少しました。さらに、詳細をみると、プラスチック

類、資源ごみ、集団回収は過去５年間を通して減少傾向にあります（資料編「資-27」参照）。そ

の考えられる原因は以下のとおりです。 

(1) びん、缶からペットボトルへの移行による重量の減少。 

(2) 不要なものを買わない・受け取らない、過剰包装拒否等、市民のごみ減量意識の高まり。 

(3) 事業者による資源回収の増加。（市が回収量を正確に把握できない。） 

1 人 1 日当たりの発生量でみると、家庭系のごみと集団回収等は、平成 18 年度までは増加し

ていましたが、それ以降は減少しており、平成 20 年度は平成 16 年度より低い値となっていま

す。事業系ごみの発生量は増加傾向にあり、1 人 1 日当たりの発生量は横ばいとなっています。 

本市では、廃棄物対策審議会の答申を踏まえ、ごみの減量化を目的として、平成 20 年 6 月に

ごみ処理の有料化に関する計画を公表し、広報やホームページを通じて、またケロクルミーティ

ング（ごみ出前講座）などを活用した説明会や意見公募により直接市民に問題を投げかけ、議論

を広く展開しました。 

ごみ処理の有料化は見送ることとしましたが、結果的にごみ減量に対する市民の意識が高まり、

また景気の低迷も重なったこと等により、１人１日当たりのごみ発生量は、平成 15 年度に 1,020

ｇだったものが、平成 19 年度には 998ｇ、平成 20 年度には 976ｇと減少し、前回計画で設

定していた目標値（平成 20 年度の中間目標値＝980ｇ以下）を達成することができました。 

資源の分別収集の状況、市民による排出抑制、集団回収等の各種助成事業などについても、本

市では市民の積極的な協力により、他のごみ減量先進都市の施策と比較して、遜色のない高いレ

ベルでごみ減量・資源化が実施されていると評価されています。 

しかし、最終処分場を有さない本市においては、今後とも減少傾向を定着させ、一層の削減を

図っていく必要があります。 

一方、資源化率と最終処分率の向上にも努めましたが、破集袋機の不具合や資源物回収量の減

少等により資源化率が 30％を下回ってしまいました。また、平成１７年度までは焼却灰の一部

をセメントの材料としてリサイクルしていましたが、引取価格の高騰により、現在は一部埋立処

分しています。 
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表４-１-１ ごみ発生量の実績 

単位 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 前回目標（H20） 達成状況

人 152,295 152,449 154,335 155,779 157,731 160,119 -

t/年 56,864 55,602 57,576 58,265 57,623 57,029 -

家庭ごみ t/年 36,356 35,665 36,698 37,578 36,879 36,600 -

事業ごみ t/年 10,773 10,538 11,297 11,022 11,449 11,660 -

集団回収等 t/年 9,735 9,399 9,581 9,665 9,295 8,768 -

ｇ/人/日 1,020 999 1,022 1,025 998 976 980以下 ○

家庭ごみ ｇ/人/日 652 641 651 661 639 626 -

事業ごみ ｇ/人/日 193 189 201 194 198 200 -

集団回収等 ｇ/人/日 175 169 170 170 161 150 -

t/年 47,128 46,202 47,995 48,600 48,328 48,260 -

t/年 33,321 39,744 41,686 42,706 42,648 43,159 -

t/年 19,877 18,496 18,128 17,514 17,268 16,250 -

t/年 4,079 1,162 1,812 2,281 1,898 1,756 -

％ 35.0 33.3 31.5 30.1 30.0 28.5 33.0以上 ×

％ 8.7 2.5 3.8 4.7 3.9 3.6 2.0以下 ×

表示単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

※平成16年度からクリーンセンター（ガス化溶融炉）が稼動したため、資源化量等の傾向が平成15年度以前とは異なっています。

最終処分率

ごみ排出量

焼却量

資源化量

最終処分量

資源化率

区分

人口

ごみ発生量

1人1日当たり
のごみ発生量

 

10,773 10,538 11,297 11,022 11,449 11,660

9,735 9,399 9,581 9,665 9,295 8,768

37,578 36,879

36,600

36,69835,66536,356
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図４-１-１ ごみ発生量の実績 
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図４-１-２ 1 人 1 日当たりのごみ発生量の実績 
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図４-１-３ 資源化率の実績 
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図４-１-４ 最終処分率の実績 
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２．焼却施設の稼働の状況 

現在のクリーンセンター焼却施設は、次世代型の焼却施設として国庫補助を受けて建設され、

平成１６年度から本格稼働しています。施設規模に関する計画の概要は以下のとおりです。 

計画目標年次 平成２１年度 

計画収集人口 １７７，０００人 

計画年間１日平均処理量 １５２．５２ｔ／日 

年間停止日数 

補修整備期間３０日＋補修点検１５日×２回＋全停止期間７

日＋起動に要する日数３日×３回＋停止に要する日数３日×

３回＝８５日 

年間稼働日数 ２８０日 

調整稼働率 ９６％ 

施設規模 

計画年間１日平均処理量÷稼働率（年間稼働日数÷３６５日）

÷調整稼働率＝１５２．５２÷（２８０÷３６５）÷０．９６

＝２０７ｔ 

平成２０年度における処理量の実績は１１８．２４ｔ／日であり、計画年間１日平均処理量 

１５２．５２ｔ／日と比較すると、稼働率は７８.0％となります。今後の人口増加に伴う焼却量

の増加を考えると、妥当な施設規模であったと評価しています。 

なお、人口の増加は、計画時の予測を下回り、平成２１年度において 177,000 人と予測して

いたものが、現時点での予測ではこの人口に達するのは平成２９年度、施設稼働後１３年後と見

込まれています。一方で、当時の補助金交付要綱に基づき、施設の計画目標年次を平成２１年度、

施設稼働後の６年後という非常に短い期間で設定したため、計画では稼働後６年後に計画収集人

口に達すると見込んでいたのが、現時点では稼働後１３年後に計画収集人口に達することになり

ます。焼却施設は３０年以上の長期にわたって稼働することを見込んでおり、結果的に妥当な施

設規模になっています。 

次に、焼却方式の選定については、当時大きな社会問題となっていたダイオキシン類等の有害

物質の排出量を極力抑制し、周辺環境や市民の健康に影響を及ぼさないこと、市内に最終処分場

を有さないことから焼却残渣を極力少なくすること等を考慮して、次世代型のガス化溶融方式を

選定しました。 

現在までのところ、周辺環境に影響を与えることなく、順調にその機能を発揮していると考え

ています。例えば、ダイオキシン類に関しては、国の基準より１００倍厳しい自己規制値を設定

しています。これまでの測定結果は資料編「資-５」のとおりであり、自己規制値を満足していま

す。 
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３．ごみ処理経費の実績 

ごみ処理経費は平成 20 年度で約 15 億 8,600 万円、ごみ１ｔ当たりでは約 3 万 3 千円、１

人当たりでは約 1 万円、１世帯当たりでは約 2 万 5 千円となっています。 

ごみ処理経費の推移を見ると、平成 16 年度の１人当たりのごみ処理経費は約 1 万 3 千円で、

減少の傾向となっています。 

表４-１-２ ごみ処理経費の実績 

区分 単位 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

総処理量 ｔ 46,202 47,995 48,600 48,328 48,260

ごみ処理経費 千円 2,035,017 1,824,387 1,744,677 1,554,983 1,585,658

１ｔ当たり 円 44,046 38,012 35,899 32,176 32,857

1人当たり 円 13,349 11,821 11,200 9,858 9,903

1世帯当たり 円 35,181 30,712 28,736 24,964 24,782

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000
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図４-１-５ ごみ処理経費の推移 
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４．ごみ分別区分 

本市のごみ分別区分は、表４-１-３に示すとおりです。家庭ごみに関しては、6 種 12 分類の

分別収集（分別区分表）を行い、すべて民間委託により収集し、資源物の一部（新聞・雑誌・段

ボール・牛乳パック・布類）を除いて、流山市クリーンセンターへ搬入しています。 

表４-１-３ ごみ分別区分 

家庭ごみ

No.

1 1
台所ごみ　　　　　　　　紙くず
木くず　　　　　　　　　繊維くず
枝葉、草花

2回/週

プラスチック製容器包装
（卵パック、菓子・冷凍食品の袋、
シャンプー・洗剤の容器など）

その他のプラスチック製品
（ポリバケツ、プラスチック製ケー
ス、プランターなど）

3 3
陶磁器製品　　　　　　ガラス製品
混成製品　　　　　　　金属製品
革製品　　　　　　　　ゴム製品

2回/月

びん・缶類 4
飲料・食料用の空きびん
飲料・食料用の空き缶

ペットボトル 5
主としてポリエチレンテレフタレー
ト（PET）製の容器の飲料又は醤油
を充てんするためのもの

新聞 6 新聞紙・折り込みチラシ

雑誌・雑紙 7 雑誌・雑紙

段ボール 8 段ボール

紙パック 9 牛乳パック

布類 10 衣類、毛布、タオル、毛糸類

5 11
乾電池、蛍光管、水銀体温計
ライター、刃物類、使い切ったスプ
レー缶

2回/月

（可燃系粗大）
木製家具類、布団類、敷物類、木製
建具類、大型家電品

（不燃系粗大）
マッサージ椅子、物干し台、机、ス
チール家具、スプリングマットレス

随時（予約日）

有害・危険ごみ

6 粗大ごみ 12

プラスチック類 2 1回/週

4

資
源
ご
み

2回/月

収
集
形
態収集区分

燃やすごみ

集
積
所
収
集

一
般
家
庭

市
（

委
託
）

燃やさないごみ

戸
別
収
集

種目

2

主な排出品目 収集頻度

収
集
方
式

収
集
対
象
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事業ごみ

透明又は半透明で中身が確認できる
袋（木の枝、粗大ごみ等はこの限り
ではない。）

粗大ごみ
(可燃性)

排出容器

粗大ごみ
（不燃性）

分別区分
搬入制限

（1事業所当たり）

２00kg/日まで

200kg/日まで

燃やさないごみ 100kg/週まで

燃やすごみ 2,000kg/日まで
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５．収集運搬体制 

本市の収集運搬体制は、表４-１-４に示すとおりです。 

表４-１-４ 収集運搬体制 

※ 自ら施設へ搬入する場合
搬入時間：8：30～11：40　13：00～15：40（日曜日及び年末年始を除く）

粗大ごみ（可燃性）

戸別収集

事業所ごとに戸別回収

粗大ごみ

燃やすごみ

家
庭
ご
み

事
業
ご
み

資源ごみ（ペットボトルを除
く）

週1回

月2回

月2回

月2回

燃やすごみ

プラスチック類

燃やさないごみ

ペットボトル

許可業者

収集形態

手  数 料：10キログラム当たり　157.5円（税込み）

燃やさないごみ

粗大ごみ（不燃性）

随時（予約日）

市（委託）

月2回

集積所収集

収集頻度一般廃棄物の種類 収集方式

有害・危険ごみ

随時（契約）

週2回

 

 

おしえてケロクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「循環型社会はしょうじきに」 

 

「循環型社会を目指すまちづくり」を進めるための５Ｒ運動 

リデュース ○し ゅくしょうさせる ごみの量を縮小（減量・減容）させる。 

リユース ○よ うだてる いろいろな使い道を考え、用立てる。 

リフューズ ○う けつけない ごみになるものは受け付けない、買わない、使わない。

リサイクル ○じ ゅんかんさせる 資源物は循環させ、リサイクルする。 

ルール ○き まりをまもる ごみの分別方法、収集日などの決まりを守る。 
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§２ 生活排水処理の現状 

１．生活排水処理体系 

生活排水は、し尿（トイレ排水）と生活雑排水（風呂、台所、洗面所等の排水）で構成されま

す。 

本市の生活排水は、以下に示す体系で処理されています。 

出典：「排水設備普及状況表」ほかを基に調整

水
　
　
路
　
　
　
　
・
　
　
　
　
河
　
　
川

（平成21年3月31日現在）

（処理水）

（し尿）

し尿処理施設

（処理水）

くみ取便所

し　尿

160,119人

生活雑排水

（処理水）

（汚泥）

合併処理浄化槽
※大型合併処理浄化槽を含む

99,559人

（汚泥）

2,540人

公共下水道

（処理水）

（未処理水）

6,926人

4,386人

53,634人

単独処理浄化槽

 

図４-２-１ 生活排水処理体系 
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２．生活排水処理人口の実績 

水洗化・生活雑排水処理人口は、平成 16 年度から平成 20 年度までの 5 年間に 12,019 人（約

9％）増加しています。 

一方、生活雑排水未処理人口である単独処理浄化槽人口は、同期間に 2,364 人（▲約 48％）

減少しており、し尿処理人口は 1,985 人（▲約 31％）減少しています。 

 

表４-２-１ 生活排水処理人口の実績 

区分 単位 平成１6年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

人口 人 152,449 154,335 155,779 157,731 160,119

〈水洗化・生活雑排水処理人口〉 人 141,174 143,662 146,301 148,895 153,193

合併処理浄化槽人口※ 人 63,347 57,317 57,101 54,712 53,634

公共下水道水洗化人口 人 77,827 86,345 89,200 94,183 99,559

人 4,904 4,413 4,398 4,202 2,540

人 6,371 6,260 5,080 4,634 4,386

汚水衛生処理率 ％ 92.6 93.1 93.9 94.4 95.7

※大型合併処理浄化槽を含む

〈非水洗化・生活雑排水未処理人口〉
　し尿収集人口

〈水洗化・生活雑排水未処理人口〉
　単独処理浄化槽人口

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

（年度）

（人）

合併処理浄化槽人口 公共下水道水洗化人口

〈水洗化・生活雑排水未処理人口〉単独処理浄化槽人口 〈非水洗化・生活雑排水未処理人口〉し尿収集人口

平成17 平成18 平成19 平成20平成16

 

図４-２-２ 生活排水処理人口の推移 
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３．収集・処理量の実績 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量は、平成 16 年度から平成 20 年度までの 5 年間に 

2,380kｌ（▲11.1％）減少しており、日量では 6.5kｌの減少となります。 

１人１日当たりでは、し尿及び浄化槽汚泥とも減少の傾向となっています。 

表４-２-２ し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 

実績

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kl/年 21,501 21,205 20,821 20,495 19,121

kl/年 4,162 4,044 3,798 3,208 2,965

kl/年 17,339 17,161 17,024 17,287 16,156

1日当たりのし尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kl/日 58.9 58.1 57.0 56.0 52.4

kl/日 11.4 11.1 10.4 8.8 8.1

kl/日 47.5 47.0 46.6 47.2 44.3

1人1日当たりのし尿量 l/人･日 1.79 1.77 2.05 1.89 1.85

1人1日当たりの浄化槽汚泥量 l/人･日 0.70 0.76 0.76 0.80 0.79

表示単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

し尿量

浄化槽汚泥量

区分 単位

し尿量

浄化槽汚泥量

 

図４-２-３ し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 
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４．し尿及び浄化槽汚泥処理経費の実績 

し尿及び浄化槽汚泥処理経費は、平成 20 年度で約２億 9300 万円、１kl 当たりでは約 1 万 5

千円、１人当たりでは約 5 千円となります。 

し尿及び浄化槽汚泥処理経費の推移を見ると、一旦減少し、その後増加する傾向となっていま

す。 

 

表４-２-３ し尿及び浄化槽汚泥処理経費の実績 

区分 単位 平成１６年度平成１７年度平成１８年度平成１９年度平成２０年度

し尿及び浄化槽汚泥の処理人口 人 74,622 67,990 66,579 63,548 60,560

総処理量 kl 21,501 21,205 20,821 20,495 19,121

し尿及び浄化槽汚泥の処理経費 千円 343,622 296,775 294,618 301,096 293,454

１kl当たり 円 15,982 13,995 14,150 14,691 15,347

１人当たり 円 4,605 4,365 4,425 4,738 4,846
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図４-２-４ し尿及び浄化槽汚泥処理経費の推移 
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５．生活排水の処理主体 

本市における生活排水の処理主体は、以下に示すとおりです。 

 

表４-２-４ 生活排水の処理主体 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 

公共下水道 し尿及び生活雑排水 市 

合併処理浄化槽※ し尿及び生活雑排水 個人及び団体 

単独処理浄化槽 し尿 個人 

※大型合併処理浄化槽を含む 
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第５章  ごみ処理基本計画 

§１ ごみ処理の施策 

１．施策体系                          ★は重点施策を示す。 

基本方針 基本施策及び個別施策

　　　　Ⅰ．発生抑制の推進

　　　　Ⅱ．資源化の推進

　　　　Ⅲ．適正処理の実施

　　　　Ⅳ．最終処分量の削減

1)★ごみ減量･資源化の啓発
2)★ホームページや広報等による情報提供
3)プラザ館の活用
4)廃棄物減量等推進員制度の拡充・改善

1)★生ごみの資源化の推進(団体)  5)★生ごみの資源化の推進(家庭)
2)★家庭における水切りの徹底    6)民間回収ルートの活用
3)★事業系ごみの減量　　　　　 7)リサイクル推進店の拡大
4)★マイバッグの普及促進　　　 8)公平な費用負担

1)フリーマーケットの開催支援
2)グリーン購入の推進
3)プラザ館の活用

意識改革

発生抑制

再使用・再生
利用

1)★ＣＯ2排出量の抑制

1)効率的な収集・運搬
2)収集運搬に係るＣＯ2排出量の削減

適正処理

1)クリーンセンター焼却施設による適正処理
2)クリーンセンターにおける資源化の促進
3)汚泥再生処理センターの剪定枝資源化施設による剪定枝の資源化
   の促進
4)汚泥再生処理センターのし尿処理施設によるし尿処理汚泥の資源
   化の促進
5)旧清美園し尿処理施設の解体撤去

1)最終処分量の削減

　  Ⅴ．地球温暖化防止への配慮

CO2排出量の

抑制

効率的な収集
・運搬

最終処分量の
削減

1)分別排出の徹底
2)分別方法の見直し
3)リサイクル活動(集団回収)の促進

1)★自己責任によるリサイクルの促進

1)★バイオマス資源（剪定枝）の利用
2)職員の意識の向上

市民が進める
リサイクル

事業者が進め
るリサイクル

市が進めるリ
サイクル

　
環
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の
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２．個別施策 

★は重点施策を示します。 

PDCA サイクルの概念を導入し、前回計画で示された取り組み内容及び個別目標の達成状況の

評価（Check）を行った上で、「見直し後の取り組み内容（Action）」見直し後の「個別目標」を

設定します。 

個別目標は、平成 26 年度までを短期、平成 30 年度までを中長期とします。 

なお、Ｈ20、Ｈ26、Ｈ30 は、平成 20 年度、平成 26 年度、平成 30 年度を示します。 
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Ⅰ．発生抑制の推進 

（１）意識改革 

個別施策 取り組み内容 

1)★ごみ減量・資

源化の啓発 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 講演会、施設見学会、児童・生徒への環境教育、ポスターコンクール、

ガレージセール、ケロクルミーティング等を実施し、環境教育と啓発活動

による意識改革を図りました。 

 
② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ごみ減量・資源化を一層進めるためには、市民の意識の向上とそのための

啓発普及が不可欠です。市民アンケート調査の結果では、ごみ問題やリサイ

クルに関し、「とても関心がある」または「関心がある」と答えた人が８０％

を超え、ごみ問題に対する高い関心度が維持されています。 

したがって、関心の高さを行動に移すことを促すような取り組みが必要で

す。このため、以下の取り組みを行います。 

ｱ) 市民を対象に、講演会、施設見学会、児童・生徒への環境教育、ポスター

コンクール、ガレージセール等を実施し、環境教育、啓発普及、意識改革

を図ります。 

ｲ) 廃棄物減量等推進員の協力等を通して、地域の集会や行事の機会を捉え、

市職員が参加するケロクルミーティング（ごみ出前講座）を積極的に実施

できるよう働きかけます。 

ｳ) 上記の取り組みの実施にあたっては、自治会、廃棄物減量等推進員、学

校、業界団体等との協働体制の構築や連携を図ります。 

ｴ) 基本方針の５Ｒの優先順位や下記のようなごみ減量・資源化のための具

体的な方法について、定期的・継続的に広報に掲載したり、ホームページ、

イベントを活用したりするなどにより、ごみ減量・資源化に結びつくよう

な情報を発信していきます。 

① 生ごみの水切りの徹底 

② 食材の無駄の削減 

③ マイバッグの持参によるレジ袋や過剰包装の辞退 

④ 使い捨て用品の購入抑制・使用抑制 

⑤ シャンプー、洗剤等における詰め替え品の購入 

⑥ 不要なダイレクトメールの拒否 

⑦ 牛乳パック・トレイの店頭回収への協力等 

ｵ) ごみ減量・資源化を推進することで、ごみ処理経費が削減され、結果と

してその分を他の必要な施策の財源として使うことができることを広く市

民に訴え、協力を求めます。 

ｶ) 事業系のごみを削減するため、事業者に対する啓発普及、指導等を進め

ます。 

※ 35 ページ｢事業系ごみの減量｣を参照 

2)★ホームペー

ジや広報等によ

る情報提供 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) リサイクルのアイデア、イベントの開催、ごみ排出量等に関する情報を

ホームページで提供しました。 

ｲ) その他、ごみ減量・資源化を PR するため、広報紙を積極的に活用しま

した。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 
ｱ) （再掲）基本方針の５Ｒの優先順位や下記のようなごみ減量・資源化の

ための具体的な方法について、定期的・継続的に広報に掲載したり、ホー
ムページ、イベントを活用したりするなどにより、ごみ減量・資源化に結
びつくような情報を発信していきます。 
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個別施策 取り組み内容 

① 生ごみの水切りの徹底 

② 食材の無駄の削減 

③ マイバッグの持参によるレジ袋や過剰包装の辞退 

④ 使い捨て用品の購入抑制・使用抑制 

⑤ シャンプー、洗剤等における詰め替え品の購入 

⑥ 不要なダイレクトメールの拒否 

⑦ 牛乳パック・トレイの店頭回収への協力等 
ｲ) ごみ減量・資源化の具体的な方法、イベントの開催、ごみ排出量等に関

する情報をホームページや広報紙等で提供します。 
ｳ) 本計画の減量目標の達成状況等を毎年評価し、その結果をホームページ

や広報で公表します。 
 

3)プラザ館の活

用 

① 取り組み内容の評価（Check） 
ｱ) 不用布のリサイクル、廃ガラスからのアクセサリーなど各家庭からごみ

として排出されるものを再利用した体験講座を実施しました。 
ｲ) また、夏休み期間中には、小中学生を対象にした子供向け講座を開催し、

ごみ減量・資源化意識の向上に努めました。 
 
② 見直し後の取り組み内容（Action） 
ｱ) 不用布のリサイクル、紙すき、廃ガラスからのアクセサリーづくり等の

各種体験教室を実施します。また夏休み期間中には、小中学生を対象とし
た子ども向け講座を開催し、環境教育とごみ減量・資源化意識の向上に努
めます。 

ｲ) リサイクルプラザ・プラザ館において、粗大ごみとして出された自転車
や家具を修理再生し、市民に提供します。 

         

4)廃棄物減量等

推進員制度の拡

充・改善 

① 取り組み内容の評価（Check） 

－（新規施策） 

 
② 見直し後の取り組み内容（Action） 
ｱ) 流山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第８条により、各地域か

ら推薦された方を廃棄物減量等推進員として委嘱しています。 
廃棄物減量等推進員は、 

・地域の実情に合わせたごみ減量・資源化活動の推進 
・自治会員等対象のクリーンセンター施設見学会のセッティング 
・ケロクルミーティング（ごみ出前講座）のセッティング（ごみに関する
地域の会議に市職員が出向き意見交換する）など、地域と市を結ぶパイプ
役として、また、地域のごみ減量リーダーとして重要な役割を有していま
す。 

したがって、廃棄物減量等推進員の活動をより有意義なものとするた
め、制度の拡充・改善を検討していきます。具体的には、自治会内での集
まりや話し合いを積極的に行ってもらうなどにより、地域の住民がみんな
で取り組めるような仕組みをつくり、市と自治会及び廃棄物減量等推進
員、並びに自治会及び廃棄物減量等推進員と住民との間において、それぞ
れ相互に意見交換、コミュニケーションが活発化、活性化されることを目
指します。（下図参照） 

ｲ) さらに、廃棄物減量等推進員制度の重要性について市民にわかりやすく
周知徹底を図ります。 
 

 
指導・相談・助言

自治会、推進員 

ごみ当番

ごみ当番

ごみ当番 ごみ当番

ごみ当番

ごみ当番
ごみ当番 ごみ当番
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（2）発生抑制 

個別施策 取り組み内容 

1)★生ごみの資

源化の推進（団

体） 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 大型の生ごみ肥料化処理機を住宅団地、市民農園、商店会などの団体に貸

し付け、堆肥づくりと有効利用のモデル事業については、生ごみを処理機ま

で持参することについて市民の協力が得られる見込みがないことから、関係

者の同意が得られなかったため、実施できませんでした。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 小中学校において生ごみをリサイクルすることは、食べ残しを減らしでき

るだけ生ごみを出さないようにすることと併せて、ごみが資源に生まれ変わ

ることを実感できる重要な環境教育の手段となり得ることから、市内小中学

校への大型生ごみ処理機器の設置を推進します。 

ｲ) また他市の先進事例を参考に、大型生ごみ処理機及び後述の家庭に設置さ

る生ごみ処理器で作られる堆肥について、市内外の農家等の組織による受入

先を確保し、まとめて引き取った堆肥を使って生産した良質な農産物等を市

民が購入するといったリサイクルシステムの構築を研究します。 

 

③ 個別目標 

・小中学校における大型生ごみ処理器(機)の設置基数 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 1 基 10 基 23 基 

全校中の割合 4％ 43％ 100％ 
      

2)★家庭におけ

る水切りの徹底 

① 取り組み内容の評価（Check） 

－（新規施策） 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 生ごみの水切りを徹底することは、家庭から排出される生ごみの減量化に

効果があるだけでなく、以下のメリットも考えられます。 

・収集運搬車両の燃料削減 

・焼却施設におけるごみ全体のカロリー低下を抑制し、灯油使用量の削減に

もつながる。 

・収集運搬車両や焼却施設の燃料使用量の削減によるＣＯ２の削減 

このため、１人１日 20ｇの水切りを行うことを目標として、簡易な水切

り器具や手で水を強く絞ることなどを広報やケロクルミーティングで呼び

かけ、水切りを徹底するよう啓発普及を図ります。 

ｲ) 水切りができる簡易な器具について、平成 21 年度に実施した市民モニ

ター調査の結果をもとに、さらに効果を上げるための工夫、改善を図ります。
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個別施策 取り組み内容 

３)★事業系ご

みの減量 

 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 事業ごみについては、自己搬入量 2,746 トン、許可業者持込み処理分

8,914 トン、計 11,660 トンとなり短期目標を下回りました。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 事業系ごみ減量・資源化及び適正処理を図るため、多量排出事業者による

減量計画書の提出を義務付けているところであり、引き続きこれを継続しま

す。 

ｲ) 事業所にごみ担当者の設置を促し、ごみの排出抑制、適正排出を図ります。

この際、例えば、事業系ごみは家庭ごみ集積所に出せないことについて、周

知徹底と指導を行います。また、減量化のインセンティブとなるよう、ごみ

の量に応じた収集・運搬・処理の料金契約とすることを指導します。 

ｳ) 前期の５か年において事業系ごみの発生量は増加の傾向になることから、

事業系ごみの減量化のインセンティブとなるよう、周辺自治体の動向等を踏

まえ、事業系ごみの受入料金を、平成２３年度を目途に見直します。 

平成２１年３月に本庁及びクリーンセンターがエコアクション２１の認

証・登録を受けたことから、市役所や学校等の公共施設から排出される事業

系のごみについても、排出事業者の責任及び減量化を徹底した上で平成 24

年度実施を目途として業者委託による処理を行います。 

 

③ 個別目標 

・事業系ごみの排出量 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 11,660ｔ/年 12,764ｔ/年 13,133ｔ/年 
         

4)★マイバッグ

の普及促進 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 市が実施した市民アンケート調査結果によると、マイバッグを「いつも持

参している」が 37.6％に達しており、全国的にも進められているマイバッ

グ運動の成果が現れています。 

ｲ) 流山市商工会がノーレジ袋推進事業を平成 21 年 3 月から開始し、レジ袋

の削減とごみの減量化に貢献しています。 

ｳ) 富山県はマイバッグの持参率が９割ということですが、マイバッグの普及

には弊害もあり、店側としては万引きの心配があることなどにどう対処して

いくかが課題です。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 本市では、レジ袋をごみ出しに使うことを認めていますが、一部の商店や

商工会加盟店が既にノーレジ袋の運動を始めており、こうした取り組みと連

携を図りながら、レジ袋の一層の削減に向けた取り組みを推進します。 

ｲ) 具体的には、国や県、他の自治体の取り組みを参考に、参加スーパー等の

拡大を目指し、エコポイント制の導入によるインセンティブの付与等を実施

します。 

「レジ袋は必要ですか？」といった声かけ運動が市内の小売店等で広がる

よう促します。 

③ 個別目標 

・マイバッグ持参率 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 37.6% 60％ 80％ 
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個別施策 取り組み内容 

5)★生ごみの資

源化の推進（家

庭） 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 生ごみ肥料化処理器購入補助事業を継続していますが、平成 18 年度以降、

3 年続けて前年度を下回る実績となっています。平成 20 年度は 146 基で

あり、目標の 400 基を下回りました。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 家庭から排出される生ごみは、燃やすごみの４０％以上を占めていること

から、生ごみの発生量を減らすことの重要性等を周知徹底していきます。 

そのための方法の一つである生ごみ処理器（機）は、各家庭から排出され

る生ごみの減量化を促進するとともに、それによる水分の減少によって、収

集運搬車両や焼却施設の燃料使用量の削減、ＣＯ２の削減につながることか

ら、引き続き、補助制度を継続します。 

 ただし、制度を創設してから長い年数継続していること、現在では乾燥式

が主流であり、必ずしも生ごみの発生量そのものの抑制には結びついていな

い可能性があることを考慮し、利用者へのアンケート調査を実施して効果を

把握しつつ、補助の規模を縮小するかあるいは機種により補助率を変えるな

ど目標を達成するためのより効果的な制度に見直します。 

 

③ 個別目標 

・生ごみ処理器(機)の設置基数 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 146 基/年 150 基/年 300 基/年 
     

6)民間回収ルー

トの活用 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) トレイや紙パック等について販売店回収や店頭回収などの事業者による回

収体制の整備に努めました。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 販売店回収や店頭回収などの事業者によるトレイや紙パック等の回収につ

いて、一層の協力を要請します。 

③ 個別目標 

・リサイクル推進店における店頭回収量 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 45ｔ/年 60t/年 100t/年 
      

7)リサイクル推

進店の拡大 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 平成 20 年度末時点で認定数は 14 店にとどまっており、拡大が図れませ

んでした。 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 商工業者と連携を図り、ごみ減量・資源化の重要性について啓発すること

等によって、リサイクル推進店の数を大幅に増やします。 

ｲ) （再掲）販売店回収や店頭回収などの事業者によるごみの回収について、

協力を要請します。 

③ 個別目標 

・リサイクル推進店の認定数 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 14 店舗 50 店舗 100 店舗 
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個別施策 取り組み内容 

8)公平な費用負

担 

 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 平成 20 年 3 月 31 日に、ごみ処理有料化に係る答申を廃棄物対策審議会

から受けました。 

しかしながら、1 人 1 日当たりのごみの発生量は平成 19 年度に引き続き、

平成 20 年度も減少し、ごみが減少傾向に転じています。 

 こうしたことから、当面はごみ処理有料化を見送ることとし、本計画に基

づき、その他のごみ減量・資源化施策を優先して推進することにより、徹底

した更なるごみ減量・資源化を図ることとしました。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 家庭ごみの有料化については当面見送ることとし、その他のごみ減量・資

源化施策を優先して推進することにより、徹底した更なるごみ減量・資源化

を図ります。 

ｲ) (再掲)前期の５か年において事業系ごみの発生量は増加の傾向になること

から、事業系ごみの減量化のインセンティブとなるよう、周辺自治体の動向

等を踏まえ、事業系ごみの受入料金を、平成２３年度を目途に見直します。
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（3）再使用・再生利用 

個別施策 取り組み内容 

1)フリーマーケッ

トの開催支援 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 平成 20 年度の開催数は 3 回にとどまっており、目標の 15 回が達成で

きませんでした。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｲ) 市民が開催するフリーマーケットは、再利用によるごみの減量に資する

ことから、定期的に開催されるよう、広報や市のホームページを活用した

ＰＲを行うなどの支援をします。 

 

③ 個別目標 

・市民のフリーマーケット開催支援数 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 3※回/年 10 回/年 20 回/年 

※市内で開催されるフリーマーケットを支援した回数 
     

2)グリーン購入の

推進 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) エコアクション 21 取得に向け、平成 20 年 10 月から庁内全体でのグ

リーン購入を推進しています。 

今後も、関係各課に PR し、すべての庁内調達品がグリーン購入となる

よう努めます。 

なお、エコアクション 21 については、平成 21 年 3 月に認証・登録

を受けました。 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 庁内調達品のグリーン購入 100％を目指します。 

 

③ 個別目標 

・庁内における特定調達品目の物品調達率 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 72.3％ 100％ 100％ 

           

３)プラザ館の活用

(再掲) 

① 取り組み内容の評価（Check） 

－（新規施策） 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) リサイクルプラザ・プラザ館において、粗大ごみとして出された自転車

や家具を修理再生し、市民に提供します。 
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Ⅱ．資源化の推進 

（１）市民が進めるリサイクル 

個別施策 取り組み内容 

1)分別排出の徹

底 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 分別排出を徹底し、資源化を推進しました。 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) ごみ排出量の削減を進めるとともに、どうしても排出せざるを得ないごみ

は、分別排出を徹底し、資源化を推進します。 

特に、家庭から出る燃やすごみの 30％以上を占める紙ごみについては、分

別を徹底し、燃やすごみに含まれる紙ごみの 7％を目標に資源化を進めます。
 

2)分別方法の見

直し 

① 取り組み内容の評価（Check）－（新規施策） 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 平成 15 年４月から、市民のごみを分別することへの負担を考慮し、また、

クリーンセンターのリサイクル館が稼働したことに伴い、プラスチック類に

ついては、「プラスチック製容器包装（以下「容リプラ」という。）」及び「そ

の他のプラスチック製品（以下「その他プラ」という。）」を混合収集してい

ます。そして、収集後、リサイクル館において「容リプラ」と「その他プラ」

に選別する作業を行っています。 

現在、「容リプラ」については、（財）日本容器包装リサイクル協会に引き

渡し資源化していますが、引き続き安定的に引き取ってもらうためには良質

な容リプラを分別、選別することが必要であり、一方で「その他プラ」につ

いては、現時点では資源化が困難です。 

ｲ) 流動床式ガス化溶融炉を有するクリーンセンターの焼却施設は、平成１６

年度から稼働していますが、「その他プラ」を燃やすごみに加えても、周辺環

境に影響を与えることなく処理する十分な能力を有することが実証されてい

ます。 

 しかし、分別方法に関し、プラスチック類の一部を結局は燃やすごみと一

緒に焼却していることへの不満の意見が市民から出されています。 

 これらのことから、平成 24 年度実施を目途に「容リプラ」と「その他プ

ラ」の分別方法を見直し、周知徹底を図った上で実施します。 

このため、平成２２年度から準備を始めます。 

その際、分別されたプラスチックごみがどのように処理されたり資源化さ

れたりしたかを、わかりやすい形で市民に情報提供するように努めます。 

 

３)リサイクル活

動（集団回収）

の促進 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 奨励金や報償金を交付するなどにより、引き続き、リサイクル団体や回収

業者を支援している他、平成 21 年 4 月からは、資源物の持ち去り禁止の改

正条例を施行するなどリサイクルシステムの堅持を図りました。 

 しかしながら、リサイクル団体回収量自体は、平成 19 年度、20 年度と

減少しています。このことによって家庭ごみとして出されるごみの量が増え

たわけではないので、集団回収による回収量の減少の理由は明らかではあり

ません。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

市民アンケート調査の結果では、約７割の地域において集団回収による資

源物の回収が行われています。また処理量の割合をみると、行政回収と集団

回収による資源物の回収のうち、約７割が集団回収により収集され、資源化

されていると推計されます。 
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個別施策 取り組み内容 

資源物の回収を集団回収に委ねることは、民間にできることは民間に任せ

るとの民間活力の活用の流れに沿ったものであるとともに、集団回収には、

資源物の収集活動や市から支給された報償金の活用等を通した自治会等によ

るコミュニティの強化、市民の意識の向上といった効果が期待できます。 

こうしたことから、今後、将来的に、市内の資源回収は集団回収に一元化

することを目標とし、以下の取り組みを進めます。 

ｱ) リサイクル活動を行う団体への報償金制度及び資源物の収集業者に対する

奨励金制度を維持するとともに、団体の育成を促進し、集団回収が市内全域

で実施されることを目指します。 

ｲ) 資源物の収集業者に対する奨励金は、本来、収集に要するコストと資源物

の売り払いによる収益に差があることから、それを補填する目的で交付して

きましたが、市におけるコスト削減のため、市場価格の変動に応じて柔軟に

見直しを行うルールを導入します。 

ｳ) リサイクル活動を促進するために、リサイクル団体や回収業者に対して支

援します。 

ｴ) 市民のリサイクル意識及びコミュニティ意識の向上を目的とし、資源物回

収(ペット・容リプラ除く)は収集運搬委託契約等の見直しに合わせ、平成 24

年度から集団回収への一元化を図ります。 

ｵ) 集団回収の促進のためには、自治会加入率の向上が必要です。転入者に対

する加入パンフレットの配布等の支援を行います。その上で、自治会加入の

有無にかかわらず、集団回収への協力について、市内全域に呼びかけていき

ます。 

ｶ) 集団回収は、リサイクル団体と資源物回収業者との契約行為に基づき実施

されており、現在、リサイクル団体は 191 団体、回収業者は 5 社あり、そ

れぞれの団体及び業者が個別に契約していることから、回収ルートが重複し、

回収が非常に非効率的となっています。そこで、集団回収の円滑化のため、

回収業者で構成される組合組織等を設立するなど、効率的な資源物回収体制

構築を推進します。 

 

③ 個別目標 

・リサイクル団体回収量 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 8,768t/年 11,402t/年 10,929t/年 

集団回収率※ 72％ 100％ 100％ 

リサイクル団体回収量 

リサイクル団体回収量＋行政回収資源ごみ量
※集団回収率＝ ×100％ 
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（2）事業者が進めるリサイクル 

個別施策 取り組み内容 

1) ★ 自 己 責 任

によるリサイク

ルの促進 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 事業所から出される資源ごみはクリーンセンターへの搬入を禁止している

ため、オフィス古紙、びん・缶等は、自らがリサイクル処理できるように情報

を提供しました。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) （再掲）事業系ごみ減量・資源化及び適正処理を図るため、多量排出事業者

に減量計画書の提出を義務付けているところであり、引き続きこれを継続しま

す。 

ｲ) （再掲）事業所にごみ担当者の設置を促し、ごみの排出抑制、適正排出を図

ります。この際、例えば、事業系ごみは家庭ごみ集積所に出せないことについ

て、周知徹底と指導を行います。また、減量化のインセンティブとなるよう、

ごみの量に応じた収集・運搬、処理の料金契約とすることを指導します。 

ｳ) （再掲）前期の５か年において事業系ごみの発生量は増加の傾向になること

から、事業系ごみの減量化のインセンティブとなるよう、周辺自治体の動向等

を踏まえ、事業系ごみの受入料金を、平成２３年度を目途に見直します。 

 

③ 個別目標 

・事業系ごみの資源化量 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 6,471t/年 5％増加 10％増加 
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（3）市が進めるリサイクル 

個別施策 取り組み内容 

1)★バイオマス

資源（剪定枝）の

利用 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 汚泥再生処理センター（剪定枝を資源化する施設を含む。）の建設工事を予

定どおり進めました。 

ｲ) バイオマス資源の利用を推進するためのプロジェクトチームについて、審

議会で検討した結果、当面は剪定枝の資源化を優先して進めることとし、経

費的、技術的にその他のバイオマス資源を直ちに利活用する状況ではないこ

とから実施しませんでした。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 平成 22 年 4 月から稼働の汚泥再生処理センター内の剪定枝資源化施設に

おいて、これまでは焼却処分している剪定枝を資源化し、資源化及び CO2

の排出削減を図ります。 

ｲ) 剪定枝の搬入は、市民の搬入については、本市が進めるグリーンチェーン

戦略に基づく緑化の推進の受皿として、また剪定枝の資源化への協力を促進

するために無料とします。 

一方、造園業者などの事業系の搬入については、有料としますが、利用者

の利便性を高めるため、クリーンセンターに搬入し焼却する場合の処理料金

よりは低額とし、汚泥再生処理センターへの搬入を誘導します。 

ｳ) 今後の剪定枝の収集方法については、搬入量や堆肥の需要の状況を見極め

つつ、費用対効果を含めて検討課題とします。 

ｴ) できあがった堆肥については、有料販売を原則としますが、当初１年間を

目途に公園等の公共施設などで使用する他、堆肥の効果を広くＰＲするため

に施設見学者や各種イベント等で配布したり、希望する市民や農家等に無料

頒布したりするなどして、堆肥の需要拡大に努めます。 

ｵ) なお、本事業を推進するには、農業関係者との連携、協働が必要であるこ

とから、調整を進めるなどにより、剪定枝のリサイクルの拡大を図ります。

 

2)職員の意識の

向上 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 職員の意識の向上を図り、公共施設から発生するごみやイベントの際に発

生するごみの減量とリサイクルを進めています。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 市役所本庁及びクリーンセンターがエコアクション２１の認証・登録を受

けたことを踏まえ、職員の意識の向上を図り、公共施設から発生するごみや

イベントの際に発生するごみの減量とリサイクルを進めます。 

ｲ) （再掲）平成２１年３月に本庁及びクリーンセンターがエコアクション 

２１の認証・登録を受けたことから、市役所や学校等の公共施設から排出さ

れる事業系のごみについても、排出事業者の責任を徹底し、減量化を徹底し

た上で平成 24 年度実施を目途として業者委託による処理を行います。 
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Ⅲ．適正処理の実施 

（１）効率的な収集・運搬 

個別施策 取り組み内容 

1) 効 率 的 な 収

集・運搬 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 平成 19 年度から、市内を 3 地区に分けて、入札による収集運搬の委託期

間を 5 年とする長期契約を行い、効率的な収集運搬が行えるよう配慮しまし

た。また、ステーション方式の収集運搬のシステムは効率的な収集運搬に資

することから維持しました。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 平成 24 年度実施を目途に「容リプラ」と「その他プラ」の分別方法を見

直し、周知徹底を図った上で実施します。 

ｲ) 効率的な収集・運搬のため、委託内容を「地区別」「長期契約」「ステーショ

ン回収」としています。現行の委託方式を維持するものとしますが、上記分

別区分の見直しに併せて、できる限りコストを削減できるような適切な収

集・運搬方法を採用します。 

特に、市民サービスの低下を招かないことに配意しつつ、土曜閉庁を含め

た総合的かつ合理的なごみ収集体制の構築を目指します。 

 

2)収集運搬に係

るＣＯ2 排出量の

削減 

① 取り組み内容の評価（Check） 

－（新規施策） 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) ＣＯ2 排出量の少ない収集・運搬車両の導入に向けた仕組みを検討してい

きます。 
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（２）適正処理 

個別施策 取り組み内容 

1)クリーンセン

ター焼却施設に

よる適正処理 

① 取り組み内容の評価（Check） 

－（新規施策） 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 流山市クリーンセンター焼却施設（流動床式ガス化溶融炉）は、市内に最終

処分場がないことから最終処分量を最小化できること、周辺の生活環境に影

響を与えないよう、排ガスに関する国の基準を上回る厳しい自主規制値を遵

守できること等の要件を満たす施設として建設され、平成１６年４月から本

格稼働しています。現在まで、周辺環境に影響を与えることなく運転を続け

ており、その機能を発揮しているところです。 

引き続き、排ガスに関する厳しい自主規制値を遵守しつつ、安全かつ安定

的に処理できるよう、運転管理及び維持補修を行います。 

【焼却施設の概要】 

焼却能力：６９ｔ×３炉  

合計２０７ｔ／日 

方式  ：流動床式ガス化溶融炉 

余熱利用：発電（最大 3,000ｋＷ）、給湯、冷暖房 

 

③ 個別目標 

・排ガスの自主規制値達成率 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 

3 炉のうちの１

炉において一時

的に水銀が超過

100％ 100％ 

       

2)クリーンセン

ターにおける資

源化の促進 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 資源化率の向上に努めましたが、破集袋機の不具合や分別の不徹底等により

資源化率が 30％を下回ってしまいました。また、溶融飛灰は、平成１７年度

まではセメントの材料として、いわゆるエコセメントとしてリサイクルして

いましたが、平成１８年度以降はコストの高騰のため中止し、最終処分して

います。このため、資源化率が下がり、最終処分率が上がりました。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) リサイクル館による、破砕、選別、圧縮等により、資源化率の向上を引き続

き図ります。 

ｲ) 特に、平成 24 年度からの「容リプラ」と「その他プラ」の分別方法の見直

し以降は、「容リプラ」の選別の徹底を図ります。 

 

③ 個別目標 

・リサイクル館による資源化率 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 29.2％ 44.9％ 48.9％ 
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個別施策 取り組み内容 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 燃やすごみに含まれている金属類を焼却後に回収し、資源化を行いました。

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 燃やすごみに含まれている金属類を焼却後に回収します。 

 

③ 個別目標 

・ごみ処理施設による資源化率 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 5.5％ 維持 維持 

    

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 平成 20 年度においては、当初計画にほぼ近い 1,667ｔをリサイクルしま

した。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) ごみ焼却施設で生成される溶融スラグの利用目的に応じた品質維持に努め

ます。 

 

③ 個別目標 

・溶融スラグの品質維持 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 1,667ｔ 1,663ｔ 1,631ｔ 

             

 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) ごみを焼却する際に発生する熱を利用した発電を行いました。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) ごみを焼却する際に発生する熱を利用した発電を行います。 

 

③ 個別目標 

・ごみ発電量 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 1,676kWh 維持 維持   

      

３)汚泥再生処

理センターの剪

定枝資源化施設

による剪定枝の

資源化の促進 

① 取り組み内容の評価（Check） 

－（新規施策） 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ)  （再掲）平成 22 年 4 月から稼働の汚泥再生処理センター内の剪定枝資源

化施設において、これまでは焼却処分している剪定枝を資源化し、資源化及

び CO2 の排出削減を図ります。 

ｲ) （再掲）剪定枝の搬入は、市民の搬入については、本市が進めるグリーン

チェーン戦略に基づく緑化の推進の受皿として、また剪定枝の資源化への協

力を促進するために無料とします。一方、造園業者などの事業系の搬入につ

いては、有料としますが、クリーンセンターに搬入し焼却する場合の処理料
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個別施策 取り組み内容 

金よりは低額とし、汚泥再生処理センターへの搬入を誘導します。 

ｳ) （再掲）今後の剪定枝の収集方法については、搬入量や堆肥の需要の状況を

見極めつつ、費用対効果を含めて検討課題とします。 

ｴ) （再掲）できあがった堆肥は、有料販売を原則としますが、当分の間は、公

園等の公共施設などで使用する他、堆肥の効果を広く PR するために施設見

学者や各種イベント等で配布したり、希望する市民や農家等に無料頒布した

りするなどして、堆肥の需要拡大に努めます。 

ｵ) （再掲）なお、本事業を推進するには、農業関係者との連携、協働が必要で

あることから、調整を進めるなどにより、剪定枝のリサイクルの拡大を図り

ます。 

 

③個別目標 

・剪定枝資源化量 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 － 711t/年 743t/年 

        

4)汚泥再生処理

センターのし尿

処理施設による

し尿処理汚泥の

資源化の促進 

① 取り組み内容の評価（Check） 

－（新規施策） 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 旧清美園の敷地内に建設される新たな汚泥再生処理センターが平成 22 年

4 月から本格稼働しますが、周辺の生活環境の保全に万全を尽くしつつ、市

内で発生するし尿と浄化槽汚泥を適正に処理します。また処理後に発生する

汚泥は、助燃剤としてクリーンセンターで利用します。 

 

5)旧清美園し尿

処理施設の解体

撤去 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) 旧清美園ごみ焼却処理場の解体撤去が平成 20 年 11 月に完了し、現在、跡

地に汚泥再生処理センターを建設しています。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 旧清美園の古いし尿処理施設については、解体撤去します。 

 

③ 個別目標 

・解体撤去 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 解体計画 跡地利用 跡地利用 
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Ⅳ．最終処分量の削減 

（１）最終処分量の削減 

個別施策 取り組み内容 

1）最終処分量の

削減 

① 取り組み内容の評価（Check） 

ｱ) ごみを適正処理した後に発生する残渣等は自区内処理が基本となっていま

すが、本市内には最終処分場がなく、他市町村に依存しているのが現状です。

  したがって、最終処分量を最小限とするよう努めており、建設当時最新鋭

の流動床式ガス化溶融炉を導入したこともあり、平成 20 年度の最終処分量

は、平成 15 年度に比べて 43％に減少させることができました。 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 最終処分場のない本市の現状を踏まえ、ごみ減量・資源化の徹底、クリー

ンセンターの適切な運転管理により、最終処分量の最小化に努めます。 

なお、前基本計画においては、溶融飛灰をセメントの材料としてリサイク

ルすること（いわゆるエコセメント）を見込んでいましたが、コスト高騰に

より本市の現状にはそぐわないため、今回の基本計画においては、見込まな

いこととします。 

 

③ 個別目標 

・最終処分量 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 1,756t/年 1,752t/年 1,718t/年 
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Ⅴ．地球温暖化防止への配慮 

（１）CO2 排出量の抑制 

個別施策 取り組み内容 

1)★ＣＯ2 排出

量の抑制 

① 取り組み内容の評価（Check） 

－（新規施策） 

 

② 見直し後の取り組み内容（Action） 

ｱ) 本計画に定めるごみの発生量に関する数値目標を達成することにより、収

集・運搬から、焼却処理、資源化、最終処分に至る各過程において排出され

るＣＯ2 の排出量を抑制します。収集・運搬段階のＣＯ2 排出量を抑制するた

め、収集・運搬の委託業者へのエコドライブ指導を推進します。 

ｲ) ＣＯ2 排出量の少ない収集・運搬車両の導入に向けた仕組みを検討してい

きます。 

ｳ) クリーンセンターの焼却施設の運転に伴い、大量のＣＯ２が排出されてお

り、かつ流山市役所がエネルギーの使用の合理化に関する法律の対象となっ

ていることから、運転段階のＣＯ２を極力減らせるよう、合理的な運転計画

の立案と実施、ごみピット内での適切な攪拌等、適切な運転管理を推進しま

す。 

 

③ 個別目標 

・ごみの焼却に伴うＣＯ２排出量 

（エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき報告した量） 

 
現状 

(H20) 

短期 

(H26) 

中長期 

(H30) 

今回計画 4,760ｔ-CO2／年 １５％削減 ２０％削減 
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§２ ごみ発生量 

１．ごみ量予測 

平成 16 年度から平成 20 年度の実績をもとに、発生抑制のための施策強化を踏まえたごみ量

を予測すると、以下のとおりです。 

表５-２-１ ごみ発生量の予測 

 

実績 将来予測

平成16年度 平成20年度 平成26年度 平成30年度

人口 人 152,449 160,119 172,072 179,346

ごみ発生量 t/年 55,602 57,029 57,853 57,006

家庭ごみ t/年 35,665 36,600 33,686 32,943

事業ごみ t/年 10,538 11,660 12,764 13,133

集団回収等 t/年 9,399 8,768 11,402 10,929

1人1日当たりのごみ発生量 g/人/日 999 976 921 871

家庭ごみ g/人/日 641 626 536 503

事業ごみ g/人/日 189 200 203 201

集団回収等 g/人/日 169 150 182 167

焼却量 t/年 39,744 43,159 43,055 42,219

資源化量 t/年 18,496 16,250 17,169 17,107

資源物 t/年 6,675 5,342 2,922 3,342

剪定枝 t/年 0 0 711 743

焼却灰（エコセメント） t/年 1,041 0 0 0

溶融スラグ t/年 1,381 1,667 1,663 1,631

溶融飛灰 t/年 0 472 471 462

集団回収等 t/年 9,399 8,768 11,402 10,929

最終処分量 t/年 1,162 1,756 1,752 1,718

溶融飛灰 t/年 0 749 748 733

ガスライター t/年 0 4.4 4.6 4.7

廃油 t/年 0 0 0 0

焼却残渣 t/年 1,162 1,002 1,000 980

％ 33.3 28.5 29.7 30.0

最終処分率 ％ 2.5 3.6 3.8 3.7

資源化率

区分 単位
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図５-２-１ ごみ発生量の推移 
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（参考データ） 

 現状の施策を継続した場合の将来予測結果と、施策強化した場合による効果は以下のとおりです。 

表５-２-２ ごみ発生量の予測の現状推移と目標数値の比較 

平成26年度 平成30年度

現状の施策を継
続した場合

施策強化した場
合による効果

現状の施策を継
続した場合

施策強化した場
合による効果

人口 人 172,072 ― 179,346 ―

ごみ発生量 t/年 59,889 -2,036 60,680 -3,674

家庭ごみ t/年 38,342 -4,656 38,922 -5,979

事業ごみ t/年 13,600 -836 14,702 -1,569

集団回収等 t/年 7,947 3,455 7,056 3,873

1人1日当たりのごみ発生量 g/人/日 954 -33 927 -56

家庭ごみ g/人/日 610 -74 595 -92

事業ごみ g/人/日 217 -14 225 -24

集団回収等 g/人/日 127 55 108 59

焼却量 t/年 46,732 -3,677 48,364 -6,145

資源化量 t/年 15,735 1,434 14,984 2,123

資源物 t/年 5,472 -2,550 5,531 -2,189

剪定枝 t/年 0 711 0 743

焼却灰（エコセメント） t/年 0 0 0 0

溶融スラグ t/年 1,805 -142 1,868 -237

溶融飛灰 t/年 511 -40 529 -67

集団回収等 t/年 7,947 3,455 7,056 3,873

最終処分量 t/年 1,901 -149 1,967 -249

溶融飛灰 t/年 811 -63 840 -107

ガスライター t/年 4.6 0 4.7 0

廃油 t/年 0 0 0 0

焼却残渣 t/年 1,085 -85 1,123 -143

％ 26.3 3.4 24.7 5.3

最終処分率 ％ 3.7 0.1 3.7 0

資源化率

区分 単位
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図５-２-３ ごみ発生量と最終処分量の推移 
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§３ ごみの適正処理及び基本的事項 

１．収集・運搬計画 

平成 22 年 4 月から汚泥再生処理センターで剪定枝の搬入受付を開始します。「容リプラ」と

「その他プラ」については、平成 24 年度実施を目途に分別方法を見直し、周知徹底を図った上で

実施します。また、資源ごみ（ペットボトルを除く）の回収についても平成 24 年度から集団回

収への一元化を図ります。 

表５-３-１ 将来の家庭ごみの分別区分 

クリーンセンターに搬入

No.

1 1

台所ごみ　　　　　　　　　　　紙くず
木くず　　　　　　　　　　　　繊維くず
剪定枝、草花
その他のプラスチック製品
（ポリバケツ、プラスチック
製ケース、プランターなど）

2回/週

2 2
プラスチック製容器包装
（卵パック、菓子・冷凍食品の袋、シャン
プー・洗剤の容器など）

1回/週

3 3
陶磁器製品　　　　　　　　　　ガラス製品
混成製品　　　　　　　　　　　金属製品
革製品　　　　　　　　　　　　ゴム製品

2回/月

びん・缶類 4
飲料・食料用の空きびん
飲料・食料用の空き缶

※

ペットボトル 5
主としてポリエチレンテレフタレート（PET)
製の容器の飲料又は醤油を充てんするためのも
の

2回/月

新聞 6 新聞紙・折り込みチラシ

雑誌・雑紙 7 雑誌・雑紙

段ボール 8 段ボール ※

紙パック 9 牛乳パック

布類 10 衣類、毛布、タオル、毛糸類

5 11
乾電池、蛍光管、水銀体温計
ライター、刃物類、使い切ったスプレー缶

2回/月

（可燃系粗大）
木製家具類、布団類、敷物類、木製建具類、大
型家電品

（不燃系粗大）
マッサージ椅子、物干し台、机、スチール家
具、スプリングマットレス

No.

－1 剪定枝 1 剪定枝

随時（予約日）

汚泥再生処理センターに搬入　　　　　　

種目
排出品目 収集頻度

収集区分

有害・危険ごみ

6 粗大ごみ 12

燃やすごみ

リサイクルする
プラスチック類

燃やさないごみ

4

資
源
ご
み

※ 平成24年4月から集団回収に移行

種目
主な排出品目 収集頻度

収集区分
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２．中間処理計画 

(1) クリーンセンター焼却施設による適正処理 

本市内に唯一のクリーンセンター焼却施設（流動床式ガス化溶融炉）について、排ガスに関

する厳しい基準値（保証値）を遵守しつつ、安全かつ安定的に処理できるよう、運転管理及び

適正な維持補修を行います。 

(2) クリーンセンターにおける資源化の促進 

リサイクル館による、資源ごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ等の破砕、選別、圧縮等により、

資源化率の向上を図ります。 

 

３．最終処分計画 

最終処分場のない本市の現状を踏まえ、ごみ減量・資源化の徹底、クリーンセンターの適切な

運転管理により、最終処分量の最小化に努めます。 

 

４．ごみの処理施設の整備に関する事項 

現在の処理施設を継続使用し、適正処理、資源化の促進、最終処分量の最小化に努めます。 
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第６章  生活排水処理基本計画 

§１ 生活排水処理の予測 

公共下水道事業の推進により下水道水洗化人口は増加しますが、合併処理浄化槽人口、単独処

理浄化槽人口及びし尿収集人口は減少します。 

生活排水処理の予測を表６-１-１、図６-１-２、図６-１-３に示します。 

 

表６-１-１ 生活排水処理人口とし尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量の予測 

実績 予測

平成16年度 平成20年度 平成26年度 平成30年度

人口 人 152,449 160,119 172,072 179,346

〈水洗化・生活雑排水処理人口〉 人 141,174 153,193 167,270 176,128

合併処理浄化槽人口※ 人 63,347 53,634 38,243 26,767

公共下水道水洗化人口 人 77,827 99,559 129,027 149,361

人 4,904 2,540 1,761 1,180

人 6,371 4,386 3,041 2,038

汚水衛生処理率 ％ 92.6 95.7 97.2 98.2

し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kl/年 21,501 19,121 13,531 9,391

kl/年 4,162 2,965 2,143 1,434

kl/年 17,339 16,156 11,388 7,957

1日当たりのし尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kl/日 58.9 52.4 37.1 25.7

kl/日 11.4 8.1 5.9 3.9

kl/日 47.5 44.3 31.2 21.8

1人1日当たりのし尿量 l/人･日 1.79 1.85 1.93 1.93

1人1日当たりの浄化槽汚泥量 l/人･日 0.70 0.79 0.78 0.78

表示単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

※大型合併処理浄化槽を含む

し尿量

浄化槽汚泥量

区分 単位

し尿量

浄化槽汚泥量

〈水洗化・生活雑排水未処理人口〉
　単独処理浄化槽人口

〈非水洗化・生活雑排水未処理人口〉
　し尿収集人口
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図６-１-２ 生活排水処理人口の予測 
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図６-１-３ し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量の予測 
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§２ 生活排水処理基本計画 

１．生活排水処理基本計画 

(1) 生活排水を処理する区域 

本市の生活排水を処理していく区域は、公共下水道で処理する区域、コミュニティ・プラン

トで処理する区域、合併処理浄化槽で処理する区域とします。 

公共下水道で処理する区域は、公共下水道基本計画のとおりとします。 

合併処理浄化槽で処理する区域は、公共下水道基本計画区域で当面整備されない区域とします。 

 

表６-２-１ 生活排水の処理に係る施設及び整備計画概要 

処理施設 処理区域 計画処理人口

公共下水道 既成市街地その他 149,361 人

合併処理浄化槽 上記地区以外 26,767 人
 

２．し尿及び浄化槽汚泥の処理計画 

(1) 収集・運搬計画 

本市内で発生するし尿及び浄化槽汚泥を対象とし、収集量に見合った収集体制の効率化・円

滑化を図り、施設への搬入量の変動を抑えるための計画的な収集を行います。また、低公害車

の導入を進めます。 

(2) 中間処理計画 

し尿及び浄化槽汚泥は、流山市汚泥再生処理センターで受け入れ、衛生処理し放流するととも

に、処理過程で発生した汚泥はごみ焼却施設（クリーンセンター）で助燃剤として利用します。 

また、同施設では有機性廃棄物である剪定枝も受け入れ、堆肥やマルチング材を製造し、再

生利用を行います。 

(3) 最終処分計画 

処理過程で発生するし渣は、クリーンセンターに搬入します。 

(4) 公平な費用負担 

し尿処理手数料と浄化槽汚泥搬入手数料について、両者の金額や処理量のバランスを考

慮し、公平な費用負担を検討します。 
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【流山市汚泥再生処理センターの概要】 

1) 処理対象 

し尿、浄化槽汚泥、剪定枝 

2) 施設規模 

し尿・浄化槽汚泥：56kl/日（し尿：11kl/日、浄化槽汚泥 45kl/日） 

剪定枝：3t/日 

3) 処理方式 

主処理（水処理）方式：浄化槽汚泥混入比率の高い脱窒素処理方式 

資源化方式 

・汚泥：助燃剤化 

・剪定枝：堆肥化、マルチング材化 

4) 供用開始 

平成 22 年 4 月 1 日 
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第７章  推進体制、進行管理 

§１ 推進体制 

ケロクルタウンを目指した個別施策は、市だけの取り組みで推進できるものではありません。

市民・NPO 団体等、自治会・廃棄物減量等推進員、事業者・業界団体、市がそれぞれの役割を認

識し、パートナーシップと協働の仕組みを築き、実行することで初めて実現が可能となります。 

市は、これらの仕組みを築くために、施策の推進に向けた組織づくりや意見交換する場の提供

に努めます。 

また、全国的な対応が必要と思われることについては、近隣の自治体との連携や国・県に対す

る働きかけを行います。 

 

図 7－1－1 市民・ＮＰＯ団体等、自治会・廃棄物減量等推進員、事業者・業界団体、市の 

パートナーシップと協働 

 

市民 

ＮＰＯ団体等 

事業者 

業界団体 

市 

自治会 

廃棄物減量等推進員 
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§２ 進行管理 

計画の進行管理は、本市が導入している環境マネジメントシステム（エコアクション 21）に

より行います。 

 

図７-２-１ PDCA サイクル 

 

表７-２-１ サイクルの進行管理 

サイクル 主な点検評価項目 見直しの内容 

小さなサイクル 

（１年間） 

個別施策 

個別目標 

個別施策や個別目標の達成状況により、行動

計画を見直し、個別目標の達成を図ります。

大きなサイクル 

（５年間） 

基本施策 

数値目標 

基本施策や数値目標の達成状況を踏まえて、

新たな基本施策や数値目標の必要性を検討

し、基本計画の見直しを行います。 
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用語の解説 

 
 用 語 解  説 

あ

行 

一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定義されて

いる廃棄物の区分で、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分

けられる。一般廃棄物には、一般家庭から排出される家庭ご

みや事業所などから排出される産業廃棄物に該当しない事

業系ごみが含まれる。また、し尿や浄化槽汚泥なども含まれ

る。一般廃棄物の処理は市町村に責任があるとされている。

 インセンティブ 「人の意欲を引き出すために、外部から与える刺激」のこと

である。動機付け、意欲等の意味がある。 

 エコアクション 21 環境マネジメントシステムの一つで、中小企業、学校、公

共機関等において、より広範に導入が図られるよう、環境省

が策定したガイドラインに基づく認証・登録制度。環境への

取り組みを効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維

持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評

価し、報告することが求められる。 

 ＮＰＯ 非営利組織を指し、政府や私企業とは独立した存在とし

て、市民・民間の支援のもとで社会的な公益活動を行う組

織・団体をいう。 

 汚泥再生処理センター し尿、浄化槽汚泥、剪定枝等の有機性廃棄物を処理し、資

源として回収する施設をいう。 

合併処理浄化槽 ｢浄化槽｣を参照。 か

行 家庭ごみ 一般家庭の日常生活から発生する廃棄物をいう。 

環境基本法 環境保全についての基本理念、施策の基本事項を定めるな

ど、環境政策の基本的な枠組を示した法律。 

 

環境マネジメントシステム 組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全

に関する取り組みを進めるにあたり、環境に関する方針や目

標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくこと

を「環境マネジメント」といい、このための工場や事業所内

の体制・手続き等の仕組みをいう。 

 グリーン購入 ｢国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グ

リーン購入法）｣に従って、製品やサービスを購入する際に、

その必要性をよく考えた上で、リサイクル製品や省エネル

ギー製品等、できる限り環境への負荷が少ないものを優先的

に購入することである。 

 グリーンチェーン戦略 緑を保全し、回復するための流山市の施策の一つ。緑の連

鎖（チェーン）で街の価値を向上させるため、緑の価値を指

標化し、この指標に基づいて評価し、一定の基準を満たす住

宅等に対し、流山市が「グリーンチェーン認定」を行う。事

業者にとっては、住民にアピールすることで販売力の向上が

期待できる。 

緑豊かな環境をつくることで、ヒートアイランド現象を抑

制する効果も期待される。 

 公共下水道事業計画認可 

区域 

下水道法第４条により、公共下水道を設置するときは、あ

らかじめ事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受ける必要

がある。この認可を受けた区域のことをいう。 
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 用 語 解  説 

か

行 

公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域等の公共の用に供される水域、

あるいはこれに接続する水路等をいう。 

 コミュニティ・プラント 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って設置され、管

渠によって集められた生活排水（し尿及び生活雑排水）を併

せて処理する施設（＝狭義のコミュニティ･プラント）のこ

とである。「地域し尿処理施設」とも呼ばれる。 

広義では、集合住宅や団地の汚水を集合処理する施設を総

称してコミュニティ･プラントと呼ばれることもあるが、厳

密に生活排水処理施設を定義づけるため、本計画書では狭義

のコミュニティ･プラントの定義を採用している。 

さ

行 

最終処分 廃棄物は、資源化・再利用される場合を除き、最終的には

埋立または海洋投棄される。最終処分は埋立が原則とされて

おり、処分の大部分は埋立により行われている。 

 事業ごみ（事業系ごみ） 事業活動に伴って生じる廃棄物で、事業系一般廃棄物と産

業廃棄物に分けられる。本計画では事業系一般廃棄物を対象

とする。 

 し渣 収集し尿等に混入している異物（紙類、プラスチック類、

下着、雑布、脱脂綿等の繊維類など）のことである。 

 し尿 人体から排出される大便と小便及びトイレ洗浄水等の混

合物をいう。 

 循環型社会形成推進基本 

計画 

循環型社会形成推進基本法に基づき国が策定した計画で、

循環型社会形成に向けた数値目標や国、国民、事業者等の取

り組みについて定めている。 

 循環型社会形成推進基本法 循環型社会を形成するための基本的な枠組みとなる法律

で、リサイクル等の循環型社会の形成に関する施策の基本と

なる事項を定めることにより、それらの施策を総合的かつ計

画的に推進することを目的とした法律。 

 浄化槽 トイレの排水、台所の排水、お風呂の排水等の生活雑排水

を浄化し、排水溝に流す仕組みのものを合併処理浄化槽とい

い、生活雑排水のうち、トイレの排水のみを浄化する仕組み

のものを単独処理浄化槽という。単独処理浄化槽の設置は、

浄化槽法に改正により平成 13 年 4 月より禁止されている。

 浄化槽汚泥 浄化槽において微生物が汚水を浄化する際に発生する老

廃物や分解されない浮遊物質などの総称をいう。 

 焼却残渣 ごみ焼却施設から最終的に搬出される残さをいう。ただ

し、溶融固化物は含まない。 

 剪定枝 公園の樹木や街路樹、庭木などの生育や樹形の管理を目的

に切りそろえられた枝の切りくずをいう。 

 その他のプラスチック製品 

（その他プラ） 

プラスチック類のうち、プラスチック製容器包装（容リプ

ラ）を除いたプラスチック製のごみをいう。 

た

行 

脱窒素処理方式 し尿処理施設の水処理技術の一つ。汚水に含まれる有機物

や濁りを除去するだけでなく、富栄養化防止のため窒素・り

んを同時に除去する技術である。 

 中間処理 最終処分に至るまでに行われる廃棄物の分別・資源化・焼

却などの処理をいう。 

 低公害車 窒素酸化物や一酸化炭素等の大気汚染物質の排出が少な

い自動車をいう。低排出ガス車認定制度により、排出ガス基

準に対応した低排出ガス車の認定が行われている。 
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 用 語 解  説 

は

行 

バイオマス資源 エネルギー源として利用する生物由来の資源のこと。

間伐材などの木質バイオマスを燃料として発電を行った

り、植物などから石油代替成分を抽出したり、家畜ふん

尿などのメタン発酵による燃料化などの利用方法が進め

られている。 

 廃棄物減量等推進員 市町村における一般廃棄物の減量化対策を実効あるも

のとすることを目的に、平成３年の廃棄物の処理及び清

掃に関する法律の改正により創設されたものである。本

市では、「流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する

条例」に基づき、各地域からの推薦により、「地域と市を

結ぶパイプ役」及び「地域のごみ減量リーダー」として

委嘱している。 

 廃棄物対策審議会 一般廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関して審議

を行い、市長に答申、または建議するための市の付属機

関をいう。 

 パートナーシップと協働 市、市民、事業者など複数の異なる主体が、共通の目

標のもとに合意と継続的で対等な共同関係を形成すると

ともに、それぞれが持つ能力や資源を提供し合うことに

よって、単独の主体で行うよりもよい効果を生み出すこ

とをいう。 

 ＰＤＣＡサイクル 計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）

の英単語の頭文字をとったものであり、事業活動におけ

る品質管理等の管理業務や環境対策を計画どおり進める

ための管理サイクルである。 

 プラスチック製容器包装 

（容リプラ） 

 
プラスチックごみのうち、プラマーク が付いてい

るプラスチック製の容器包装のことである。「容器包装リ
サイクル法」に基づきリサイクルすることが定められて
いる容器包装の一つ。 

ま

行 

マイバッグ運動 買い物のとき自らが買い物袋を持参し、お店からビ

ニール袋・紙袋をもらわないことにより、ごみの発生抑

制を促す運動をいう。 

 マルチング材 畑等に雑草が生えてくることを防ぐため、畝間等に敷

く木製の材料をいう。 

や

行 

有機性廃棄物 生ごみや汚泥などの資源化可能な有機性の廃棄物をい

う。 

 容器包装リサイクル法 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関す

る法律の略称。プラスチック製や紙製の容器や包装の廃

棄物について、リサイクルの促進等により減量化を図る

とともに、資源の有効利用を図るために制定された法律。

「消費者による分別排出」、「市町村の分別収集」、「事業

者の再商品化（リサイクル）」の三者の役割分担により容

器包装のリサイクルを推進している。 

 溶融スラグ ごみ焼却施設から発生する焼却灰を 1,200℃以上の

高温で溶融させ、スラグ化（ガラス固化）したもので、

土木資材としての再利用が可能である。 

 溶融飛灰 溶融炉からの排ガスを処理する集じん設備等で集めら

れた飛灰のことである。 

ら

行 

リサイクル推進店 ごみ減量とリサイクル活動に積極的に取り組んでいる

店舗として市が認定した事業所をいう。 
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 用 語 解  説 

ら

行 

流動床式ガス化溶融炉 けい砂等の粒子層の下部から加圧した空気を分散供給

して、蓄熱したけい砂等を流動させ、ごみを部分燃焼さ

せる。ごみを熱分解した後、発生ガスを燃焼又は回収す

るとともに、灰、不燃物等を溶融する炉のことである。
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資料１ 人口と産業 

１ 人口と世帯（各年 4 月 1 日現在） 

年度 住民基本台帳人口 世帯数 世帯人口 外国人登録人口 人口

平成11年度 149,287 53,724 2.78 1,099 150,386

平成12年度 149,480 54,452 2.75 1,238 150,718

平成13年度 150,414 55,599 2.71 1,395 151,809

平成14年度 150,703 56,402 2.67 1,477 152,180

平成15年度 150,706 57,090 2.64 1,589 152,295

平成16年度 150,910 57,844 2.61 1,539 152,449

平成17年度 152,791 59,403 2.57 1,544 154,335

平成18年度 154,196 60,714 2.54 1,583 155,779

平成19年度 156,073 62,288 2.51 1,658 157,731

平成20年度 158,426 63,985 2.48 1,693 160,119  
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（人、世帯） （人）住民基本台帳人口 世帯数 世帯人口

 

２ 将来人口 

流山市後期基本計画の将来人口を採用した。

年度 将来人口

平成21年度 162,107
平成22年度 164,101
平成23年度 166,025
平成24年度 168,020
平成25年度 169,882
平成26年度 172,072
平成27年度 174,269
平成28年度 176,306
平成29年度 178,013
平成30年度 179,346
平成31年度 180,630
平成32年度 181,547
平成33年度 182,130
平成34年度 182,414
平成35年度 182,689  

資-1



  

 

３ 産業別事業所数 

 

年度
農林水
産業

鉱業 建設業 製造業
卸売り・小
売業飲食

店

金融・保
険業

不動産
業

運輸・通
信業

電気・ガ
ス・水道
熱供給

サービス
業

公務

平成8年度 3 － 510 469 1,707 49 296 92 8 1,275 24

平成13年度 3 － 449 386 1,611 46 274 86 7 1,253 23

平成18年度 3 － 440 321 1,467 37 276 68 10 1,254 22  

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

平成8

平成13

平成18

(年度）

農林水産業 鉱業 建設業
製造業 卸売り・小売業飲食店 金融・保険業
不動産業 運輸・通信業 電気・ガス・水道熱供給業
サービス業 公務

 

４ 産業別従業者数 

 

年度
農林水
産業

鉱業 建設業 製造業
卸売り・小
売業飲食

店

金融・保
険業

不動産
業

運輸・通
信業

電気・ガ
ス・水道

熱供給業

サービス
業

公務

平成8年度 20 － 2,790 5,188 11,258 531 905 1,755 287 9,677 1,375

平成13年度 11 － 2,635 4,658 11,516 496 664 1,631 283 10,498 1,106

平成18年度 9 － 2,430 3,475 11,619 439 709 1,166 350 11,739 947  

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

平成8

平成13

平成18

（人）

(年度）

農林水産業 鉱業 建設業

製造業 卸売り・小売業飲食店 金融・保険業

不動産業 運輸・通信業 電気・ガス・水道熱供給業

サービス業 公務
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資料２ 一般廃棄物処理の現状 

１ ごみ処理 

（１）　中間処理

ア 処理体制

 選別・保管     ⇒       資源化

 選別・保管     ⇒       資源化

 選別・保管     ⇒       資源化

イ 処理施設

ごみ焼却施設 　　　　　　　

（２）　最終処分

※全て委託処分により、区域外に搬出。

展示コーナー、情報コーナー、研修室、工芸室、再
生工房

ペットボトル処理系 ：2.1ｔ/5h×1系列
その他プラ容器包装・そ
の他のプラスチック類処
理系

：19.2ｔ/5h×1系列

計53.3ｔ/日（5h)

埋立て

処分の方法区分

焼却残渣 埋立て

溶融飛灰

：5.3ｔ/5h×1系列

ガス化溶融炉（流動床式）

：18.9ｔ/5h×1系列

69t/24h×3炉　計207ｔ/日

発電(最大3,000kＷ)、給湯、冷暖房、下花輪福祉会
館（ほっとプラザ下花輪）に供給

燃やさないごみ処理系　
：7.8ｔ/5h×1系列

焼却

ごみ焼却施設 施設規模

焼却方式

余熱利用設備

所在地

：5,798m
2

：5,262m
2リサイクルプラザ　 　

選別・保管

リサイクル館有害・危険ごみ

委託

リサイクル館 委託

リサイクル館

ペットボトル

委託

リサイクル館

リサイクル館 委託

建築面積

びん・缶処理系

敷地面積

資源ごみ

 ⇒

リサイクルプラザ

プラザ館

粗大ごみ処理系 　　　　　　

選別・保管

流山市クリーンセンター

 ⇒
資源化

流山市下花輪191番地

資源化

処理方法

焼却

選別・保管  ⇒
資源化

焼却

直営

実施主体

平成16年4月

プラスチック類

燃やさないごみ リサイクル館

リサイクル館 委託

粗大ごみ

施設名称

焼却
委託

稼動年月

約4.4ha

燃やすごみ ごみ焼却施設

一般廃棄物の種類 搬入先
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（３）資源化・減量化

　ア　集団回収等の状況

（団体回収）

区分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
自治会 128 133 136 137 145
子供会 13 13 13 12 12
PTA 17 17 16 16 17

老人会 15 15 16 14 14
その他 3 3 2 2 2
合計 176 181 183 181 190

区分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
紙類 7,228.41t 7531.66t 7630.11t 7351.15t 6885.57t
布類   361.97ｔ  343.54t 352.28t 335.44t  303.11t

金属類   686.11ｔ 634.07t 619.17t 589.50t  557.12t
びん類   918.80ｔ 892.80t 877.38t 835.48t  846.79t
合計 9,195.29t 9402.07t 9478.93t 9111.57t 8592.59ｔ

報償金 73,562,304円 75,216,520円 75,831,400円 72,892,560円 68,740,680円

区分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
回収量  204.17t 179.40t 185.92t 183.86t 175.82t

区分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
回収量 9347.85t 9530.09t 9632.00t 9295.43t 8768.41ｔ
奨励金 113,209,265円 98,036,268円 98,938,356円 95,429,944円 90,182,344円

　イ　生ごみ処理機の購入補助の状況
(単位：基）

区分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
コンポスト・EM 56 48 49 32 42

電気式 154 209 199 139 104
計 210 257 248 171 146

（公共施設回収）

（再生資源回収業者）

※小数点第3位四捨五入のため、合計が合わない場合がある。

 

（４）　ごみ処理のフロー

資源ごみ

有害・危険ごみ ・紙布類

集団回収

・民間業者

公共施設回収

燃やさないごみ

クリーンセンター
リサイクル館

 （規模53.3ｔ/5h)

・缶、びん、ペットボ
ト ル、プラスチック製
容器包装
・スチール、アルミ残
渣
・不燃粗大
・有害ごみ

プラスチック類

ペットボトル

燃やすごみ
焼却炉

　　（規模207ｔ/24h)

粗大ごみ
・溶融飛灰
・溶融スラグ
・鉄、アルミ

・溶融飛灰
・焼却残渣

・ガスライター
・廃油

　　資源化

最終処分
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（５） クリーンセンター大気中ダイオキシン類測定結果（ダイオキシン類連続サンプリング装置測定） 

                                              （単位：ｎｇ-ＴＥＱ/m3N） 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

4月 0.00009 0.00011 0.000084 0.000045 0.00013 0.00041

5月 0.00005 0.00022 0.00012 0.00011 0.00084 0.00087

6月 0.00022 0.0012 0.00027 0.0001 0.00042 0.00028

7月 0.000056 0.00011 0.00015 0.0007 0.0011 0.0011

8月 0.000079 0.000073 0.00014 0.0006 0.00034 0.00061

9月 0.000063 0.000077 0.00019 0.00011 0.00028 0.00048

10月 0.00037 0.00011※1 0.000091 0.00037 0.00014 0.00091

11月 0.00018 0.000028※2 0.00027 0.000029 0.0053 0.00032

12月 0.0001 ※3 0.00042 0.00019 0.0023

1月 0.00024 0.00012 0.00019 0.00011 0.00019

2月 0.0001 0.000072 0.00031 0.00054 0.0003

3月 0.000078 0.00006 0.000056 0.00046 0.0012

※1　公定法に基づいた、10月26日(午後1時から6時まで)の測定結果

※2　公定法に基づいた、11月30日(午前11時10分から午後4時10分まで)の測定結果

※3　測定装置の不調等により、測定結果無し

自主規制値　0.01ng-TEQ/m
3
N

国の基準値　　 1ng-TEQ/m3N  
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２ 生活排水処理 

（１）収集・運搬

（２）中間処理

ア　処理体制

イ　処理施設

ウ　施設の整備経過

（3）最終処分

昭和39～40年度

昭和44～45年度

昭和48～49年度

昭和55～56年度

焼却

放流水 一級河川　利根運河を経て江戸川に至る 河川放流

し渣・汚泥
流山市クリーンセンター

ごみ焼却施設

75

－ －
70ｋｌ／日施設新設
（希釈曝気法処理）

142

142

二次処理方式を改造
（嫌気性消化・生物学的脱窒素処理）

高度処理（凝集沈殿処理）設備を付設

処理方式を改造
（生物学的脱窒素処理）

－

区分 搬入先

改造で処理能力を
85ｋｌ／日に増加

－標準脱窒素処理方式に改造

処理方法

平成2年10月

平成5年4月

平成13年1月

平成16年1月

72

合計
処理能力
（ｋｌ／日）

36

120

85

脱臭設備を全面整備

運転を休止 －

一次処理施設を休止し、処理能力を
35ｋｌ／日に変更（生物学的脱窒素設備のみで運転）

36ｋｌ／日施設新設
（嫌気性消化・活性汚泥法

処理）
－ －

－
36ｋｌ／日施設新設

（嫌気性消化・活性汚泥法
処理）

－

当初施設 二次整備施設

処理方法

主処理：標準脱窒素処理方式
高度処理：凝集沈殿
汚泥処理：脱水
臭気処理：薬液洗浄後活性炭吸着

希釈水 地下水

三次整備施設整備年度

浄化槽汚泥 直営流山市し尿処理施設

施設の名称 流山市し尿処理施設

施設所管 流山市

所在地 千葉県流山市こうのす台1594－22

一般廃棄物の種類 実施主体搬入先

計画処理能力 75ｋｌ／日（し尿：15ｋｌ／日　浄化槽汚泥60ｋｌ／日）

し尿 直営流山市し尿処理施設

敷地面積 2.2ha

概ね月1回

概ね年1回

収集回数 収集体制

市（委託）

許可業者

一般廃棄物の種類

し尿

浄化槽汚泥

収集形態

戸別収集

戸別収集
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３ 施設の位置図 
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市
民

・
事

業
所

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
の

結
果

1
調

査
の

概
要

調
査

期
間

：
平

成
2
1
年

3
月

2
3
日

～
4
月

1
3
日

調
査

方
法

：
郵

送
配

布
・
回

収

2
回

収
結

果

3
,0

0
0
通

9
通

1
5
3
3
通

1
3
通

2
,0

0
0
通

3
3
通

7
4
1
通

6
通
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査

対
象
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市

民
　

  
 ･
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住

民
基

本
台

帳
よ

り
3
,0

0
0
件

を
無

作
為

抽
出

　
　

　
　

　
　

 事
業

者
  

･･
･市

内
商

工
業

者
の

中
よ

り
2
,0

0
0
件

を
無

作
為

抽
出

市
民

向
け
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送
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戻

(届
か

な
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た

)
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収
無

効
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に
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損

)
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数
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効
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2
1
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％
)
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効
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布

数
2
,9

9
1
通
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効
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収
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：
5
0
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回
3
7
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％
)

事
業

所
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け
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送

　
返

戻
(届

か
な

か
っ

た
)

回
収

無
効

(用
紙

に
欠

損
)

Ｑ
1
.あ

な
た

の
性

別
を

お
聞

き
し

ま
す

。
n=

1
,5

20

項
目

人
数

割
合

男
性

3
13

20
.6

%
女

性
1
,1

7
1

77
.0

%

無
効

、
無

回
答

3
6

2.
4%

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

Ｑ
2
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な
た

の
年

齢
を
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聞

き
し

ま
す

。
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1
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項
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0
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満

2
0.

1%
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0
代
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6
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0
代

2
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16
.0
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0
代

2
18

14
.3
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5
0
代

3
25

21
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%
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代

3
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.2

%
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0
歳
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2
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%
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効
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無
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3
3

2.
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計
1
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2
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%

Ｑ
3
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を
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き

し
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す
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1
,5

20
項

目
人

数
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合
農

業
7

0.
5%

自
営

業
6
2

4.
1%

勤
め

人
3
55

23
.4

%
主

婦
8
51

56
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%
学

生
1
4
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1
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効
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1
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2
人
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3
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26
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人
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.3
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1
23
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1
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1
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%
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ケ
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査
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結
果
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）
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4
.7
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人
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0
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4
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2
0.

3
%
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,

2
8
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,

0.
1
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0
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1
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3
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2
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業
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0
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1
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0
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無
効
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,
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男
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5
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%
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5
.ご

家
族

の
構

成
を
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聞

き
し

ま
す

。
n=

1
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項
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人
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合
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身
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,
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%

親
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9
.2

%

夫
婦

,
2
8.

5
%

単
身

,
4
.4

%

無
効

、
無

回
答

,
2
.6

%

南
部

地
域

,
2
9.

7
%

東
部

地
域

,
2
2.

1
%

中
部

地
域

,
2
1
.0

%

北
部

地
域

,
2
4.

7
%

Ｑ
9
．

お
住

ま
い

の
形

態
を

お
聞

き
し

ま
す

。

n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合
戸

建
住

宅
1
,0

9
2

71
.8

%
集

合
住

宅
3
70

24
.3

%

自
営

の
工

場
、

店
舗

な
ど

と
の

併
用

住
宅

2
7

1.
8%

無
効

、
無

回
答

3
1

2.
0%

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

Ｑ
1
0．

ご
家

庭
の

ご
近

所
付

き
合

い
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合
と

て
も

盛
ん

で
あ

る
4
1

2.
7%

盛
ん

な
方

で
あ

る
4
77

31
.4

%
あ

ま
り

盛
ん

で
な

い
8
05

53
.0

%
全

く
な

い
1
20

7.
9%

わ
か

ら
な

い
3
8

2.
5%

無
効

、
無

回
答

3
9

2.
6%

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

Ｑ
1
1．

ご
家

庭
で

の
ご

み
の

分
別

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。

n=
1
,5

20

項
目

人
数

割
合

分
別

区
分

を
守

っ
て

い
る

1
,2

2
0

80
.3

%

分
別

区
分

を
ほ

ぼ
守

っ
て

い
る

2
79

18
.4

%

あ
ま

り
分

別
し

て
い

な
い

2
0.

1%

全
く
分

別
し

て
い

な
い

0
-

無
効

、
無

回
答

1
9

1.
3%

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

n
=
2

無
効

、
無

回
答

　
2

２
．

ご
み

の
分

別
、

出
し

方
に

つ
い

て

Ｑ
1
2．

Ｑ
1
1で

「３
．

あ
ま

り
分

別
し

て
い

な
い

」
、

「
４

、
全

く
分

別
し

て
い

な
い

」
方

に
お

聞
き

し
ま

す
。

そ
の

理
由

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。

自
営

の
工

場
、

店
舗

な
ど

と
の

併
用

住
宅

, 
1
.8

%

無
効

、
無

回
答

,
2.

0
%

集
合

住
宅

,
2
4
.3

%
戸

建
住

宅
,

71
.8

%

無
効

、
無

回
答

,
1.

3%

あ
ま

り
分

別
し

て
い

な
い

,
0.

1%

全
く
分

別
し

て
い

な
い

, 0
.0

%
分

別
区

分
を

ほ
ぼ

守
っ

て
い

る
,

18
.4

%

分
別

区
分

を
守

っ
て

い
る

,
80

.3
%

と
て

も
盛

ん
で

あ
る

,
2.

7
% 盛

ん
な

方
で

あ
る

,
3
1.

4
%

全
く
な

い
, 
7.

9
%

あ
ま

り
盛

ん
で

な
い

,
5
3
.0

%

わ
か

ら
な

い
,

2.
5
%

無
効

、
無

回
答

,
2
.6

%

資-9



n=
1
,5

20

分
別

区
分

項
目

人
数

割
合

現
状

で
よ

い
（週

2
回

）
1
,2

5
4

82
.5

%

減
ら

し
て

も
良

い
2
2

1.
4%

増
や

し
て

欲
し

い
2
22

14
.6

%

無
効

、
無

回
答

2
2

1.
4%

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

現
状

で
よ

い
（月

2
回

）
1
,1

1
2

73
.2

%

減
ら

し
て

も
良

い
7
0

4.
6%

増
や

し
て

欲
し

い
3
01

19
.8

%

無
効

、
無

回
答

3
7

2.
4%

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

現
状

で
よ

い
（週

1
回

）
9
00

59
.2

%

減
ら

し
て

も
良

い
9

0.
6%

増
や

し
て

欲
し

い
5
80

38
.2

%

無
効

、
無

回
答

3
1

2.
0%

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

現
状

で
よ

い
（月

2
回

）
1
,1

2
6

74
.1

%

減
ら

し
て

も
良

い
9
4

6.
2%

増
や

し
て

欲
し

い
2
61

17
.2

%

無
効

、
無

回
答

3
9

2.
6%

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

現
状

で
よ

い
（月

2
回

）
1
,1

7
6

77
.4

%

減
ら

し
て

も
良

い
7
0

4.
6%

増
や

し
て

欲
し

い
2
45

16
.1

%

無
効

、
無

回
答

2
9

1.
9%

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

現
状

で
よ

い
（月

2
回

）
1
,2

0
6

79
.3

%

減
ら

し
て

も
良

い
1
72

11
.3

%

増
や

し
て

欲
し

い
1
11

7.
3%

無
効

、
無

回
答

3
1

2.
0%

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

資
源

ご
み

有
害

・
危

険
ご

み

Ｑ
1
3.

ご
み

の
収

集
頻

度
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

ご
み

の
分

別
区

分
ご

と
に

あ
な

た
が

考
え

る
収

集
頻

度
に

○
を

つ
け

て
下

さ
い

。

燃
や

す
ご

み

燃
や

さ
な

い
ご

み

有
害

・
危

険
ご

み
増

や
し

て
欲

し
い

, 
7
.3

%
無

効
、

無
回

答
,

2
.0

%

減
ら

し
て

も
良

い
,

1
1
.3

%

現
状

で
よ

い
（
月

2
回

）
,

7
9
.3

%

資
源

ご
み

増
や

し
て

欲
し

い
,

1
6
.1

%

無
効

、
無

回
答

, 
1
.9

%

減
ら

し
て

も
良

い
, 4

.6
%

現
状

で
よ

い
（
月

2
回

）
, 
7
7
.4

%

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

類

現
状

で
よ

い
（
月

2
回

）
,

7
4
.1

%

減
ら

し
て

も
良

い
,

6
.2

%

無
効

、
無

回
答

,
2
.6

%

増
や

し
て

欲
し

い
,

1
7
.2

%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類

増
や

し
て

欲
し

い
,

3
8
.2

%

無
効

、
無

回
答

,
2
.0

%

減
ら

し
て

も
良

い
,

0
.6

%

現
状

で
よ

い
（
週

1
回

）
,

5
9
.2

%

燃
や

さ
な

い
ご

み

現
状

で
よ

い
（
月

2
回

）
,

7
3
.2

%
減

ら
し

て
も

良
い

,
4
.6

%

無
効

、
無

回
答

,
2
.4

%
増

や
し

て
欲

し
い

,
1
9
.8

%

燃
や

す
ご

み

現
状

で
よ

い
（
週

2
回

）
,

8
2
.5

%

減
ら

し
て

も
良

い
,

1
.4

%

無
効

、
無

回
答

,
1
.4

%
増

や
し

て
欲

し
い

,
1
4
.6

%
n=

1
,5

20

種
類

項
目

人
数

割
合

燃
や

す
ご

み
2
3

1.
5%

燃
や

さ
な

い
ご

み
1
78

11
.7

%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
8
66

57
.0

%

資
源

ご
み

3
7

2.
4%

集
団

回
収

1
0

0.
7%

小
売

店
等

の
店

頭
回

収
4
84

31
.8

%

そ
の

他
9

0.
6%

無
効

、
無

回
答

7
4

4.
9%

計
1
,6

8
1

-

燃
や

す
ご

み
3

0.
2%

燃
や

さ
な

い
ご

み
5
4

3.
6%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
0

-

資
源

ご
み

1
,0

8
9

71
.6

%

集
団

回
収

4
84

31
.8

%

小
売

店
等

の
店

頭
回

収
2
2

1.
4%

そ
の

他
1
9

1.
3%

無
効

、
無

回
答

6
8

4.
5%

計
1
,7

3
9

-

燃
や

す
ご

み
3

0.
2%

燃
や

さ
な

い
ご

み
4
5

3.
0%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
0

-

資
源

ご
み

1
,0

8
6

71
.4

%

集
団

回
収

4
89

32
.2

%

小
売

店
等

の
店

頭
回

収
1
2

0.
8%

そ
の

他
2
1

1.
4%

無
効

、
無

回
答

6
5

4.
3%

計
1
,7

2
1

-

燃
や

す
ご

み
1
6

1.
1%

燃
や

さ
な

い
ご

み
5

0.
3%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
0

-

資
源

ご
み

9
04

59
.5

%

集
団

回
収

5
69

37
.4

%

小
売

店
等

の
店

頭
回

収
9
2

6.
1%

そ
の

他
9
1

6.
0%

無
効

、
無

回
答

7
8

5.
1%

計
1
,7

5
5

-

新
聞

Ｑ
1
4．

次
の

ご
み

を
普

段
ど

の
よ

う
に

出
し

て
い

る
か

お
聞

き
し

ま
す

。
種

類
ご

と
に

出
し

方
に

○
を

つ
け

て
下

さ
い

。
（
複

数
回

答
　

可
）

食
品

ト
レ

イ

び
ん

缶
類

1
1
.7

%

5
7
.0

%

2
.4

%

0.
7
%

31
.8

%

0
.6

%

4.
9
%

1
.5

%

0%
20

%
40

%
60

%
80

%
1
0
0%

3
.6

%

0
.0

%

7
1
.6

%

3
1
.8

%

1
.4

%

1
.3

%

4
.5

%

0
.2

%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

3
.0

%

0
.0

%

7
1
.4

%

32
.2

%

0.
8
%

1
.4

%

4.
3
%

0.
2
%

0%
20

%
4
0
%

60
%

8
0
%

1
00

%

0
.3

%

0
.0

%

5
9
.5

%

3
7
.4

%

6
.1

%

6
.0

%

5
.1

%

1
.1

%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

資-10



種
類

項
目

人
数

割
合

燃
や

す
ご

み
2
5

1.
6%

燃
や

さ
な

い
ご

み
6

0.
4%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
0

-

資
源

ご
み

9
96

65
.5

%

集
団

回
収

5
60

36
.8

%

小
売

店
等

の
店

頭
回

収
2
7

1.
8%

そ
の

他
3
7

2.
4%

無
効

、
無

回
答

7
0

4.
6%

計
1
,7

2
1

-

燃
や

す
ご

み
3
1

2.
0%

燃
や

さ
な

い
ご

み
4

0.
3%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
0

-

資
源

ご
み

1
,0

6
1

69
.8

%

集
団

回
収

5
23

34
.4

%

小
売

店
等

の
店

頭
回

収
1
2

0.
8%

そ
の

他
1
9

1.
3%

無
効

、
無

回
答

6
6

4.
3%

計
1
,7

1
6

-

燃
や

す
ご

み
4
34

28
.6

%

燃
や

さ
な

い
ご

み
4

0.
3%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
3

0.
2%

資
源

ご
み

5
22

34
.3

%

集
団

回
収

2
38

15
.7

%

小
売

店
等

の
店

頭
回

収
3
59

23
.6

%

そ
の

他
5
1

3.
4%

無
効

、
無

回
答

8
6

5.
7%

計
1
,6

9
7

-

燃
や

す
ご

み
2
28

15
.0

%

燃
や

さ
な

い
ご

み
1
5

1.
0%

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
2

0.
1%

資
源

ご
み

9
73

64
.0

%

集
団

回
収

4
39

28
.9

%

小
売

店
等

の
店

頭
回

収
7

0.
5%

そ
の

他
6
4

4.
2%

無
効

、
無

回
答

7
4

4.
9%

計
1
,8

0
2

-

衣
類

段
ボ

ー
ル

紙
パ

ッ
ク

（
牛

乳
、

ジ
ュ

ー
ス

類
）

雑
誌

0
.4

%

0
.0

%

6
5
.5

%

3
6
.8

%

1.
8
%

2
.4

%

4
.6

%

1
.6

%

0%
2
0
%

40
%

6
0
%

8
0%

1
0
0%

0.
3
%

0
.0

%

6
9
.8

%

3
4
.4

%

0.
8
%

1.
3
%

4.
3
%

2
.0

%

0%
2
0
%

40
%

6
0
%

8
0
%

1
00

%

0
.3

%

0
.2

%

3
4.

3
%

1
5
.7

%

2
3.

6
%

3.
4
%

5
.7

%

28
.6

%

0
%

2
0%

4
0%

6
0%

8
0%

1
00

%

1
.0

%

0
.1

%

64
.0

%

28
.9

%

0.
5
%

4.
2
%

4
.9

%1
5.

0
%

0
%

20
%

4
0
%

6
0%

80
%

1
00

%

n=
1
,5

20

項
目

人
数

割
合

他
地

区
か

ら
の

持
込

が
あ

る
2
17

14
.3

%

指
定

日
・
時

間
以

外
の

排
出

が
あ

る
3
26

21
.4

%

不
法

投
棄

が
あ

る
1
75

11
.5

%

分
別

さ
れ

て
い

な
い

ご
み

の
排

出
が

あ
る

4
45

29
.3

%

不
潔

で
あ

る
（
カ

ラ
ス

や
猫

な
ど

が
荒

ら
す

）
2
58

17
.0

%

家
庭

ご
み

以
外

の
事

業
系

ご
み

の
排

出
が

あ
る

3
6

2.
4%

特
に

問
題

は
な

い
7
21

47
.4

%

そ
の

他
9
0

5.
9%

無
効

、
無

回
答

6
4

4.
2%

合
計

2
,3

3
2

-

Ｑ
1
6.

こ
の

１
年

で
あ

な
た

の
ご

家
庭

が
出

し
た

ご
み

の
量

を
お

聞
き

し
ま

す
。

n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合
１

年
前

と
比

べ
て

増
え

た
1
68

11
.1

%

１
年

前
と

比
べ

て
変

わ
ら

な
い

8
51

56
.0

%

１
年

前
と

比
べ

て
減

っ
た

3
72

24
.5

%

わ
か

ら
な

い
8
7

5.
7%

無
効

、
無

回
答

4
2

2.
8%

合
計

1
,5

2
0

10
0
.0

%

n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合
と

て
も

関
心

が
あ

る
2
33

15
.3

%
関

心
が

あ
る

1
,0

0
4

66
.1

%
あ

ま
り

関
心

が
な

い
2
06

13
.6

%
全

く
関

心
が

な
い

7
0.

5%
わ

か
ら

な
い

1
6

1.
1%

無
効

、
無

回
答

5
4

3.
6%

合
計

1
,5

2
0

10
0
.0

%

Ｑ
1
5．

あ
な

た
が

普
段

使
わ

れ
て

い
る

ご
み

集
積

所
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

（
複

数
回

答
　

可
）

３
．

ご
み

の
減

量
・
資

源
化

に
つ

い
て

Ｑ
1
7．

あ
な

た
の

ご
家

庭
の

ご
み

問
題

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
関

す
る

関
心

度
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

無
効

、
無

回
答

,
3
.6

%

わ
か

ら
な

い
,

1.
1%

あ
ま

り
関

心
が

な
い

,
1
3.

6%

全
く
関

心
が

な
い

,
0.

5%

関
心

が
あ

る
,

66
.1

%

と
て

も
関

心
が

あ
る

,
1
5.

3%

無
効

、
無

回
答

,
2
.8

%

１
年

前
と

比
べ

て
減

っ
た

,
2
4
.5

%わ
か

ら
な

い
,

5.
7
%

１
年

前
と

比
べ

て
変

わ
ら

な
い

,
5
6
.0

%

１
年

前
と

比
べ

て
増

え
た

,
1
1.

1
%

2
1.

4
%

11
.5

%

2
9.

3
%

1
7
.0

%

2
.4

%

4
7.

4
%

5
.9

%

4.
2
%1

4.
3
%

0
%

20
%

4
0%

60
%

8
0%

1
0
0%
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n=
1
,5

20

項
目

人
数

割
合

買
い

物
袋

を
持

参
す

る
9
13

60
.1

%

過
剰

な
包

装
、

梱
包

を
拒

否
す

る
8
05

53
.0

%

使
い

捨
て

商
品

は
利

用
し

な
い

2
16

14
.2

%

再
生

品
を

積
極

的
に

利
用

す
る

2
47

16
.3

%

不
用

品
交

換
会

・
フ

リ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト
な

ど
を

利
用

す
る

1
16

7.
6%

リ
サ

イ
ク

ル
シ

ョ
ッ

プ
を

利
用

す
る

2
72

17
.9

%

故
障

し
て

も
修

理
す

る
・
す

ぐ
に

新
し

い
商

品
を

買
わ

な
い

5
89

38
.8

%

も
の

を
繰

り
返

し
（
長

く
）使

用
す

る
6
65

43
.8

%

牛
乳

パ
ッ

ク
や

発
泡

ト
レ

イ
な

ど
小

売
店

の
店

頭
回

収
に

協
力

す
る

5
94

39
.1

%

生
ご

み
を

た
い

肥
化

す
る

1
98

13
.0

%

ご
み

を
出

す
と

き
に

き
ち

ん
と

分
別

す
る

1
,2

8
8

84
.7

%

何
も

取
り

組
ん

で
い

な
い

7
0.

5%

そ
の

他
9

0.
6%

無
効

、
無

回
答

4
1

2.
7%

合
計

5
,9

6
0

-

Ｑ
1
8.

ご
家

庭
で

取
り

組
ん

で
い

る
ご

み
の

減
量

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
(複

数
回

答
　

可
）

53
.0

%

14
.2

%

1
6.

3
%

7.
6
% 17

.9
%

3
8
.8

%

43
.8

%

3
9.

1
%

1
3
.0

%

0.
5
%

0
.6

%

2
.7

%

8
4
.7

%

60
.1

%

0
%

2
0
%

4
0%

6
0%

8
0
%

10
0
%

n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合
集

団
回

収
（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
が

行
わ

れ
て

い
る

1
,0

6
9

70
.3

%

集
団

回
収

（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
は

行
わ

れ
て

い
な

い
9
0

5.
9%

わ
か

ら
な

い
2
34

15
.4

%
無

効
、

無
回

答
1
27

8.
4%

合
計

1
,5

2
0

10
0
.0

%

n=
1
,0

69
項

目
人

数
割

合
参

加
し

て
い

る
7
50

70
.
2
%

時
々

参
加

し
て

い
る

1
70

15
.
9
%

参
加

し
て

い
な

い
1
45

13
.
6
%

無
効

、
無

回
答

4
0.
4
%

合
計

1
,0
6
9

10
0
.
0%

n=
3
2
4

項
目

人
数

割
合

参
加

し
た

い
6
7

20
.
7
%

時
々

参
加

し
た

い
1
49

46
.
0
%

参
加

し
な

い
9
2

28
.
4
%

無
効

、
無

回
答

1
6

4.
9
%

合
計

3
24

10
0
.
0%

Ｑ
2
2．

資
源

物
回

収
の

あ
り

方
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合
集

団
回

収
（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
だ

け
で

良
い

2
76

18
.2

%

市
の

回
収

（
行

政
回

収
）
だ

け
で

良
い

1
91

12
.6

%

集
団

回
収

（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
と

市
の

回
収

（
行

政
回

収
）
の

両
方

が
良

い
9
28

61
.1

%

そ
の

他
2
6

1.
7%

無
効

、
無

回
答

9
9

6.
5%

合
計

1
,5

2
0

10
0
.0

%

Ｑ
2
1．

Ｑ
1
9で

「２
．

集
団

回
収

（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
は

行
わ

れ
て

い
な

い
」
、

「
３

．
わ

か
ら

な
い

」と
回

答
し

た
方

に
お

聞
き

し
ま

す
。

集
団

回
収

（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
が

組
織

さ
れ

れ
ば

参
加

し
ま

す
か

。

Ｑ
1
9.

あ
な

た
の

地
域

で
集

団
回

収
（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
が

行
わ

れ
て

い
る

か
お

聞
き

し
ま

す
。

Ｑ
2
0．

Ｑ
1
9で

「１
．

集
団

回
収

（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
が

行
わ

れ
て

い
る

」
と

回
答

し
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
集

団
回

収
（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
に

参
加

し
て

い
ま

す
か

。

無
効

、
無

回
答

,
6.

5
%

集
団

回
収

（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
と

市
の

回
収

（
行

政
回

収
）
の

両
方

が
良

い
, 6

1
.1

%そ
の

他
,

1
.7

%

市
の

回
収

（
行

政
回

収
）だ

け
で

良
い

,
12

.6
%

集
団

回
収

（
リ

サ
イ

ク
ル

活
動

）
だ

け
で

良
い

,
18

.2
%

参
加

し
て

い
な

い
,

1
3.

6
%

無
効

、
無

回
答

,
0
.4

%
時

々
参

加
し

て
い

る
,

1
5
.9

%
参

加
し

て
い

る
,

7
0
.2

%

わ
か

ら
な

い
,

15
.4

%

無
効

、
無

回
答

,
8
.4

%

集
団

回
収

（リ
サ

イ
ク

ル
活

動
）は

行
わ

れ
て

い
な

い
, 5

.9
%

集
団

回
収

（リ
サ

イ
ク

ル
活

動
）が

行
わ

れ
て

い
る

,
70

.3
%

参
加

し
た

い
,

2
0
.7

%

時
々

参
加

し
た

い
,

4
6
.0

%

無
効

、
無

回
答

,
4
.9

%
参

加
し

な
い

,
2
8
.4

%
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n=
1
,5

20

項
目

人
数

割
合

再
生

品
の

価
格

を
下

げ
、

品
揃

え
を

増
や

し
て

欲
し

い
4
55

29
.9

%

過
剰

包
装

を
や

め
、

簡
易

包
装

に
努

め
て

欲
し

い
1
,0

2
4

67
.4

%

再
利

用
・
再

資
源

化
し

や
す

い
製

品
を

つ
く
り

、
販

売
し

て
欲

し
い

6
23

41
.0

%

製
品

が
長

く
使

え
る

よ
う

修
理

や
補

修
の

体
制

を
整

え
て

欲
し

い
6
52

42
.9

%

容
器

を
ビ

ー
ル

び
ん

の
よ

う
に

再
利

用
可

能
な

も
の

（
リ

タ
ー

ナ
ブ

ル
容

器
）
に

し
て

欲
し

い
4
55

29
.9

%

事
業

者
自

ら
が

よ
り

積
極

的
な

資
源

回
収

を
し

て
欲

し
い

5
34

35
.1

%

使
用

済
み

製
品

の
回

収
ま

で
事

業
者

が
責

任
を

持
っ

て
欲

し
い

4
34

28
.6

%

そ
の

他
3
0

2.
0%

無
効

、
無

回
答

1
06

7.
0%

合
計

4
,3

1
3

-

Ｑ
2
3．

ご
み

の
減

量
や

リ
サ

イ
ク

ル
に

つ
い

て
事

業
者

に
望

む
こ

と
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

（
複

数
回

答
　

可
）

6
7
.4

%

4
1
.0

%

4
2
.9

%

2
9
.9

%

3
5
.1

%

2
8
.6

%

2
.0

% 7
.0

%

2
9
.9

%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

n=
1
,5

20
（
S
A

の
場

合
） 項

目
人

数
割

合
分

別
の

種
類

を
増

や
す

5
0

3.
3%

収
集

を
有

料
化

す
る

3
7

2.
4%

ご
み

袋
を

指
定

す
る

4
6

3.
0%

分
別

排
出

や
ご

み
減

量
な

ど
の

啓
発

を
強

化
す

る
1
25

8.
2%

生
ご

み
の

自
己

処
理

な
ど

個
々

の
減

量
へ

の
取

組
み

を
支

援
す

る
1
67

11
.0

%

排
出

者
個

々
の

意
識

を
高

め
る

4
59

30
.2

%

わ
か

ら
な

い
8
1

5.
3%

そ
の

他
3
8

2.
5%

無
効

、
無

回
答

5
17

34
.0

%
合

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

（
M

A
の

場
合

） 項
目

人
数

割
合

分
別

の
種

類
を

増
や

す
1
16

7.
6%

収
集

を
有

料
化

す
る

8
0

5.
3%

ご
み

袋
を

指
定

す
る

8
9

5.
9%

分
別

排
出

や
ご

み
減

量
な

ど
の

啓
発

を
強

化
す

る
3
55

23
.4

%

生
ご

み
の

自
己

処
理

な
ど

個
々

の
減

量
へ

の
取

組
み

を
支

援
す

る
3
68

24
.2

%

排
出

者
個

々
の

意
識

を
高

め
る

7
74

50
.9

%

わ
か

ら
な

い
8
2

5.
4%

そ
の

他
5
9

3.
9%

無
効

、
無

回
答

1
14

7.
5%

合
計

2
,0

3
7

-

n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合
現

在
、

活
動

（参
加

）
し

て
い

る
5
5

3.
6%

活
動

（
参

加
）
し

た
い

と
思

っ
て

い
る

8
2

5.
4%

参
加

し
て

も
よ

い
6
47

42
.6

%
あ

ま
り

参
加

し
た

く
な

い
4
84

31
.8

%
絶

対
参

加
し

た
く
な

い
4
3

2.
8%

そ
の

他
1
02

6.
7%

無
効

、
無

回
答

1
07

7.
0%

合
計

1
,5

2
0

10
0
.0

%

Ｑ
2
4．

 ご
み

の
減

量
を

進
め

る
た

め
、

次
の

う
ち

、
あ

な
た

が
最

も
必

要
と

思
う

こ
と

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。

Ｑ
2
5．

ご
み

減
量

・
資

源
化

を
推

進
す

る
た

め
に

は
、

市
民

・
事

業
者

・
市

の
三

者
の

一
体

的
な

活
動

が
重

要
で

す
。

そ
こ

で
お

聞
き

し
ま

す
。

あ
な

た
は

、
ご

み
問

題
や

リ
サ

イ
ク

ル
に

関
す

る
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
的

な
活

動
（団

体
）
が

あ
れ

ば
、

参
加

し
ま

す
か

。

４
．

市
の

ご
み

行
政

に
つ

い
て

そ
の

他
,

6
.7

%

現
在

、
活

動
（
参

加
）

し
て

い
る

, 
3
.6

%

無
効

、
無

回
答

,
7
.0

%
活

動
（
参

加
）

し
た

い
と

思
っ

て
い

る
,

5
.4

%

あ
ま

り
参

加
し

た
く
な

い
,

3
1
.8

%

参
加

し
て

も
よ

い
,

42
.6

%

絶
対

参
加

し
た

く
な

い
,

2
.8

%

5
.3

%

5
.9

%

2
3.

4
%

2
4.

2
%

50
.9

%

5
.4

%

3
.9

%

7.
5
%

7
.6

%

0%
20

%
40

%
60

%
8
0%

1
0
0
%

排
出

者
個

々
の

意
識

を
高

め
る

, 
3
0
.2

%

生
ご

み
の

自
己

処
理

な
ど

個
々

の
減

量
へ

の
取

組
み

を
支

援
す

る
, 
1
1
.0

%

ご
み

袋
を

指
定

す
る

,
3
.0

% 分
別

排
出

や
ご

み
減

量
な

ど
の

啓
発

を
強

化
す

る
,

8
.2

%

収
集

を
有

料
化

す
る

,
2
.4

%

無
効

、
無

回
答

,
3
4
.0

%

そ
の

他
,

2
.5

%

わ
か

ら
な

い
, 
5
.3

%

分
別

の
種

類
を

増
や

す
, 
3.

3
%
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n=
1
,5

20

項
目

人
数

割
合

一
体

と
な

っ
て

活
動

で
き

る
「
場

」
3
20

21
.1

%

活
動

や
団

体
に

対
す

る
「
支

援
」

4
46

29
.3

%

ご
み

問
題

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
関

す
る

「情
報

提
供

」
6
00

39
.5

%

ご
み

問
題

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
関

す
る

「学
習

会
」

1
70

11
.2

%

ご
み

問
題

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
関

す
る

「イ
ベ

ン
ト

」
2
51

16
.5

%

市
民

と
事

業
者

が
一

体
と

な
る

よ
う

な
「
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
」

3
93

25
.9

%

行
政

の
強

い
「
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

」
4
21

27
.7

%

わ
か

ら
な

い
9
4

6.
2%

そ
の

他
2
5

1.
6%

無
効

、
無

回
答

1
90

12
.5

%

合
計

2
,9

1
0

-

Ｑ
2
7．

生
ご

み
の

捨
て

方
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合
三

角
コ

ー
ナ

ー
な

ど
に

た
め

た
後

捨
て

る
4
15

27
.3

%

三
角

コ
ー

ナ
ー

な
ど

に
た

め
て

絞
っ

て
か

ら
捨

て
る

7
36

48
.4

%

生
ご

み
処

理
機

器
を

使
用

し
て

い
る

（
コ

ン
ポ

ス
ト

等
を

含
む

）
8
8

5.
8%

そ
の

ま
ま

捨
て

る
7
1

4.
7%

そ
の

他
6
1

4.
0%

無
効

、
無

回
答

1
49

9.
8%

合
計

1
,5

2
0

10
0
.0

%

Ｑ
2
6．

ご
み

問
題

は
、

市
民

と
事

業
者

と
市

が
連

携
を

図
る

こ
と

で
更

に
意

味
の

あ
る

活
動

を
推

進
す

る
こ

と
を

考
え

て
い

ま
す

。
市

民
と

事
業

者
と

市
と

が
連

携
活

動
す

る
上

で
、

重
要

だ
と

思
わ

れ
る

こ
と

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
（
３

つ
ま

で
）

無
効

、
無

回
答

, 9
.8

%
三

角
コ

ー
ナ

ー
な

ど
に

た
め

た
後

捨
て

る
,

27
.3

%

三
角

コ
ー

ナ
ー

な
ど

に
た

め
て

絞
っ

て
か

ら
捨

て
る

,
48

.4
%

そ
の

ま
ま

捨
て

る
,

4.
7%

生
ご

み
処

理
機

器
を

使
用

し
て

い
る

（コ
ン

ポ
ス

ト
等

を
含

む
）,

5
.8

%

そ
の

他
,

4.
0%

2
9
.3

% 3
9
.5

%

1
1
.2

%

1
6
.5

% 2
5
.9

%

2
7
.7

%

6
.2

%

1
.6

% 1
2
.5

%

2
1
.1

%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合
知

っ
て

い
る

6
65

43
.8

%
知

ら
な

い
7
69

50
.6

%
無

効
、

無
回

答
8
6

5.
7%

合
計

1
,5

2
0

10
0
.0

%

Ｑ
2
9．

生
ご

み
処

理
機

器
の

利
用

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
n=

1
,5

20
項

目
人

数
割

合
現

在
、

使
っ

て
い

る
1
31

8.
6%

将
来

的
に

使
い

た
い

5
97

39
.3

%
使

い
た

い
と

思
わ

な
い

3
00

19
.7

%
わ

か
ら

な
い

3
18

20
.9

%
無

効
、

無
回

答
1
74

11
.4

%
合

計
1
,5

2
0

10
0
.0

%

n=
3
0
0

（
S
A

の
場

合
） 項

目
人

数
割

合

機
器

が
高

い
か

ら
1
9

6.
3%

設
置

場
所

が
な

い
か

ら
5
5

18
.3

%

た
い

肥
化

し
た

も
の

の
利

用
先

が
な

い
か

ら
4
8

16
.0

%

面
倒

く
さ

い
か

ら
8

2.
7%

臭
い

が
気

に
な

る
か

ら
1
8

6.
0%

興
味

が
な

い
か

ら
1
1

3.
7%

そ
の

他
3
4

11
.3

%

無
効

、
無

回
答

1
07

35
.7

%

合
計

3
00

10
0
.0

%

n=
3
0
0

（
M

A
の

場
合

） 項
目

人
数

割
合

機
器

が
高

い
か

ら
6
6

22
.0

%

設
置

場
所

が
な

い
か

ら
1
33

44
.3

%

た
い

肥
化

し
た

も
の

の
利

用
先

が
な

い
か

ら
1
09

36
.3

%

面
倒

く
さ

い
か

ら
3
0

10
.0

%

臭
い

が
気

に
な

る
か

ら
6
4

21
.3

%

興
味

が
な

い
か

ら
1
6

5.
3%

そ
の

他
4
8

16
.0

%

無
効

、
無

回
答

4
1.

3%

合
計

4
70

-

Ｑ
2
8．

市
で

は
生

ご
み

処
理

機
器

の
購

入
に

対
す

る
補

助
を

行
っ

て
い

ま
す

。
こ

の
こ

と
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

Ｑ
3
0．

Ｑ
2
9で

「３
.使

い
た

い
と

思
わ

な
い

」
と

回
答

し
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
そ

の
理

由
を

お
答

え
下

さ
い

。

4
4.

3
%

3
6.

3
%

1
0
.0

% 2
1
.3

%

5
.3

% 1
6.

0
%

1
.3

%

22
.0

%

0%
5
0%

1
00

%

臭
い

が
気

に
な

る
か

ら
,

6
.0

%

た
い

肥
化

し
た

も
の

の
利

用
先

が
な

い
か

ら
,

16
.0

%
面

倒
く
さ

い
か

ら
,

2.
7
%

設
置

場
所

が
な

い
か

ら
,

1
8.

3
%

無
効

、
無

回
答

,
3
5
.7

%

そ
の

他
,

11
.3

%

機
器

が
高

い
か

ら
, 
6.

3
%

興
味

が
な

い
か

ら
, 
3.

7
%

現
在

、
使

っ
て

い
る

,
8.

6
%

将
来

的
に

使
い

た
い

,
3
9
.3

%

わ
か

ら
な

い
,

2
0.

9
%

使
い

た
い

と
思

わ
な

い
,

1
9
.7

%

無
効

、
無

回
答

,
1
1.

4
%

知
っ

て
い

る
,

4
3.

8
%

知
ら

な
い

,
5
0.

6
%

無
効

、
無

回
答

,
5.

7
%

資-14



n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合
い

つ
も

持
参

し
て

い
る

5
72

37
.6

%
時

々
持

参
し

て
い

る
6
57

43
.2

%
ま

っ
た

く
持

参
し

て
い

な
い

2
30

15
.1

%
無

効
、

無
回

答
6
1

4.
0%

合
計

1
,5

2
0

10
0
.0

%

n=
1
,5

20

項
目

人
数

割
合

ポ
イ

ン
ト

制
（
ス

タ
ン

プ
・シ

ー
ル

）
8
83

58
.1

%

価
格

値
引

き
6
97

45
.9

%

エ
コ

マ
ネ

ー
制

（
共

通
買

物
券

）
3
29

21
.6

%

レ
ジ

や
店

内
放

送
で

の
呼

び
か

け
1
55

10
.2

%

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

等
の

実
施

1
36

8.
9%

ポ
ス

タ
ー

・
チ

ラ
シ

等
に

よ
る

啓
発

1
33

8.
8%

レ
ジ

袋
の

有
料

化
6
02

39
.6

%

そ
の

他
6
1

4.
0%

無
効

、
無

回
答

9
7

6.
4%

合
計

3
,0

9
3

-

n=
1
,5

20
項

目
人

数
割

合

家
具

や
自

転
車

な
ど

の
再

生
及

び
販

売
8
08

53
.2

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

の
見

学
者

の
受

付
3
43

22
.6

%

紙
す

き
、

石
け

ん
づ

く
り

な
ど

の
講

座
の

実
施

3
10

20
.4

%

研
修

室
、

工
芸

室
の

貸
し

出
し

1
51

9.
9%

知
ら

な
い

5
39

35
.5

%

無
効

、
無

回
答

8
2

5.
4%

合
計

2
,2

3
3

-

Ｑ
3
3．

リ
サ

イ
ク

ル
プ

ラ
ザ

・
プ

ラ
ザ

館
で

は
次

の
よ

う
な

こ
と

を
行

っ
て

い
ま

す
。

あ
な

た
が

知
っ

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

（
複

数
回

答
　

可
）

Ｑ
3
1．

ス
ー

パ
ー

な
ど

に
行

く
と

き
に

持
参

す
る

、
レ

ジ
袋

を
減

ら
す

た
め

の
マ

イ
バ

ッ
グ

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。

Ｑ
3
2．

レ
ジ

袋
を

減
ら

す
た

め
の

マ
イ

バ
ッ

グ
運

動
に

つ
い

て
、

推
進

す
る

た
め

の
有

効
な

取
り

組
み

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
（
複

数
回

答
　

可
）

2
2
.6

%

20
.4

%

9
.9

%

3
5
.5

%

5
.4

%

5
3
.2

%

0
%

2
0
%

4
0%

60
%

80
%

1
00

%

4
5.

9
%

21
.6

%

1
0.

2
%

8
.9

%

8.
8%

39
.6

%

4.
0% 6.
4%

58
.1

%

0%
50

%
1
00

%

ま
っ

た
く

持
参

し
て

い
な

い
,

15
.1

%

無
効

、
無

回
答

,
4.

0
%

時
々

持
参

し
て

い
る

, 
4
3.

2
%

い
つ

も
持

参
し

て
い

る
, 
3
7.

6
%

n=
7
3
5

項
目

人
数

割
合

建
設

業
8
2

11
.2

%

製
造

業
7
0

9.
5
%

電
気

・ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

2
2

3.
0
%

運
輸

業
7

1.
0
%

通
信

業
1

0.
1
%

卸
売

業
2
4

3.
3
%

小
売

業
1
48

20
.1

%

飲
食

店
9
0

12
.2

%

金
融

・保
険

業
8

1.
1
%

不
動

産
業

1
1

1.
5
%

サ
ー

ビ
ス

業
1
42

19
.3

%

そ
の

他
6
6

9.
0
%

無
効

、
無

回
答

6
4

8.
7
%

計
73

5
1
0
0.

0%

5人
未

満
4
57

62
.2

%

5人
～

9
人

1
05

14
.3

%

10
人

～
1
9人

5
7

7.
8
%

20
人

～
2
9人

2
1

2.
9
%

30
人

～
3
9人

2
2

3.
0
%

50
人

～
9
9人

2
5

3.
4
%

10
0
人

～
1
99

人
5

0.
7
%

20
0
人

～
2
99

人
2

0.
3
%

30
0
人

以
上

1
0.

1
%

無
効

、
無

回
答

4
0

5.
4
%

計
73

5
1
0
0.

0%

3,
0
0
0
万

円
未

満
3
61

49
.1

%

3,
0
0
0
万

円
以

上
～

5
,0

0
0万

円
未

満
7
9

10
.7

%

5,
0
0
0
万

円
以

上
～

1
億

円
未

満
8
1

11
.0

%

1億
円

以
上

～
5億

円
未

満
1
06

14
.4

%

5億
円

以
上

～
10

億
円

未
満

1
4

1.
9
%

10
億

円
以

上
2
0

2.
7
%

無
効

、
無

回
答

7
4

10
.1

%

計
73

5
1
0
0.

0%

１
．

あ
な

た
の

事
業

所
に

つ
い

て

年
間

売
り

上
げ

＊
小

数
点

第
2位

四
捨

五
入

の
た

め
、

合
計

が
1
0
0％

と
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。
Ｑ

１
．

貴
事

業
所

の
概

要
に

つ
い

て
、

平
成

２
１

年
３

月
末

現
在

で
お

聞
き

し
ま

す
。

該
当

項
目

に
レ

印
を

付
け

て
下

さ
い

。
な

お
、

延
床

面
積

は
数

字
を

ご
記

入
下

さ
い

。

事
業

内
容

従
業

員
数

事
業

所
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

の
結

果
(単

純
集

計
）

3
,0

0
0万

円
以

上
～

5,
00

0
万

円
未

満
,

1
0.

7
%

3
,0

0
0万

円
未

満
,

4
9.

1
%

1億
円

以
上

～
5
億

円
未

満
,

1
4
.4

%

5
億

円
以

上
～

1
0

億
円

未
満

, 
1
.9

%

10
億

円
以

上
,

2
.7

%

5
,0

00
万

円
以

上
～

1億
円

未
満

,
1
1.

0
%

無
効

、
無

回
答

,
1
0
.1

%製
造

業
,

9
.5

%
建

設
業

,
1
1
.2

%

運
輸

業
,

1.
0
%

通
信

業
,

0.
1
%

卸
売

業
,

3.
3
%電

気
・ガ

ス
・
熱

供
給

・
水

道
業

, 
3
.0

%

小
売

業
,

2
0.

1
%

金
融

・保
険

業
,

1
.1

%

不
動

産
業

, 
1
.5

%

サ
ー

ビ
ス

業
, 
1
9.

3
%

そ
の

他
,

9
.0

%

無
効

、
無

回
答

,
8
.7

%

飲
食

店
,

1
2
.2

%

2
0
0人

～
29

9
人

,
0
.3

%

無
効

、
無

回
答

,
5
.4

%

3
00

人
以

上
, 
0
.1

%

1
0
0人

～
19

9
人

,
0
.7

%

10
人

～
1
9人

,
7.

8
%

5
0
人

～
99

人
,

3
.4

%

30
人

～
3
9人

,
3.

0
%

2
0人

～
2
9
人

,
2.

9
%

5人
未

満
,

62
.2

%

5
人

～
9

人
, 
14

.3
%

資-15



n=
7
3
5

項
目

人
数

割
合

1～
5
0㎡

未
満

1
97

26
.8

%

50
～

10
0
㎡

未
満

1
17

15
.9

%

10
0
～

2
0
0㎡

未
満

8
3

11
.3

%

20
0
～

4
0
0㎡

未
満

5
2

7.
1
%

40
0
～

8
0
0㎡

未
満

2
0

2.
7
%

80
0
～

1
5
0
0㎡

未
満

1
7

2.
3
%

15
0
0
～

3
0
00

㎡
未

満
1
2

1.
6
%

30
0
0
㎡

以
上

1
8

2.
4
%

無
効

、
無

回
答

2
19

29
.8

%

計
73

5
1
0
0.

0%

店
舗

3
60

49
.0

%

事
務

所
・
営

業
所

1
38

18
.8

%

工
場

・作
業

所
7
0

9.
5
%

倉
庫

7
1.

0
%

テ
ナ

ン
ト

ビ
ル

1
6

2.
2
%

そ
の

他
4
2

5.
7
%

無
効

、
無

回
答

1
02

13
.9

%

計
73

5
1
0
0.

0%

有
3
60

49
.0

%

無
3
02

41
.1

%

無
効

、
無

回
答

7
3

9.
9
%

計
73

5
1
0
0.

0%

n=
7
3
5

項
目

人
数

割
合

行
っ

て
い

る
6
81

92
.7

%
行

っ
て

い
な

い
2
0

2.
7
%

無
効

、
無

回
答

3
4

4.
6
%

計
73

5
1
0
0.

0%

n=
2
0

項
目

人
数

割
合

分
別

区
分

が
わ

か
ら

な
い

か
ら

1
5.

0
%

分
別

し
た

も
の

の
保

管
施

設
等

が
な

い
か

ら
2

10
.0

%

分
別

が
面

倒
く
さ

い
か

ら
0

-

分
別

す
る

人
手

が
な

い
か

ら
2

10
.0

%

そ
の

他
1
3

65
.0

%

無
効

、
無

回
答

2
10

.0
%

計
20

1
0
0.

0%

２
．

貴
事

業
所

の
ご

み
の

排
出

・
処

理
に

つ
い

て

延
床

面
積

Ｑ
３

．
Ｑ

２
で

「２
.行

っ
て

い
な

い
」と

回
答

し
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
そ

の
理

由
を

お
答

え
下

さ
い

。

事
業

所
形

態

Ｑ
２

．
ご

み
の

分
別

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。

併
設

住
居

の
有

無
無

, 
41

.1
%

有
, 
4
9
.0

%

無
効

、
無

回
答

,
9
.9

%

無
効

、
無

回
答

,
4.

6
%

行
っ

て
い

る
, 
9
2
.7

%

行
っ

て
い

な
い

,
2
.7

%

無
効

、
無

回
答

,
13

.9
%

工
場

・
作

業
所

,
9.

5%

そ
の

他
,

5
.7

%

テ
ナ

ン
ト

ビ
ル

,
2.

2%
倉

庫
,

1.
0%

店
舗

　
,

4
9.

0%

事
務

所
・

営
業

所
　

,
18

.8
%

分
別

し
た

も
の

の
保

管
施

設
等

が
な

い
か

ら
,

1
0
.0

%

分
別

区
分

が
わ

か
ら

な
い

か
ら

,
5
.0

%

分
別

す
る

人
手

が
な

い
か

ら
,

10
.0

%

そ
の

他
,

6
5
.0

%

無
効

、
無

回
答

,
1
0.

0
%

分
別

が
面

倒
く
さ

い
か

ら
,

0
.0

%

5
0～

1
0
0

㎡
未

満
,

15
.9

%

1
～

5
0
㎡

,
2
6
.8

%

2
00

～
4
0
0㎡

未
満

, 
7
.1

%

4
0
0～

80
0
㎡

未
満

, 
2.

7
%

80
0
～

1
50

0
㎡

未
満

,
2
.3

%
1
0
0～

20
0
㎡

未
満

, 
1
1
.3

%

1
50

0
～

3
00

0
㎡

未
満

,
1.

6
%

無
効

、
無

回
答

,
29

.8
%

3
0
00

㎡
以

上
,

2
.4

%
ご

み
の

種
類

項
目

人
数

割
合

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
3
35

52
.1

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
2
5

3.
9
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

3
0

4.
7
%

事
業

所
内

で
処

理
1
6

2.
5
%

納
入

業
者

へ
返

却
1
1

1.
7
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

1
81

28
.1

%

そ
の

他
2
9

4.
5
%

無
効

、
無

回
答

1
6

2.
5
%

計
64

3
1
0
0.

0%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
2
38

54
.3

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
1
6

3.
7
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

3
0.

7
%

事
業

所
内

で
処

理
1
1

2.
5
%

納
入

業
者

へ
返

却
3

0.
7
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

1
50

34
.2

%

そ
の

他
1
0

2.
3
%

無
効

、
無

回
答

7
1.

6
%

計
43

8
1
0
0.

0%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
1
66

51
.7

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
1
6

5.
0
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

9
2.

8
%

事
業

所
内

で
処

理
1
0

3.
1
%

納
入

業
者

へ
返

却
2

0.
6
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

8
7

27
.1

%

そ
の

他
2
5

7.
8
%

無
効

、
無

回
答

6
1.

9
%

計
32

1
1
0
0.

0%

紙
類

(n
=
6
4
3)

Ｑ
４

．
発

生
す

る
ご

み
の

種
類

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
発

生
す

る
ご

み
の

種
類

に
レ

印
を

付
け

、
処

理
方

法
を

ご
記

入
下

さ
い

。

食
品

残
さ

(n
=
4
3
8)

布
類

(n
=
3
2
1)

無
効

、
無

回
答

,
1
.9

%

そ
の

他
,

7.
8
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

,
2
.8

%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

,
2
7.

1
%

納
入

業
者

へ
返

却
, 
0
.6

%

事
業

所
内

で
処

理
, 
3
.1

%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
, 
5
1.

7
%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
, 
5
.0

%

無
効

、
無

回
答

,
2
.5

%

そ
の

他
,

4.
5
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

,
4.

7
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

, 
28

.1
%

納
入

業
者

へ
返

却
, 
1.

7
%

事
業

所
内

で
処

理
, 
2
.5

%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
,

52
.1

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
, 
3.

9
%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
, 
3.

7
%収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
,

5
4.

3
%

事
業

所
内

で
処

理
, 
2.

5
%

納
入

業
者

へ
返

却
, 
0
.7

%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

,
34

.2
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

,
0
.7

%

そ
の

他
,

2
.3

%
無

効
、

無
回

答
,

1
.6

%
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ご
み

の
種

類
項

目
人

数
割

合

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
1
69

49
.0

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
2
7

7.
8
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

7
2.

0
%

事
業

所
内

で
処

理
1
6

4.
6
%

納
入

業
者

へ
返

却
2

0.
6
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

1
09

31
.6

%

そ
の

他
7

2.
0
%

無
効

、
無

回
答

8
2.

3
%

計
34

5
1
0
0.

0%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
3
13

55
.9

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
3
0

5.
4
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

2
5

4.
5
%

事
業

所
内

で
処

理
8

1.
4
%

納
入

業
者

へ
返

却
1
2

2.
1
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

1
52

27
.1

%

そ
の

他
1
1

2.
0
%

無
効

、
無

回
答

9
1.

6
%

計
56

0
1
0
0.

0%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
2
37

59
.0

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
1
7

4.
2
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

1
9

4.
7
%

事
業

所
内

で
処

理
4

1.
0
%

納
入

業
者

へ
返

却
2

0.
5
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

1
11

27
.6

%

そ
の

他
8

2.
0
%

無
効

、
無

回
答

4
1.

0
%

計
40

2
1
0
0.

0%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
1
65

52
.9

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
1
6

5.
1
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

1
5

4.
8
%

事
業

所
内

で
処

理
5

1.
6
%

納
入

業
者

へ
返

却
1

0.
3
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

9
8

31
.4

%

そ
の

他
8

2.
6
%

無
効

、
無

回
答

4
1.

3
%

計
31

2
1
0
0.

0%

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

類
(n

=
40

2
)

革
・
ゴ

ム
類

(n
=
3
1
2)

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
(n

=
56

0
)

草
木

類
(n

=
3
4
5)

無
効

、
無

回
答

,
1.

3
%

そ
の

他
,

2
.6

%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

,
4
.8

%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

,
3
1.

4
%

納
入

業
者

へ
返

却
, 
0
.3

%

事
業

所
内

で
処

理
, 
1.

6
%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
,

5
2.

9
%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
,

5
.1

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
,

4
.2

%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
,

59
.0

%

事
業

所
内

で
処

理
, 
1.

0
%

納
入

業
者

へ
返

却
, 
0
.5

%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

, 
2
7
.6

%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

,
4.

7
%

そ
の

他
,

2
.0

%
無

効
、

無
回

答
,

1
.0

%

無
効

、
無

回
答

,
1
.6

%

そ
の

他
,

2
.0

%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

,
4
.5

%家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

,
27

.1
%

納
入

業
者

へ
返

却
, 
2.

1
%

事
業

所
内

で
処

理
, 
1
.4

%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
,

5
5.

9
%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
, 
5
.4

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
,

7
.8

%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
,

4
9
.0

%
事

業
所

内
で

処
理

, 
4
.6

%

納
入

業
者

へ
返

却
, 
0.

6
%家

庭
ご

み
集

積
所

に
排

出
, 
3
1
.6

%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

,
2
.0

%

そ
の

他
,

2.
0
%

無
効

、
無

回
答

,
2
.3

%

ご
み

の
種

類
項

目
人

数
割

合

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
2
76

53
.3

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
1
7

3.
3
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

4
5

8.
7
%

事
業

所
内

で
処

理
5

1.
0
%

納
入

業
者

へ
返

却
6

1.
2
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

1
17

22
.6

%

そ
の

他
4
1

7.
9
%

無
効

、
無

回
答

1
1

2.
1
%

計
51

8
1
0
0.

0%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
2
30

48
.3

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
1
1

2.
3
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

1
4

2.
9
%

事
業

所
内

で
処

理
7

1.
5
%

納
入

業
者

へ
返

却
3
9

8.
2
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

1
24

26
.1

%

そ
の

他
4
0

8.
4
%

無
効

、
無

回
答

1
1

2.
3
%

計
47

6
1
0
0.

0%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
8
3

50
.0

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
2
7

16
.3

%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

1
0

6.
0
%

事
業

所
内

で
処

理
0

-

納
入

業
者

へ
返

却
7

4.
2
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

2
0

12
.0

%

そ
の

他
1
7

10
.2

%

無
効

、
無

回
答

2
1.

2
%

計
16

6
1
0
0.

0%

n=
4
2
6

項
目

人
数

割
合

ご
み

の
重

量
に

応
じ

た
契

約
1
60

37
.6

%

ご
み

の
重

量
に

関
係

な
く

、
月

ご
と

又
は

年
ご

と
の

契
約

2
09

49
.1

%

そ
の

他
3
3

7.
7
%

無
効

、
無

回
答

2
4

5.
6
%

計
42

6
1
0
0.

0%

び
ん

類
(n

=
4
7
6)

Ｑ
５

．
Ｑ

４
の

処
理

方
法

で
、

１
つ

で
も

「
１

．
収

集
運

搬
許

可
業

者
に

委
託

」と
回

答
し

た
方

に
契

約
方

法
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

金
属

類
（
缶

類
を

含
む

）
(n

=
5
1
8)

そ
の

他
(n

=
1
6
6)

無
効

、
無

回
答

,
2
.3

%

そ
の

他
,

8
.4

%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

,
2
.9

%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

,
2
6.

1
%

納
入

業
者

へ
返

却
,

8
.2

%

事
業

所
内

で
処

理
,

1
.5

%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
,

4
8.

3
%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
, 
2.

3
%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
,

3
.3

%収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
,

53
.3

%

事
業

所
内

で
処

理
, 
1.

0
%

納
入

業
者

へ
返

却
, 
1
.2

%家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

, 
22

.6
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

,
8
.7

%

そ
の

他
,

7
.9

%
無

効
、

無
回

答
,

2
.1

%

そ
の

他
,

7.
7
%

無
効

、
無

回
答

,
5
.6

%

ご
み

の
重

量
に

応
じ

た
契

約
,

3
7
.6

%

ご
み

の
重

量
に

関
係

な
く
、

月
ご

と
又

は
年

ご
と

の
契

約
,

4
9
.1

%

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

へ
自

ら
搬

入
, 
1
6.

3
%

収
集

運
搬

許
可

業
者

に
委

託
,

5
0.

0
%

事
業

所
内

で
処

理
, 
0
.0

%

納
入

業
者

へ
返

却
, 
4.

2
%

家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

, 
12

.0
%

民
間

の
処

理
施

設
に

自
ら

搬
入

,
6
.0

%

そ
の

他
,

1
0
.2

%
無

効
、

無
回

答
,

1
.2

%

資-17



n=
3
0
4

項
目

人
数

割
合

家
庭

ご
み

の
集

積
所

へ
出

せ
な

い
こ

と
を

知
ら

な
か

っ
た

か
ら

1
5

4.
9
%

出
す

量
が

少
な

い
か

ら
1
15

37
.8

%

家
庭

ご
み

と
区

別
で

き
な

い
か

ら
2
8

9.
2
%

処
理

料
金

が
か

か
る

か
ら

4
1.

3
%

収
集

業
者

を
知

ら
な

い
か

ら
0

-

そ
の

他
3
2

10
.5

%

無
効

、
無

回
答

1
10

36
.2

%

計
30

4
1
0
0.

0%

資
源

物
の

種
類

項
目

人
数

割
合

資
源

回
収

業
者

2
39

47
.5

%

資
源

問
屋

1
0

2.
0
%

納
入

業
者

に
返

却
2
7

5.
4
%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

1
34

26
.6

%

そ
の

他
7
9

15
.7

%

無
効

、
無

回
答

1
4

2.
8
%

計
50

3
1
0
0.

0%

資
源

回
収

業
者

2
38

43
.8

%

資
源

問
屋

1
1

2.
0
%

納
入

業
者

に
返

却
1
8

3.
3
%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

1
87

34
.4

%

そ
の

他
7
9

14
.5

%

無
効

、
無

回
答

1
0

1.
8
%

計
54

3
1
0
0.

0%

資
源

回
収

業
者

1
93

45
.3

%

資
源

問
屋

8
1.

9
%

納
入

業
者

に
返

却
7

1.
6
%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

1
51

35
.4

%

そ
の

他
5
9

13
.8

%

無
効

、
無

回
答

8
1.

9
%

計
42

6
1
0
0.

0%

Ｑ
７

．
貴

事
業

所
で

資
源

化
し

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

該
当

す
る

資
源

物
の

種
類

に
レ

印
を

付
け

、
リ

サ
イ

ク
ル

ル
ー

ト
に

つ
い

て
ご

記
入

下
さ

い
。

（
資

源
化

し
て

い
る

も
の

の
み

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
）

新
聞

・雑
誌

(n
=
5
03

)

段
ボ

ー
ル

(n
=
5
4
3)

紙
類

(n
=
4
2
6)

Ｑ
６

．
本

市
で

は
、

事
業

系
ご

み
は

家
庭

ご
み

の
集

積
所

に
出

せ
ま

せ
ん

。
Ｑ

４
の

処
理

方
法

で
、

１
つ

で
も

「
６

.家
庭

ご
み

集
積

所
に

排
出

」
と

回
答

し
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
家

庭
ご

み
の

集
積

所
に

出
す

理
由

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。

資
源

問
屋

, 
1
.9

%

資
源

回
収

業
者

,
4
5
.3

%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

, 
3
5
.4

%そ
の

他
,

1
3
.8

%

無
効

、
無

回
答

,
1
.9

%

納
入

業
者

に
返

却
,

1
.6

%納
入

業
者

に
返

却
,

3
.3

%

無
効

、
無

回
答

,
1
.8

%

そ
の

他
,

14
.5

%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

, 
34

.4
%

資
源

回
収

業
者

,
4
3
.8

%

資
源

問
屋

, 
2
.0

%

納
入

業
者

に
返

却
, 
5
.4

%

無
効

、
無

回
答

,
2
.8

%

そ
の

他
,

1
5
.7

%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

,
26

.6
%

資
源

回
収

業
者

,
47

.5
%

資
源

問
屋

, 
2
.0

%

無
効

、
無

回
答

,
3
6
.2

%

家
庭

ご
み

と
区

別
で

き
な

い
か

ら
, 
9.

2
%

そ
の

他
,

1
0
.5

%

収
集

業
者

を
知

ら
な

い
か

ら
,

0.
0
%

処
理

料
金

が
か

か
る

か
ら

,
1
.3

%

家
庭

ご
み

の
集

積
所

へ
出

せ
な

い
こ

と
を

知
ら

な
か

っ
た

か
ら

, 
4
.9

%

出
す

量
が

少
な

い
か

ら
,

3
7.

8
%

資
源

物
の

種
類

項
目

人
数

割
合

資
源

回
収

業
者

1
21

55
.0

%

養
豚

業
者

、
た

い
肥

業
者

3
1.

4
%

生
ご

み
処

理
機

（自
己

処
理

）
2
7

12
.3

%

そ
の

他
6
8

30
.9

%

無
効

、
無

回
答

1
0.

5
%

計
22

0
1
0
0.

0%

資
源

回
収

業
者

2
07

46
.5

%

資
源

問
屋

9
2.

0
%

納
入

業
者

に
返

却
2
3

5.
2
%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

1
35

30
.3

%

そ
の

他
6
4

14
.4

%

無
効

、
無

回
答

7
1.

6
%

計
44

5
1
0
0.

0%

資
源

回
収

業
者

1
72

41
.5

%

資
源

問
屋

8
1.

9
%

納
入

業
者

に
返

却
3
3

8.
0
%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

1
26

30
.4

%

そ
の

他
5
9

14
.3

%

無
効

、
無

回
答

1
6

3.
9
%

計
41

4
1
0
0.

0%

資
源

回
収

業
者

6
9

41
.8

%

資
源

問
屋

3
1.

8
%

納
入

業
者

に
返

却
9

5.
5
%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

6
8

41
.2

%

そ
の

他
1
2

7.
3
%

無
効

、
無

回
答

4
2.

4
%

計
16

5
1
0
0.

0%

缶
類

(n
=
44

5
)

び
ん

類
(n

=
41

4
)

食
品

残
さ

(n
=
22

0
)

そ
の

他
(n

=
16

5
)

納
入

業
者

に
返

却
, 
8
.0

%

無
効

、
無

回
答

,
3
.9

%

そ
の

他
,

1
4.

3
%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

,
3
0
.4

%

資
源

回
収

業
者

,
4
1.

5
%

資
源

問
屋

, 
1.

9
%

資
源

問
屋

, 
1
.8

%

資
源

回
収

業
者

,
4
1.

8
%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

,
4
1.

2
%

そ
の

他
,

7
.3

%

無
効

、
無

回
答

,
2.

4
%

納
入

業
者

に
返

却
, 
5
.5

%

資
源

問
屋

, 
2.

0
%

資
源

回
収

業
者

,
4
6
.5

%

収
集

運
搬

許
可

業
者

を
経

由
し

て
資

源
化

,
3
0
.3

%

そ
の

他
,

1
4.

4
%

無
効

、
無

回
答

,
1
.6

%

納
入

業
者

に
返

却
,
5.

2
%

生
ご

み
処

理
機

（自
己

処
理

）,
1
2
.3

%

無
効

、
無

回
答

,
0
.5

%

そ
の

他
,

30
.9

%

資
源

回
収

業
者

,
5
5.

0
%

養
豚

業
者

、
た

い
肥

業
者

,
1
.4

%

資-18



n=
7
3
5

項
目

人
数

割
合

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
お

り
、

現
状

で
十

分
で

あ
る

3
09

42
.0

%

積
極

的
に

し
て

い
る

が
、

ま
だ

不
十

分
で

あ
る

2
33

31
.7

%

あ
ま

り
積

極
的

で
は

な
く
、

不
十

分
で

あ
る

6
6

9.
0
%

取
り

組
ん

で
い

な
い

3
2

4.
4
%

そ
の

他
1
3

1.
8
%

無
効

、
無

回
答

8
2

11
.2

%

計
73

5
1
0
0.

0%

n=
7
3
5

項
目

人
数

割
合

１
年

前
と

比
べ

て
増

え
た

3
2

4.
4
%

１
年

前
と

比
べ

て
減

っ
た

3
35

45
.6

%

１
年

前
と

比
べ

て
変

わ
ら

な
い

2
69

36
.6

%

わ
か

ら
な

い
3
6

4.
9
%

そ
の

他
0

-

無
効

、
無

回
答

6
3

8.
6
%

計
73

5
1
0
0.

0%

n=
3
2

項
目

人
数

割
合

ご
み

の
減

量
や

資
源

化
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

か
ら

2
6.

3
%

事
業

規
模

が
大

き
く

な
っ

た
か

ら
1
9

59
.4

%

そ
の

他
8

25
.0

%

無
効

、
無

回
答

3
9.

4
%

計
32

1
0
0.

0%

Ｑ
８

．
貴

事
業

所
で

の
事

業
系

ご
み

の
減

量
・
資

源
化

へ
の

取
り

組
み

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。

Ｑ
９

．
貴

事
業

所
か

ら
の

事
業

系
ご

み
の

排
出

量
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

Ｑ
1
0．

Ｑ
９

で
「１

.１
年

前
と

比
べ

て
増

え
た

」
と

回
答

し
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
そ

の
理

由
を

お
答

え
下

さ
い

。

３
．

貴
事

業
所

の
ご

み
の

減
量

・
資

源
化

に
つ

い
て

事
業

規
模

が
大

き
く
な

っ
た

か
ら

,
59

.4
%

ご
み

の
減

量
や

資
源

化
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

か
ら

,
6
.3

%

無
効

、
無

回
答

,
9.

4
%

そ
の

他
,

2
5.

0
%

１
年

前
と

比
べ

て
減

っ
た

,
4
5.

6
%

１
年

前
と

比
べ

て
増

え
た

,
4
.4

%

わ
か

ら
な

い
, 
4
.9

%

そ
の

他
,

0
.0

%

無
効

、
無

回
答

,
8.

6
%

１
年

前
と

比
べ

て
変

わ
ら

な
い

,
3
6.

6
%

積
極

的
に

し
て

い
る

が
、

ま
だ

不
十

分
で

あ
る

,
3
1
.7

%

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
お

り
、

現
状

で
十

分
で

あ
る

,
4
2
.0

%

取
り

組
ん

で
い

な
い

,
4
.4

%

そ
の

他
,

1
.8

%
無

効
、

無
回

答
,

11
.2

%
あ

ま
り

積
極

的
で

は
な

く
、
不

十
分

で
あ

る
, 
9
.0

%

n=
3
3
5

項
目

人
数

割
合

ご
み

の
減

量
や

資
源

化
に

取
り

組
ん

で
い

る
か

ら
1
02

30
.4

%

事
業

規
模

が
小

さ
く

な
っ

た
か

ら
1
61

48
.1

%

そ
の

他
4
8

14
.3

%

無
効

、
無

回
答

2
4

7.
2
%

計
33

5
1
0
0.

0%

取
り

組
み

内
容

項
目

人
数

割
合

取
り

組
ん

で
い

る
4
77

89
.5

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
3
1

5.
8
%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
1
6

3.
0
%

わ
か

ら
な

い
9

1.
7
%

無
効

、
無

回
答

0
-

計
53

3
1
0
0.

0%

取
り

組
ん

で
い

る
5
80

96
.7

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
1
6

2.
7
%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
3

0.
5
%

わ
か

ら
な

い
1

0.
2
%

無
効

、
無

回
答

0
-

計
60

0
1
0
0.

0%

取
り

組
ん

で
い

る
4
26

82
.9

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
4
5

8.
8
%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
2
8

5.
4
%

わ
か

ら
な

い
1
4

2.
7
%

無
効

、
無

回
答

1
0.

2
%

計
51

4
1
0
0.

0%

分
別

ボ
ッ

ク
ス

で
置

き
ご

み
の

分
別

を
徹

底
し

て
い

る
(n

=
53

3
)

紙
類

、
缶

類
、

び
ん

類
な

ど
の

資
源

を
分

別
し

て
い

る
(n

=
6
00

)

両
面

印
刷

、
両

面
コ

ピ
ー

、
使

用
済

み
用

紙
の

裏
面

を
使

用
し

て
い

る
(n

=
51

4
)

Ｑ
1
2．

 貴
事

業
所

内
で

、
実

際
に

行
っ

て
い

る
ご

み
減

量
や

リ
サ

イ
ク

ル
の

取
り

組
み

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
（
該

当
す

る
取

り
組

み
状

況
の

番
号

に
○

を
つ

け
て

下
さ

い
。

）

Ｑ
1
1．

Ｑ
９

で
「２

.１
年

前
と

比
べ

て
減

っ
た

」
と

回
答

し
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
そ

の
理

由
を

お
答

え
下

さ
い

。

取
り

組
む

予
定

は
な

い
,

5
.4

%

無
効

、
無

回
答

,
0
.2

%

わ
か

ら
な

い
,

2
.7

%

取
り

組
ん

で
い

る
,

8
2
.9

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
,

8
.8

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
, 
2
.7

%

取
り

組
ん

で
い

る
,

9
6
.7

%

わ
か

ら
な

い
, 
0.

2
%

無
効

、
無

回
答

,
0.

0
%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
,

0
.5

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
, 
5
.8

%
取

り
組

ん
で

い
る

,
8
9.

5
%

わ
か

ら
な

い
, 
1
.7

%
無

効
、

無
回

答
,

0.
0
%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
,

3
.0

%

そ
の

他
,

14
.3

%

無
効

、
無

回
答

,
7
.2

%

ご
み

の
減

量
や

資
源

化
に

取
り

組
ん

で
い

る
か

ら
,

3
0
.4

%

事
業

規
模

が
小

さ
く
な

っ
た

か
ら

,
4
8
.1

%
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取
り

組
み

内
容

項
目

人
数

割
合

取
り

組
ん

で
い

る
2
00

60
.1

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
8
4

25
.2

%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
4
9

14
.7

%

わ
か

ら
な

い
0

-

無
効

、
無

回
答

0
-

計
33

3
1
0
0.

0%

取
り

組
ん

で
い

る
7
6

19
.6

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
6
5

16
.8

%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
1
73

44
.7

%

わ
か

ら
な

い
7
0

18
.1

%

無
効

、
無

回
答

3
0.

8
%

計
38

7
1
0
0.

0%

取
り

組
ん

で
い

る
2
29

51
.5

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
1
22

27
.4

%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
4
3

9.
7
%

わ
か

ら
な

い
5
1

11
.5

%

無
効

、
無

回
答

0
-

計
44

5
1
0
0.

0%

取
り

組
ん

で
い

る
2
70

61
.8

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
7
7

17
.6

%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
5
1

11
.7

%

わ
か

ら
な

い
3
8

8.
7
%

無
効

、
無

回
答

1
0.

2
%

計
43

7
1
0
0.

0%

取
り

組
ん

で
い

る
3
07

63
.8

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
6
6

13
.7

%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
3
3

6.
9
%

わ
か

ら
な

い
7
4

15
.4

%

無
効

、
無

回
答

1
0.

2
%

計
48

1
1
0
0.

0%

事
業

所
か

ら
出

る
資

源
ご

み
の

リ
サ

イ
ク

ル
ル

ー
ト

を
確

保
し

て
い

る
(n

=4
8
1
)

包
装

の
簡

素
化

や
通

い
箱

を
使

用
し

て
い

る
(n

=
4
37

)

食
品

残
さ

を
た

い
肥

化
し

て
い

る
(n

=
3
87

)

使
い

捨
て

商
品

の
使

用
や

購
入

を
抑

制
し

て
い

る
(n

=
4
4
5)

電
子

メ
デ

ィ
ア

等
に

よ
る

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
を

行
っ

て
い

る
(n

=
33

3
)

取
り

組
む

予
定

は
な

い
,

6
.9

%

無
効

、
無

回
答

,
0
.2

%

わ
か

ら
な

い
, 
15

.4
%

取
り

組
ん

で
い

る
,

6
3
.8

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
, 
13

.7
%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
,

1
1.

7
%

無
効

、
無

回
答

,
0
.2

%

わ
か

ら
な

い
, 
8.

7
%

取
り

組
ん

で
い

る
,

6
1
.8

%
今

後
、

取
り

組
み

た
い

, 
17

.6
%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
,

9.
7
%

無
効

、
無

回
答

,
0.

0
%

わ
か

ら
な

い
,

1
1
.5

%

取
り

組
ん

で
い

る
, 
5
1.

5
%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
,

2
7
.4

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
, 
16

.8
%

取
り

組
ん

で
い

る
, 
19

.6
%

わ
か

ら
な

い
,

1
8
.1

%

無
効

、
無

回
答

,
0
.8

%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
,

4
4
.7

%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
,

1
4
.7

%

無
効

、
無

回
答

,
0
.0

%

わ
か

ら
な

い
, 
0
.0

%

取
り

組
ん

で
い

る
,

6
0.

1
%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
, 
2
5.

2
%

取
り

組
み

内
容

項
目

人
数

割
合

取
り

組
ん

で
い

る
2
48

55
.7

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
7
7

17
.3

%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
7
2

16
.2

%

わ
か

ら
な

い
4
8

10
.8

%

無
効

、
無

回
答

0
-

計
44

5
1
0
0.

0%

取
り

組
ん

で
い

る
1
19

27
.9

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
1
56

36
.5

%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
7
0

16
.4

%

わ
か

ら
な

い
8
2

19
.2

%

無
効

、
無

回
答

0
-

計
42

7
1
0
0.

0%

n=
7
3
5

項
目

人
数

割
合

行
政

か
ら

の
指

導
、

施
策

の
誘

導
2
31

31
.4

%

ご
み

減
量

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
対

す
る

経
済

的
な

メ
リ

ッ
ト

3
33

45
.3

%

ご
み

問
題

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
関

す
る

団
体

へ
の

支
援

1
86

25
.3

%

事
業

所
内

で
の

ご
み

問
題

や
リ

サ
イ

ク
ル

の
教

育
シ

ス
テ

ム
の

構
築

1
00

13
.6

%

ご
み

問
題

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
関

す
る

調
査

・研
究

7
5

10
.2

%

ご
み

の
問

題
や

リ
サ

イ
ク

ル
に

関
す

る
情

報
2
57

35
.0

%

ＩＳ
Ｏ

１
４

０
０

０
シ

リ
ー

ズ
の

取
得

1
4

1.
9
%

わ
か

ら
な

い
5
1

6.
9
%

そ
の

他
1
5

2.
0
%

無
効

、
無

回
答

1
23

16
.7

%

計
1,

3
8
5

-

ご
み

処
理

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
つ

い
て

担
当

者
を

決
め

て
い

る
(n

=
4
4
5)

Ｑ
1
3．

ご
み

の
減

量
・
資

源
化

を
取

り
組

む
に

あ
た

っ
て

、
必

要
だ

と
思

わ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

（
３

つ
ま

で
）

ご
み

の
減

量
や

資
源

化
の

目
標

、
ま

た
は

計
画

等
を

定
め

て
い

る
(n

=4
2
7
)

取
り

組
む

予
定

は
な

い
,

1
6.

4
%

無
効

、
無

回
答

,
0
.0

%

わ
か

ら
な

い
,

19
.2

%
取

り
組

ん
で

い
る

,
2
7.

9
%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
,

3
6
.5

%

取
り

組
む

予
定

は
な

い
,

1
6.

2
%

無
効

、
無

回
答

,
0
.0

%

わ
か

ら
な

い
,

1
0
.8

%

取
り

組
ん

で
い

る
,

5
5
.7

%

今
後

、
取

り
組

み
た

い
,

1
7
.3

%

4
5
.3

%

2
5
.3

%

1
3
.6

%

1
0
.2

%

3
5
.0

%

1
.9

% 6
.9

%

2
.0

%

1
6
.7

%3
1
.4

%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

資-20



n=
7
3
5

項
目

人
数

割
合

一
体

と
な

っ
て

活
動

で
き

る
「場

」
1
19

16
.2

%

活
動

や
団

体
に

対
す

る
「
支

援
」

2
24

30
.5

%

ご
み

問
題

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
関

す
る

「
情

報
提

供
」

3
41

46
.4

%

ご
み

問
題

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
関

す
る

「
学

習
会

」
8
9

12
.1

%

ご
み

問
題

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
関

す
る

「
イ

ベ
ン

ト
」

7
4

10
.1

%

市
民

と
事

業
者

が
一

体
と

な
る

よ
う

な
「
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
」

2
09

28
.4

%

行
政

の
強

い
「
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

」
1
62

22
.0

%

わ
か

ら
な

い
4
1

5.
6
%

そ
の

他
1
2

1.
6
%

無
効

、
無

回
答

1
19

16
.2

%

計
1,

3
9
0

-

Ｑ
1
4．

ご
み

問
題

は
、

市
民

と
事

業
者

と
市

が
連

携
を

図
り

更
に

意
味

の
あ

る
活

動
を

推
進

す
る

こ
と

を
考

え
て

い
ま

す
。

そ
の

た
め

に
重

要
だ

と
思

わ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

（
３

つ
ま

で
）

30
.5

%

4
6.

4
%

1
2.

1
%

1
0
.1

%

2
8.

4
%

2
2
.0

%

5
.6

%

1.
6
%

1
6
.2

%

1
6
.2

%

0
%

2
0
%

4
0%

60
%

8
0
%

1
0
0%

　

市
民

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
の

結
果

（
ク

ロ
ス

集
計

）

＊
小

数
点

第
2位

四
捨

五
入

の
た

め
、

合
計

　
が

10
0％

と
な

ら
な

い
場

合
が

あ
る

。

(%
)

Q
26

Q
2

(N
)

一 体 と な っ て 活 動 で き る 「 場 」

活 動 や 団 体 に 対 す る 「 支 援 」

ご み 問 題 や リ サ イ ク ル に 関 す る

「 情 報 提 供 」

ご み 問 題 や リ サ イ ク ル に 関 す る

「 学 習 会 」

ご み 問 題 や リ サ イ ク ル に 関 す る

「 イ ベ ン ト 」

市 民 と 事 業 者 が 一 体 と な る よ う

な 「 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 」

行 政 の 強 い 「 リ ー ダ ー シ ッ プ 」

わ か ら な い

そ の 他

無 効 、 無 回 答

総
数

( 
1,

5
2
0 

)
2
1
.1

2
9
.3

3
9
.5

1
1.

2
1
6.

5
2
5.

9
2
7
.7

6
.2

1
.6

1
2
.5

２
０

歳
未

満
(2

)
-

5
0.

0
5
0.

0
-

-
-

5
0
.0

-
-

-

２
０

代
(8

6
)

2
2
.1

2
7
.9

3
3
.7

3
.5

2
4.

4
2
7.

9
2
5
.6

4
.7

2
.3

9
.3

３
０

代
(2

43
)

2
4
.7

3
9
.1

4
0
.7

5
.8

2
3.

9
2
8.

0
2
5
.9

7
.4

1
.2

3
.7

４
０

代
(2

18
)

2
2
.9

3
4
.9

4
1
.3

1
0.

1
1
8.

8
2
4.

3
2
2
.9

8
.3

2
.3

8
.3

５
０

代
(3

25
)

2
0
.9

3
0
.8

4
6
.2

1
4.

5
1
4.

5
2
7.

4
2
7
.4

5
.8

1
.2

1
2
.0

６
０

代
(3

83
)

1
9
.1

2
3
.0

4
0
.5

1
3.

8
1
6.

2
2
6.

6
3
4
.5

4
.2

1
.8

1
3
.1

７
０

歳
以

上
(2

30
)

1
7
.0

2
2
.6

2
9
.6

1
3.

0
7
.4

2
3.

0
2
5
.7

7
.8

1
.3

2
4
.3

無
効

、
無

回
答

(3
3
)

3
3
.3

3
0
.3

2
4.

2
3
.0

1
5.

2
1
2.

1
1
5
.2

3
.0

3
.0

3
0
.3

1
.年

齢
×

市
民

と
事

業
所

と
市

が
連

携
活

動
す

る
上

で
、

重
要

だ
と

思
わ

れ
る

こ
と

（
％

）

Q
28

Q
7

(N
)

知 っ て い る

知 ら な い

無 効 、 無 回 答

総
数

(1
,5

2
0
)

4
3
.8

5
0
.6

5
.7

一
戸

建
て

(1
,1

05
)

4
9
.0

4
5.

5
5
.5

共
同

（
集

合
住

宅
）

(3
6
2)

2
8
.7

6
6
.3

5
.0

そ
の

他
(9

)
-

1
0
0
.0

-

無
効

、
無

回
答

(4
4
)

4
5.

5
3
8.

6
1
5.

9

2
.居

住
形

態
×

生
ご

み
処

理
機

の
購

入
に

対
す

る
補

助

資-21



（
％

）
Q

2
9

Q
7

(N
)

現 在 、 使 っ て い る

将 来 的 に 使 い た い

使 い た い と 思 わ な い

わ か ら な い

無 効 、 無 回 答

総
数

(1
,5

2
0
)

8
.6

3
9
.3

1
9.

7
2
0.

9
11

.4

一
戸

建
て

(1
,1

0
5
)

9
.8

3
9
.4

1
9.

0
2
0.

5
11

.4

共
同

（
集

合
住

宅
）

(3
62

)
4
.7

3
9
.0

2
3.

8
2
2.

4
10

.2

そ
の

他
(9

)
-

4
4
.4

1
1.

1
3
3.

3
11

.1

無
効

、
無

回
答

(4
4
)

1
3
.6

3
8
.6

6.
8

1
8.

2
2
2.

7

3
.居

住
形

態
×

生
ご

み
処

理
機

器
の

利
用

（
％

）

Q
30

Q
7

(N
)

機 器 が 高 い か ら

設 置 場 所 が な い か ら

た い 肥 化 し た も の の

利 用 先 が な い か ら

面 倒 く さ い か ら

臭 い が 気 に な る か ら

興 味 が な い か ら

そ の 他

無 効 、 無 回 答

総
数

(3
0
0)

6
.3

1
8
.3

16
.0

2
.7

6.
0

3
.7

1
1
.3

35
.7

一
戸

建
て

(2
1
0)

8
.6

2
0
.0

15
.2

2
.4

6.
7

2
.9

1
2
.9

31
.4

共
同

（
集

合
住

宅
）

(8
6
)

1
.2

12
.8

1
8
.6

3
.5

4.
7

5
.8

7
.0

46
.5

そ
の

他
(1

)
－

1
0
0
.0

－
－

－
－

－
－

無
効

、
無

回
答

(3
)

－
33

.3
－

－
－

－
3
3
.3

33
.3

4
.居

住
形

態
×

生
ご

み
処

理
機

器
を

｢使
い

た
い

と
思

わ
な

い
｣理

由

(%
)

　
Q

19

Q
8

（N
）

集 団 回 収 （ リ サ イ ク ル 活

動 ） が 行 わ れ て い る

集 団 回 収 （ リ サ イ ク ル 活

動 ） は 行 わ れ て い な い

わ か ら な い

無 効 、 無 回 答

総
数

（1
,5

2
0）

7
0
.3

5.
9

1
5.

4
8
.4

北
部

地
域

（
37

5
）

6
9
.1

8.
3

1
5.

7
6
.9

中
部

地
域

（
31

9
）

7
2
.1

6.
3

1
2.

5
9
.1

南
部

地
域

（
45

1
）

6
9
.0

5.
1

1
8.

4
7
.5

東
部

地
域

（
33

6
）

7
4
.1

3.
6

1
3.

7
8
.6

無
効

、
無

回
答

（
3
9
）

51
.3

1
0.

3
1
5.

4
23

.1

6
.居

住
地

域
×

地
域

で
の

集
団

回
収

(％
）

Q
1
5

Q
8

(N
)

他 地 区 か ら の 持 込 が あ

る
指 定 日 ・ 時 間 以 外 の 排

出 が あ る

不 法 投 棄 が あ る

分 別 さ れ て い な い ご み

の 排 出 が あ る

不 潔 で あ る （ カ ラ ス や

猫 な ど が 荒 ら す ）

家 庭 ご み 以 外 の 事 業 系

ご み の 排 出 が あ る

特 に 問 題 は な い

そ の 他

無 効 、 無 回 答

総
数

(1
,5

2
0
)

1
4.

3
21

.4
11

.5
2
9.

3
1
7
.0

2
.4

4
7
.4

5.
9

4
.2

北
部

地
域

(3
7
5)

1
6.

0
17

.1
11

.7
2
6.

1
2
1
.1

1
.9

4
6
.9

6.
1

4
.5

中
部

地
域

(3
1
9)

1
6.

0
23

.2
14

.7
3
3.

2
1
6
.9

2
.2

4
3
.3

7.
2

3
.4

南
部

地
域

(4
5
1)

1
4.

6
23

.9
12

.9
3
1.

9
1
4
.4

3
.3

4
9
.4

6.
7

2
.9

東
部

地
域

(3
3
6)

1
1.

0
21

.7
6
.8

2
5.

9
1
7
.0

2
.1

5
0
.9

3.
9

3
.0

無
効

、
無

回
答

(3
9
)

7.
7

17
.9

7
.7

2
5.

6
7.

7
-

3
3
.3

2.
6

3
3.

3

5.
居

住
地

域
×

普
段

使
用

し
て

い
る

ご
み

集
積

所

資-22



(%
)

　
Q

20

Q
8

(N
)

参 加 し て い る

時 々 参 加 し て い る

参 加 し て い な い

無 効 、 無 回 答

総
数

(1
,0

6
9
)

7
0
.2

1
5
.9

1
3.

6
0
.4

北
部

地
域

(2
5
9
)

7
2
.2

1
7
.8

1
0.

0
-

中
部

地
域

(2
3
0
)

6
3
.9

2
0
.9

1
4.

3
0
.9

南
部

地
域

(3
1
1
)

7
0
.4

1
3
.5

1
6.

1
-

東
部

地
域

(2
4
9
)

7
3
.9

1
2
.4

1
3.

3
0
.4

無
効

、
無

回
答

(2
0
)

6
5
.0

1
5
.0

1
5.

0
5
.0

7
.居

住
地

域
×

「
集

団
回

収
が

行
わ

れ
て

い
る

」
と

回
答

し
た

方
の

集
団

回
　

　
　

収
の

参
加

(%
)

　
Q

21

Q
8

(N
)

参 加 し た い

時 々 参 加 し た い

参 加 し な い

無 効 、 無 回 答

総
数

(3
2
4
)

2
0
.7

4
6
.0

2
8.

4
4
.9

北
部

地
域

(9
0
)

2
7
.8

4
3
.3

2
2.

2
6
.7

中
部

地
域

(6
0
)

2
1
.7

4
6
.7

2
8.

3
3
.3

南
部

地
域

(1
0
6
)

1
8
.9

5
0
.9

2
9.

2
0
.9

東
部

地
域

(5
8
)

1
3
.8

4
4
.8

3
2.

8
8
.6

無
効

、
無

回
答

(1
0
)

1
0
.0

2
0
.0

5
0.

0
2
0.

0

8
.居

住
地

域
×

「
集

団
回

収
が

行
わ

れ
て

い
な

い
、

わ
か

ら
な

い
｣と

回
答

し
た

方
の

集
団

回
収

の
参

加

(%
)

Q
1
8

Q
1
6

(N
)

買 い 物 袋 を 持 参 す る

過 剰 な 包 装 、 梱 包 を 拒 否 す る

使 い 捨 て 商 品 は 利 用 し な い

再 生 品 を 積 極 的 に 利 用 す る

不 用 品 交 換 会 ・ フ リ ー マ ー ケ ッ ト

な ど を 利 用 す る

リ サ イ ク ル シ ョ ッ プ を 利 用 す る

故 障 し て も 修 理 す る ・ す ぐ に 新 し

い 商 品 を 買 わ な い

も の を 繰 り 返 し （ 長 く ） 使 用 す る

牛 乳 パ ッ ク や 発 泡 ト レ イ な ど 小 売

店 の 店 頭 回 収 に 協 力 す る

生 ご み を た い 肥 化 す る

ご み を 出 す と き に き ち ん と 分 別 す

る
何 も 取 り 組 ん で い な い

そ の 他

無 効 、 無 回 答

総
数

(1
,5

2
0
)

6
0
.1

5
3
.0

1
4
.2

1
6
.3

7
.6

1
7
.9

3
8
.8

4
3
.8

3
9
.1

1
3
.0

8
4
.7

0
.5

0
.6

2
.7

1
年

前
と

比
べ

て
増

え
た

(1
6
8
)

5
7
.7

6
0
.7

1
4
.3

1
5
.5

1
0
.7

2
7
.4

3
2
.7

3
6
.9

2
9
.8

8
.3

8
1
.0

-
0
.6

1
.2

1
年

前
と

比
べ

て
変

わ
ら

な
い

(8
5
1
)

5
7
.9

5
0
.9

1
3
.0

1
5
.2

6
.9

1
6
.6

3
9
.2

4
2
.3

3
9
.5

1
2
.9

8
5
.1

0
.6

0
.6

1
.4

1
年

前
と

比
べ

て
減

っ
た

(3
7
2
)

6
7
.5

5
8
.9

1
8
.8

1
9
.1

7
.5

1
6
.9

4
3
.0

5
0
.5

4
3
.8

1
6
.1

8
8
.2

0
.5

0
.8

4
.8

わ
か

ら
な

い
(8

7
)

5
5
.2

3
7
.9

3
.4

1
6
.1

6
.9

1
4
.9

2
5
.3

4
4
.8

3
6
.8

4
.6

7
8
.2

-
-

4
.6

無
効

、
無

回
答

(4
2
)

5
7
.1

4
2
.9

1
9
.0

1
6
.7

1
1
.9

2
1
.4

4
2
.9

3
8
.1

3
1
.0

2
3
.8

7
6
.2

-
-

1
1
.9

9
.こ

の
1
年

で
家

庭
が

出
し

た
ご

み
の

量
×

家
庭

で
取

り
組

ま
れ

て
い

る
ご

み
の

減
量

や
リ

サ
イ

ク
ル

に
つ

い
て (%
)

Q
2
4

Q
16

(N
)

分 別 の 種 類 を 増 や す

収 集 を 有 料 化 す る

ご み 袋 を 指 定 す る

分 別 排 出 や ご み 減 量 な ど の 啓

発 を 強 化 す る

生 ご み の 自 己 処 理 な ど 個 々 の

減 量 へ の 取 組 み を 支 援 す る

排 出 者 個 々 の 意 識 を 高 め る

わ か ら な い

そ の 他

無 効 、 無 回 答

総
数

（1
,5

20
）

3
.3

2.
4

3.
0

8.
2

1
1.

0
3
0
.2

5.
3

2.
5

3
4.

0

1
年

前
と

比
べ

て
増

え
た

(1
68

)
4.

2
2
.4

2.
4

8.
3

1
3.

1
2
6
.8

3.
0

2.
4

3
7.

5

1
年

前
と

比
べ

て
変

わ
ら

な
い

(8
51

)
3.

1
2
.2

2.
7

8.
3

1
1.

8
3
2
.1

6.
6

2.
7

3
0.

6

1
年

前
と

比
べ

て
減

っ
た

(3
72

)
3.

5
3
.8

3.
0

8.
9

1
0.

2
2
7
.4

3.
0

2.
2

3
8.

2

わ
か

ら
な

い
(8

7)
4.

6
－

8.
0

6.
9

5.
7

3
7
.9

8.
0

2.
3

2
6.

4

無
効

、
無

回
答

(4
2)

－
－

2.
4

2.
4

4.
8

1
4
.3

4.
8

2.
4

6
9.

0

1
0
.こ

の
1年

で
家

庭
が

出
し

た
ご

み
の

量
×

ご
み

の
減

量
を

進
め

る
た

め
に

最
も

必
要

と
思

う
こ

と

資-23



(%
)

Q
3
2

Q
31

(N
)

ポ イ ン ト 制 （ ス タ

ン プ ・ シ ー ル ）

価 格 値 引 き

エ コ マ ネ ー 制 （ 共

通 買 物 券 ）

レ ジ や 店 内 放 送 で

の 呼 び か け

キ ャ ン ペ ー ン 等 の

実 施
ポ ス タ ー ・ チ ラ シ

等 に よ る 啓 発

レ ジ 袋 の 有 料 化

そ の 他

無 効 、 無 回 答

総
数

(1
,5

2
0
)

5
8
.1

45
.9

21
.6

10
.2

8.
9

8.
8

3
9
.6

4
.0

6
.4

い
つ

も
持

参
し

て
い

る
(5

7
2)

7
1
.5

48
.3

27
.8

11
.0

7.
7

1
0
.3

4
9
.3

2
.4

1
.9

時
々

持
参

し
て

い
る

(6
5
7)

5
8
.0

46
.7

19
.8

11
.0

9.
4

9.
3

3
9
.9

3
.8

1
.8

ま
っ

た
く

持
参

し
て

い
な

い
(2

3
0)

3
9
.6

4
7
.8

17
.4

8
.3

11
.7

5.
2

2
4
.3

8
.7

8
.7

無
効

、
無

回
答

(6
1
)

3
.3

6
.6

0
.0

1
.6

4.
9

1.
6

3.
3

3
.3

8
8.

5

1
1
．

レ
ジ

袋
を

減
ら

す
た

め
の

マ
イ

バ
ッ

グ
×

推
進

す
る

た
め

の
有

効
な

取
り

組
み

事
業

所
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

結
果

（
ク

ロ
ス

集
計

）

＊
小

数
点

第
2位

四
捨

五
入

の
た

め
、

合
計

が
1
00

％
と

な
ら

な
い

場
合

が
あ

る
。

（
％

）

Q
2

Q
1-

1

(N
)

行 っ て い る

行 っ て い な い

無 効 、 無 回 答

総
数

(7
3
5)

9
2
.7

2
.7

4
.6

建
設

業
(8

2)
9
2
.7

3
.7

3
.7

製
造

業
(7

0)
9
4
.3

4
.3

1
.4

電
気

・ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

(2
2)

1
0
0
.0

－
－

運
輸

業
(7

)
1
0
0
.0

－
－

通
信

業
(1

)
1
0
0
.0

－
－

卸
売

業
(2

4)
9
5
.8

4
.2

－

小
売

業
(1

4
8)

9
4
.6

3
.4

2
.0

飲
食

店
(9

0)
9
7
.8

2
.2

－

金
融

・保
険

業
(8

)
1
0
0
.0

－
－

不
動

産
業

(1
1)

9
0
.9

9
.1

－

サ
ー

ビ
ス

業
(1

4
2)

9
5
.8

3
.5

0
.7

そ
の

他
(6

6)
1
0
0
.0

－
－

無
効

、
無

回
答

(6
4
)

5
9
.4

－
40

.6

1
.事

業
内

容
×

事
業

所
か

ら
排

出
さ

れ
る

ご
み

の
分

別

資-24



(%
)

Q
3

Q
1-

1

(N
)

分 別 区 分 が わ か ら な

い か ら

分 別 し た も の の 保 管

施 設 等 が な い か ら

分 別 が 面 倒 く さ い か

ら
分 別 す る 人 手 が な い

か ら
そ の 他

無 効 、 無 回 答

総
数

(2
0
)

5
.0

10
.0

-
1
0
.0

6
5
.0

10
.0

建
設

業
(3

)
-

-
-

3
3
.3

6
6
.7

-

製
造

業
(3

)
-

3
3
.3

-
-

6
6
.7

-

電
気

・ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

-
-

-
-

-
-

-

運
輸

業
-

-
-

-
-

-
-

通
信

業
-

-
-

-
-

-
-

卸
売

業
(1

)
-

-
-

10
0
.0

-
-

小
売

業
(5

)
-

-
-

-
8
0
.0

20
.0

飲
食

店
(2

)
-

5
0
.0

-
-

5
0
.0

-

金
融

・保
険

業
-

-
-

-
-

-
-

不
動

産
業

(1
)

-
-

-
-

-
1
00

.0

サ
ー

ビ
ス

業
(5

)
2
0.

0
-

-
-

8
0
.0

-

そ
の

他
-

-
-

-
-

-
-

無
効

、
無

回
答

-
-

-
-

-
-

-

2
.事

業
内

容
×

事
業

所
か

ら
排

出
さ

れ
る

ご
み

の
分

別
を

行
っ

て
い

な
い

理
由

(%
)

Q
13

Q
10

(N
)

行 政 か ら の 指 導 、 施 策 の 誘 導

ご み 減 量 や リ サ イ ク ル に 対 す

る 経 済 的 な メ リ ッ ト

ご み 問 題 や リ サ イ ク ル に 関 す

る 団 体 へ の 支 援

事 業 所 内 で の ご み 問 題 や リ サ

イ ク ル の 教 育 シ ス テ ム の 構 築

ご み 問 題 や リ サ イ ク ル に 関 す

る 調 査 ・ 研 究

ご み の 問 題 や リ サ イ ク ル に 関

す る 情 報

Ｉ Ｓ Ｏ １ ４ ０ ０ ０ シ リ ー ズ の

取 得
わ か ら な い

そ の 他

無 効 、 無 回 答

ご
み

の
減

量
や

資
源

化
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

か
ら

(2
)

-
50

.0
5
0
.0

50
.0

-
5
0
.0

-
-

-
-

3
.事

業
系

ご
み

の
排

出
量

の
増

加
理

由
×

ご
み

の
減

量
・
資

源
化

を
取

り
組

む
に

あ
た

っ
て

、
必

要
と

思
わ

れ
る

こ
と

(%
)

Q
13

Q
11

(N
)

行 政 か ら の 指 導 、 施 策 の 誘 導

ご み 減 量 や リ サ イ ク ル に 対 す る

経 済 的 な メ リ ッ ト

ご み 問 題 や リ サ イ ク ル に 関 す る

団 体 へ の 支 援

事 業 所 内 で の ご み 問 題 や リ サ イ

ク ル の 教 育 シ ス テ ム の 構 築

ご み 問 題 や リ サ イ ク ル に 関 す る

調 査 ・ 研 究

ご み の 問 題 や リ サ イ ク ル に 関 す

る 情 報

Ｉ Ｓ Ｏ １ ４ ０ ０ ０ シ リ ー ズ の 取

得
わ か ら な い

そ の 他

無 効 、 無 回 答

ご
み

の
減

量
や

資
源

化
に

取
り

組
ん

で
い

る
か

ら
(1

0
2
)

3
1
.4

5
4
.9

2
9
.4

1
3.

7
9
.8

4
0.

2
3
.9

3
.9

1
.0

9
.8

4
.事

業
系

ご
み

の
排

出
量

の
減

量
理

由
×

ご
み

の
減

量
・
資

源
化

へ
の

取
り

組
み

で
必

要
と

思
わ

れ
る

こ
と

(%
)

（N
)

取 り 組 ん で い る

今 後 、 取 り 組 み

た い
取 り 組 む 予 定 は

な い
わ か ら な い

無 効 、 無 回 答

分
別

ボ
ッ

ク
ス

で
置

き
ご

み
の

分
別

を
徹

底
し

て
い

る
(1

02
)

8
5
.3

3.
9

1.
0

－
9.

8

紙
類

、
缶

類
、

び
ん

類
な

ど
の

資
源

を
分

別
し

て
い

る
(1

02
)

9
2
.2

2.
0

－
－

5.
9

両
面

印
刷

、
両

面
コ

ピ
ー

、
使

用
済

み
用

紙
の

裏
面

を
使

用
し

て
い

る
(1

02
)

7
0
.6

4.
9

3.
9

3.
9

16
.7

電
子

メ
デ

ィ
ア

等
に

よ
る

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
を

行
っ

て
い

る
(1

02
)

4
1
.2

12
.7

2.
9

7.
8

35
.3

食
品

残
さ

を
た

い
肥

化
し

て
い

る
(1

02
)

2
0
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資料 4 ごみ発生量の算出方法 

1 ごみ発生量の算出方法 

　　ごみ発生量は、以下のフローに沿って算出する。

数値目標の設定

施策実施後のごみ発生量

1人1日当たりの
家庭ごみ量の設定

1日当たりの
事業ごみ量の設定

1人1日当たりの
集団回収等量の設定

ごみの発生量の単純予測

※予測推計式を利用し、将来
動向を予測。
　家庭ごみ量：一次指数曲線

※予測推計式を利用し、将来動向を
予測。
　燃やすごみ　　 ：一次傾向線
　燃やさないごみ：一次指数曲線
　粗大ごみ　　　  ：一次指数曲線

※予測推計式を利用し、将来
動向を予測。
　集団回収：一次傾向線

人口の予測

人口の実績

平成16年度～平成20年度のごみの発生量の実績

現状の傾向から将来の傾向を予測するために、過去5年間の実績を用いる。

1人1日当たりの
家庭ごみ量

1日当たりの事業ごみ量
1人1日当たりの
集団回収等量

予測推計式
　1．一次傾向線　　　　　　　　　　　　　　　　Yt＝a+bt

  2．二次傾向線　　　　　　　　　　　　　　　　Yt＝a+bt+ｃｔ2

　3．指数曲線　　　　　　　　　　　　　　　　 　Yt＝a・bt

　4．ロジスティック曲線　　　　　　　　　　　　Yt＝K/(1+EXP(b-ａt))

　5．べき曲線　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yｔ＝Y0＋a(t-t0)
b

  Yt：人口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｔ ：年度
  a，ｂ，ｃ：パラメーター　　　　　　　　　　　　　Y0：基準年度の人口

　K：飽和定数
　ｒ：決定係数（推計式の当てはまり具合を示す数値。１に近いほど当てはまりがよ
い）
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２ ごみ発生量（現状の施策を継続した場合） 

実績

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

人 152,449 154,335 155,779 157,731 160,119

t/年 46,202.38 47,994.57 48,599.80 48,327.77 48,260.38

t/年 33,944.07 35,599.45 36,080.50 36,296.92 36,916.95

t/年 3,824.44 3,762.69 3,791.00 3,652.23 3,447.98

t/年 2,538.05 2,458.46 2,585.13 2,490.65 2,475.34

t/年 443.65 452.82 465.70 476.12 478.24

t/年 3,844.64 3,941.40 3,927.58 3,769.24 3,351.24

t/年 63.20 68.07 73.03 69.91 74.66

t/年 1,607.53 1,779.75 1,749.89 1,642.61 1,590.63

g/人/日 830.32 851.99 854.74 837.14 825.76

t/年 35,664.84 36,697.73 37,578.09 36,878.91 36,599.96

t/年 24,849.89 25,472.66 26,004.14 25,600.81 25,859.10

t/年 3,824.44 3,762.69 3,791.00 3,652.23 3,447.98

t/年 1,838.50 2,026.05 2,208.28 2,219.44 2,244.78

t/年 443.65 452.82 465.70 476.12 478.24

t/年 3,844.64 3,941.40 3,927.58 3,769.24 3,351.24

t/年 63.20 68.07 73.03 69.91 74.66

t/年 863.72 1,042.11 1,181.39 1,161.07 1,218.62

g/人/日 640.95 651.45 660.90 638.82 626.25

g/人/日 446.60 452.18 457.34 443.46 442.47

g/人/日 68.73 66.79 66.67 63.26 59.00

g/人/日 33.04 35.97 38.84 38.45 38.41

g/人/日 7.97 8.04 8.19 8.25 8.18

g/人/日 69.09 69.97 69.08 65.29 57.34

g/人/日 1.14 1.21 1.28 1.21 1.28

g/人/日 15.52 18.50 20.78 20.11 20.85

t/年 10,537.54 11,296.84 11,021.71 11,448.86 11,660.42

t/年 9,094.18 10,126.79 10,076.36 10,696.11 11,057.85

t/年 699.55 432.41 376.85 271.21 230.56

t/年 743.81 737.64 568.50 481.54 372.01

t/日 28.87 30.95 30.20 31.37 31.95

t/日 24.91 27.75 27.61 29.31 30.30

t/日 1.92 1.18 1.03 0.74 0.63

t/日 2.04 2.02 1.56 1.32 1.02

1人1日当たりの事業ごみ量 g/人/日 189.37 200.54 193.84 198.32 199.52

g/人/日 163.43 179.77 177.21 185.28 189.20

g/人/日 12.57 7.68 6.63 4.70 3.95

g/人/日 13.37 13.09 10.00 8.34 6.37

t/年 9,399.46 9,581.47 9,664.85 9,295.43 8,768.41

t/年 9,195.29 9,402.07 9,478.93 9,111.57 8,592.59

t/年 204.17 179.40 185.92 183.86 175.82

g/人/日 168.92 170.09 169.98 161.02 150.03

t/年 55,601.84 57,576.04 58,264.65 57,623.20 57,028.79

g/人/日 999.24 1,022.08 1,024.72 998.16 975.79

t/年 18,496.34 18,128.17 17,514.15 17,268.33 16,249.90

t/年 6,674.89 6,611.09 6,186.60 5,970.54 5,342.23

t/年 2,920.55 3,054.76 3,048.47 2,921.77 2,514.76

t/年 3,537.40 3,249.41 2,841.29 2753.07 2,581.90

t/年 216.94 306.92 296.84 295.70 245.57

炉下鉄 t/年 187.93 293.93 286.82 283.22 236.23

炉下アルミ t/年 29.01 12.99 10.02 12.48 9.34

t/年

t/年 9,399.46 9,581.47 9,664.85 9,295.43 8,768.41

t/年 1,041.11 442.07

t/年 1,380.88 1493.54 1454.90 1,495.49 1,667.16

t/年 207.80 506.87 472.10

％ 33.3 31.5 30.1 30.0 28.5

t/年 39,744.43 41,686.30 42,705.95 42,647.90 43,159.32

t/年 1,161.95 1,811.88 2,281.41 1,897.78 1,755.82

t/年 684.13 1,004.94 718.58 749.38

t/年 3.90 3.89 5.03 4.40

t/年 0.20 0.20

t/年 1,161.95 1,123.65 1,272.38 1,174.17 1,002.04

％ 2.5 3.8 4.7 3.9 3.6

プラスチック類

区分

   (内有害・危険ごみ)

  (内有害・危険ごみ)

燃やすごみ（ごみゼロ運動を含む）

燃やすごみ

人口

ごみ排出量

プラスチック類

燃やさないごみ

資源ごみ

粗大ごみ

1人1日当たりの排出量

燃やすごみ

ペットボトル

単位

ペットボトル

資源ごみ

粗大ごみ

事業ごみ量

  (内有害・危険ごみ)

粗大ごみ

燃やすごみ

燃やさないごみ

粗大ごみ

燃やすごみ

集団回収等

家庭ごみ量

1人1日当たりの家庭ごみ量

ペットボトル（ごみゼロ運動を含む）

資源ごみ（ごみゼロ運動を含む）

粗大ごみ

プラスチック類（ごみゼロ運動を含む）

燃やさないごみ（ごみゼロ運動を含む）

燃やさないごみ

ごみ発生量

資源化量

燃やさないごみ

粗大ごみ

公共施設回収

事業ごみ日量

集団回収

1人1日当たり集団回収等

燃やすごみ

燃やさないごみ

資源化率

溶融飛灰

1人1日当たりのごみ発生量

資源物

焼却量

溶融飛灰

ガスライター

紙布類

プラザからの資源

焼却からの資源

集団回収等

剪定枝

焼却灰（エコセメント）

溶融スラグ

最終処分量

廃油

焼却残渣

最終処分率  
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平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

162,107 164,101 166,025 168,020 169,882 172,072 174,269 176,306 178,013 179,346

49,348.52 49,884.00 50,392.06 50,915.85 51,397.80 51,941.88 52,471.37 52,946.56 53,334.73 53,624.17

37,903.68 38,465.06 38,996.98 39,519.69 40,003.77 40,514.31 41,008.67 41,452.39 41,827.66 42,121.54

3,517.01 3,536.91 3,554.74 3,574.16 3,589.58 3,611.99 3,633.94 3,652.60 3,663.28 3,666.49

2,454.09 2,430.19 2,409.18 2,399.76 2,391.79 2,395.27 2,399.07 2,403.34 2,403.47 2,401.97

487.55 490.56 493.28 495.52 497.92 501.19 503.78 506.45 508.10 508.63

3,418.20 3,437.48 3,455.36 3,473.58 3,489.13 3,510.87 3,532.16 3,549.64 3,560.62 3,563.71

76.33 76.67 76.96 77.27 77.51 78.51 78.87 79.15 79.27 79.21

1,567.99 1,523.80 1,482.52 1,453.14 1,425.61 1,408.25 1,393.75 1,382.14 1,371.60 1,361.83

834.03 832.83 831.56 830.23 828.90 827.02 824.92 822.77 820.85 819.17

37,332.72 37,543.35 37,733.86 37,936.45 38,104.50 38,341.98 38,575.82 38,769.96 38,888.03 38,921.97

26,376.98 26,525.91 26,659.98 26,803.09 26,922.17 27,089.61 27,255.47 27,392.59 27,475.86 27,499.64

3,517.01 3,536.91 3,554.74 3,574.16 3,589.58 3,611.99 3,633.94 3,652.60 3,663.28 3,666.49

2,289.84 2,302.44 2,314.28 2,326.76 2,337.04 2,351.47 2,366.22 2,377.79 2,385.22 2,387.37

487.55 490.56 493.28 495.52 497.92 501.19 503.78 506.45 508.10 508.63

3,418.20 3,437.48 3,455.36 3,473.58 3,489.13 3,510.87 3,532.16 3,549.64 3,560.62 3,563.71

76.33 76.67 76.96 77.27 77.51 78.51 78.87 79.15 79.27 79.21

1,243.14 1,250.05 1,256.22 1,263.34 1,268.66 1,276.85 1,284.25 1,290.89 1,294.95 1,296.13

630.95 626.80 622.68 618.59 614.52 610.48 606.46 602.47 598.51 594.58

445.79 442.86 439.94 437.05 434.18 431.32 428.49 425.67 422.87 420.09

59.44 59.05 58.66 58.28 57.89 57.51 57.13 56.76 56.38 56.01

38.70 38.44 38.19 37.94 37.69 37.44 37.20 36.95 36.71 36.47

8.24 8.19 8.14 8.08 8.03 7.98 7.92 7.87 7.82 7.77

57.77 57.39 57.02 56.64 56.27 55.90 55.53 55.16 54.80 54.44

1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21

21.01 20.87 20.73 20.60 20.46 20.33 20.19 20.06 19.93 19.80

12,015.80 12,340.65 12,658.20 12,979.40 13,293.30 13,599.90 13,895.55 14,176.60 14,446.70 14,702.20

11,526.70 11,939.15 12,337.00 12,716.60 13,081.60 13,424.70 13,753.20 14,059.80 14,351.80 14,621.90

164.25 127.75 94.90 73.00 54.75 43.80 32.85 25.55 18.25 14.60

324.85 273.75 226.30 189.80 156.95 131.40 109.50 91.25 76.65 65.70

32.92 33.81 34.68 35.56 36.42 37.26 38.07 38.84 39.58 40.28

31.58 32.71 33.80 34.84 35.84 36.78 37.68 38.52 39.32 40.06

0.45 0.35 0.26 0.20 0.15 0.12 0.09 0.07 0.05 0.04

0.89 0.75 0.62 0.52 0.43 0.36 0.30 0.25 0.21 0.18

203.08 206.03 208.88 211.64 214.38 216.54 218.46 220.30 222.34 224.59

194.81 199.33 203.58 207.36 210.97 213.75 216.22 218.48 220.88 223.37

2.78 2.13 1.57 1.19 0.88 0.70 0.52 0.40 0.28 0.22

5.49 4.57 3.73 3.09 2.53 2.09 1.72 1.42 1.18 1.00

8,872.40 8,701.22 8,519.02 8,334.38 8,135.93 7,946.88 7,750.02 7,539.44 7,307.71 7,056.07

8,694.49 8,526.75 8,348.20 8,167.26 7,972.79 7,787.53 7,594.62 7,388.26 7,161.18 6,914.59

177.91 174.47 170.82 167.12 163.14 159.35 155.40 151.18 146.53 141.48

149.95 145.27 140.58 135.90 131.21 126.53 121.84 117.16 112.47 107.79

58,220.92 58,585.22 58,911.08 59,250.23 59,533.73 59,888.76 60,221.39 60,486.00 60,642.44 60,680.24

983.98 978.10 972.14 966.13 960.11 953.55 946.76 939.93 933.32 926.96

16,475.24 16,336.17 16,184.42 16,038.16 15,873.55 15,734.75 15,587.52 15,420.65 15,219.45 14,984.12

5,412.87 5,418.56 5,423.96 5,436.87 5,447.20 5,471.54 5,496.00 5,517.07 5,528.84 5,530.82

2,565.02 2,579.48 2,592.90 2,606.57 2,618.24 2,634.56 2,650.53 2,663.65 2,671.89 2,674.21

2,596.46 2,584.66 2,573.76 2,570.08 2,566.04 2,571.08 2,576.68 2,582.04 2,583.41 2,581.43

251.39 254.42 257.30 260.22 262.92 265.90 268.79 271.38 273.54 275.18

241.83 244.74 247.51 250.32 252.92 255.79 258.57 261.06 263.14 264.71

9.56 9.68 9.79 9.90 10.00 10.11 10.22 10.32 10.40 10.47

8,872.40 8,701.22 8,519.02 8,334.38 8,135.93 7,946.88 7,750.02 7,539.44 7,307.71 7,056.07

1,706.68 1,727.27 1,746.79 1,766.64 1,784.96 1,805.15 1,824.77 1,842.41 1,857.03 1,868.20

483.29 489.12 494.65 500.27 505.46 511.18 516.73 521.73 525.87 529.03

28.3 27.9 27.5 27.1 26.7 26.3 25.9 25.5 25.1 24.7

44,182.54 44,715.34 45,220.86 45,734.65 46,208.95 46,731.61 47,239.51 47,696.21 48,074.76 48,363.86

1,797.45 1,819.09 1,839.61 1,860.48 1,879.74 1,901.02 1,921.64 1,940.18 1,955.56 1,967.30

767.15 776.40 785.17 794.10 802.33 811.41 820.22 828.15 834.73 839.75

4.50 4.52 4.54 4.55 4.57 4.63 4.65 4.66 4.67 4.67

1,025.80 1,038.17 1,049.90 1,061.83 1,072.84 1,084.98 1,096.77 1,107.37 1,116.16 1,122.88

3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

予測
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3 ごみ発生量（施策強化した場合） 

実績

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

人 152,449 154,335 155,779 157,731 160,119

t/年 46,202.38 47,994.57 48,599.80 48,327.77 48,260.38

t/年 33,944.07 35,599.45 36,080.50 36,296.92 36,916.95

t/年 3,824.44 3,762.69 3,791.00 3,652.23 3,447.98

t/年 2,538.05 2,458.46 2,585.13 2,490.65 2,475.34

t/年 443.65 452.82 465.70 476.12 478.24

t/年 3,844.64 3,941.40 3,927.58 3,769.24 3,351.24

t/年 63.20 68.07 73.03 69.91 74.66

t/年 1,607.53 1,779.75 1,749.89 1,642.61 1,590.63

g/人/日 830.32 851.99 854.74 837.14 825.76

t/年 35,664.84 36,697.73 37,578.09 36,878.91 36,599.96

t/年 24,849.89 25,472.66 26,004.14 25,600.81 25,859.10

t/年 3,824.44 3,762.69 3,791.00 3,652.23 3,447.98

t/年 1,838.50 2,026.05 2,208.28 2,219.44 2,244.78

t/年 443.65 452.82 465.70 476.12 478.24

t/年 3,844.64 3,941.40 3,927.58 3,769.24 3,351.24

t/年 63.20 68.07 73.03 69.91 74.66

t/年 863.72 1,042.11 1,181.39 1,161.07 1,218.62

g/人/日 640.95 651.45 660.90 638.82 626.25

g/人/日 446.60 452.18 457.34 443.46 442.47

g/人/日 68.73 66.79 66.67 63.26 59.00

g/人/日 33.04 35.97 38.84 38.45 38.41

g/人/日 7.97 8.04 8.19 8.25 8.18

g/人/日 69.09 69.97 69.08 65.29 57.34

g/人/日 1.14 1.21 1.28 1.21 1.28

g/人/日 15.52 18.50 20.78 20.11 20.85

t/年 10,537.54 11,296.84 11,021.71 11,448.86 11,660.42

t/年 9,094.18 10,126.79 10,076.36 10,696.11 11,057.85

t/年 699.55 432.41 376.85 271.21 230.56

t/年 743.81 737.64 568.50 481.54 372.01

t/日 28.87 30.95 30.20 31.37 31.95

t/日 24.91 27.75 27.61 29.31 30.30

t/日 1.92 1.18 1.03 0.74 0.63

t/日 2.04 2.02 1.56 1.32 1.02

1人1日当たりの事業ごみ量 g/人/日 189.37 200.54 193.84 198.32 199.52

g/人/日 163.43 179.77 177.21 185.28 189.20

g/人/日 12.57 7.68 6.63 4.70 3.95

g/人/日 13.37 13.09 10.00 8.34 6.37

t/年 9,399.46 9,581.47 9,664.85 9,295.43 8,768.41

t/年 9,195.29 9,402.07 9,478.93 9,111.57 8,592.59

t/年 204.17 179.40 185.92 183.86 175.82

g/人/日 168.92 170.09 169.98 161.02 150.03

t/年 55,601.84 57,576.04 58,264.65 57,623.20 57,028.79

g/人/日 999.24 1,022.08 1,024.72 998.16 975.79

t/年 18,496.34 18,128.17 17,514.15 17,268.33 16,249.90

t/年 6,674.89 6,611.09 6,186.60 5,970.54 5,342.23

t/年 2,920.55 3,054.76 3,048.47 2,921.77 2,514.76

t/年 3,537.40 3,249.41 2,841.29 2,753.07 2,581.90

t/年 216.94 306.92 296.84 295.70 245.57

炉下鉄 t/年 187.93 293.93 286.82 283.22 236.23

炉下アルミ t/年 29.01 12.99 10.02 12.48 9.34

t/年 0 0 0 0 0

t/年 9,399.46 9,581.47 9,664.85 9,295.43 8,768.41

t/年 1,041.11 442.07 0 0 0

t/年 1,380.88 1,493.54 1,454.90 1,495.49 1,667.16

t/年 0 0 207.80 506.87 472.10

％ 33.3 31.5 30.1 30.0 28.5

t/年 39,744.43 41,686.30 42,705.95 42,647.90 43,159.32

t/年 1,161.95 1,811.88 2,281.41 1,897.78 1,755.82

t/年 0 684.13 1,004.94 718.58 749.38

t/年 0 3.90 3.89 5.03 4.40

t/年 0 0.20 0.20 0 0

t/年 1,161.95 1,123.65 1,272.38 1,174.17 1,002.04

％ 2.5 3.8 4.7 3.9 3.6

　（内、有害・危険ごみ）

　（内、有害・危険ごみ）

　（内、有害・危険ごみ）

プラスチック類（ごみゼロ運動を含む）

燃やさないごみ（ごみゼロ運動を含む）

燃やさないごみ

ペットボトル

資源ごみ

粗大ごみ

事業ごみ量

公共施設回収

燃やすごみ

集団回収等

燃やすごみ

燃やさないごみ

粗大ごみ

燃やすごみ

資源ごみ

区分

燃やすごみ

人口

ごみ排出量

プラスチック類

燃やさないごみ

ペットボトル

粗大ごみ

1人1日当たりの排出量

燃やすごみ（ごみゼロ運動を含む）

プラスチック類

燃やすごみ

家庭ごみ量

1人1日当たりの家庭ごみ量

ペットボトル（ごみゼロ運動を含む）

資源ごみ（ごみゼロ運動を含む）

粗大ごみ

燃やさないごみ

ごみ発生量

資源化量

燃やさないごみ

粗大ごみ

1人1日当たり集団回収等

粗大ごみ

集団回収

事業ごみ日量

溶融飛灰

1人1日当たりのごみ発生量

資源物

焼却からの資源

集団回収等

剪定枝

焼却灰（エコセメント）

単位

最終処分量

廃油

焼却量

溶融飛灰

ガスライター

紙布類

プラザからの資源

溶融スラグ

資源化率

焼却残渣

最終処分率
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予測

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
平成26年度
(中間目標）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
平成30年度
（計画目標）

162,107 164,101 166,025 168,020 169,882 172,072 174,269 176,306 178,013 179,346

49,348.52 49,524.55 49,665.44 46,420.24 46,411.55 46,450.20 46,459.78 46,416.11 46,288.43 46,076.09

37,903.68 38,141.77 38,313.99 40,626.92 40,553.91 40,493.96 40,405.66 40,257.78 40,032.93 39,729.39

3,517.01 3,515.35 3,511.11 1,371.28 1,475.76 1,583.97 1,693.25 1,801.85 1,907.66 2,009.66

2,454.09 2,422.89 2,412.83 2,399.76 2,388.14 2,387.97 2,391.77 2,403.34 2,399.82 2,401.97

487.55 490.56 493.28 495.52 497.92 501.19 503.78 506.45 508.10 508.63

3,418.20 3,437.48 3,455.36 77.27 77.51 78.51 78.87 79.15 79.27 79.21

76.33 76.67 76.96 77.27 77.51 78.51 78.87 79.15 79.27 79.21

1,567.99 1,516.50 1,478.87 1,449.49 1,418.31 1,404.60 1,386.45 1,367.54 1,360.65 1,347.23

834.03 826.83 819.57 756.93 748.49 739.58 730.41 721.29 712.41 703.87

37,332.72 37,344.50 37,332.09 33,929.94 33,778.90 33,686.15 33,582.58 33,440.36 33,228.73 32,943.39

26,376.98 26,348.62 26,301.84 28,395.77 28,122.01 27,894.16 27,656.21 27,384.23 27,053.53 26,662.39

3,517.01 3,515.35 3,511.11 1,371.28 1,475.76 1,583.97 1,693.25 1,801.85 1,907.66 2,009.66

2,289.84 2,302.44 2,314.28 2,326.76 2,337.04 2,351.47 2,366.22 2,377.79 2,385.22 2,387.37

487.55 490.56 493.28 495.52 497.92 501.19 503.78 506.45 508.10 508.63

3,418.20 3,437.48 3,455.36 77.27 77.51 78.51 78.87 79.15 79.27 79.21

76.33 76.67 76.96 77.27 77.51 78.51 78.87 79.15 79.27 79.21

1,243.14 1,250.05 1,256.22 1,263.34 1,268.66 1,276.85 1,284.25 1,290.89 1,294.95 1,296.13

630.95 623.48 616.05 553.26 544.76 536.35 527.96 519.65 511.41 503.25

445.79 439.90 434.03 463.02 453.53 444.13 434.79 425.54 416.37 407.30

59.44 58.69 57.94 22.36 23.80 25.22 26.62 28.00 29.36 30.70

38.70 38.44 38.19 37.94 37.69 37.44 37.20 36.95 36.71 36.47

8.24 8.19 8.14 8.08 8.03 7.98 7.92 7.87 7.82 7.77

57.77 57.39 57.02 1.26 1.25 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21

1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21

21.01 20.87 20.73 20.60 20.46 20.33 20.19 20.06 19.93 19.80

12,015.80 12,180.05 12,333.35 12,490.30 12,632.65 12,764.05 12,877.20 12,975.75 13,059.70 13,132.70

11,526.70 11,793.15 12,012.15 12,231.15 12,431.90 12,599.80 12,749.45 12,873.55 12,979.40 13,067.00

164.25 120.45 98.55 73.00 51.10 36.50 25.55 25.55 14.60 14.60

324.85 266.45 222.65 186.15 149.65 127.75 102.20 76.65 65.70 51.10

32.92 33.37 33.79 34.22 34.61 34.97 35.28 35.55 35.78 35.98

31.58 32.31 32.91 33.51 34.06 34.52 34.93 35.27 35.56 35.80

0.45 0.33 0.27 0.20 0.14 0.10 0.07 0.07 0.04 0.04

0.89 0.73 0.61 0.51 0.41 0.35 0.28 0.21 0.18 0.14

203.08 203.36 203.55 203.64 203.71 203.21 202.46 201.63 201.01 200.59

194.81 196.86 198.26 199.37 200.46 200.57 200.44 200.02 199.80 199.59

2.78 2.03 1.63 1.22 0.81 0.61 0.40 0.40 0.20 0.20

5.49 4.47 3.66 3.05 2.44 2.03 1.62 1.21 1.01 0.80

8,872.40 8,701.22 8,519.02 11,563.88 11,476.24 11,402.48 11,320.35 11,219.07 11,089.24 10,929.42

8,694.49 8,526.75 8,348.20 11,563.88 11,476.24 11,402.48 11,320.35 11,219.07 11,089.24 10,929.42

177.91 174.47 170.82 0 0 0 0 0 0 0

149.95 145.27 140.58 188.56 185.08 181.55 177.97 174.34 170.67 166.96

58,220.92 58,225.77 58,184.46 57,984.12 57,887.79 57,852.68 57,780.13 57,635.18 57,377.67 57,005.51

983.98 972.10 960.15 945.49 933.57 921.13 908.38 895.63 883.08 870.83

16,475.24 16,918.51 16,759.53 17,101.51 17,122.36 17,169.08 17,205.70 17,220.68 17,183.37 17,106.66

5,412.87 5,402.31 5,403.36 2,713.94 2,812.65 2,921.50 3,030.05 3,138.78 3,242.91 3,341.59

2,565.02 2,579.48 2,592.90 0 0 0 0 0 0 0

2,596.46 2,574.08 2,561.00 2,467.75 2,567.17 2,676.52 2,785.74 2,895.44 3,000.90 3,101.37

251.39 248.75 249.46 246.19 245.48 244.98 244.31 243.34 242.01 240.22

241.83 239.29 239.97 236.83 236.14 235.66 235.02 234.08 232.81 231.08

9.56 9.46 9.49 9.36 9.34 9.32 9.29 9.26 9.20 9.14

0 648 664 679 695 711 727 743 743 743

8,872.40 8,701.22 8,519.02 11,563.88 11,476.24 11,402.48 11,320.35 11,219.07 11,089.24 10,929.42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,706.68 1,688.76 1,693.57 1,671.39 1,666.54 1,663.14 1,658.62 1,652.02 1,642.97 1,630.84

483.29 478.22 479.58 473.30 471.93 470.96 469.68 467.81 465.25 461.81

28.3 29.1 28.8 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 29.9 30.0

44,182.54 43,718.47 43,843.00 43,268.94 43,143.33 43,055.14 42,938.11 42,767.41 42,532.98 42,218.95

1,797.45 1,778.63 1,783.70 1,760.42 1,755.34 1,751.82 1,747.09 1,740.18 1,730.67 1,717.93

767.15 759.09 761.25 751.28 749.10 747.57 745.54 742.58 738.50 733.05

4.50 4.52 4.54 4.55 4.57 4.63 4.65 4.66 4.67 4.67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,025.80 1,015.02 1,017.91 1,004.59 1,001.67 999.62 996.90 992.94 987.50 980.21

3.6 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7  
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資料 5 し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量の算出方法 

1 し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量の算出方法 

1人1日当たりのし尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量

※外国人人口を考慮した実績とする。
※し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量は生活排水処理
人口に比例するため、過去３年間の実績を用いる。

平成16年度～20年度の
生活排水処理人口の実績

平成18年度～20年度の
し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量の実績

※人口と下水道人口の差に対し、し尿収集人口、単独処理浄化槽人口、合併処
理浄化槽人口が20年度比率で推移するものと仮定する。

将来の生活排水処理人口の設定

し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量の予測

※平成18年度～20年度の平均値を採用する。

人口の予測

下水道計画人口の設定
（基礎資料：下水道計画課より）

し尿収集人口、単独処理浄化槽人口、合併処理浄化層人口の設定
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２ 生活排水処理人口 

（１）実態調査に基づく生活排水処理人口
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

152,449 154,335 155,779 157,731 160,119

141,773 144,948 147,989 150,525 154,838

（1）合併処理浄化槽人口（大型） 3,551 3,551 3,551 3,551 3,551

（2）合併処理浄化槽人口（上記以外） 60,395 55,052 55,238 52,791 51,728

（3）公共下水道人口（供用開始人口） 87,896 94,204 99,170 103,659 110,172

（3）’公共下水道人口（水洗化人口） 77,827 86,345 89,200 94,183 99,559

（4）農業集落排水人口 0 0 0 0 0

4,950 4,512 4,528 4,327 2,618

４、非水洗化・生活雑排水未処理人口 6,431 6,401 5,230 4,772 4,521

（1）し尿収集人口 6,431 6,401 5,230 4,772 4,521

（2）自家処理人口 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

（２）生活排水処理人口の調整

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

① 153,154 155,861 157,747 159,624 161,977

② -705 -1,526 -1,968 -1,893 -1,858

③ 0.0471 0.0511 0.0518 0.0543 0.0569

④ 0.8018 0.7919 0.8058 0.8067 0.8287

⑤ 0 0 0 0 0

⑥ 0.0657 0.0649 0.0661 0.0661 0.0419

⑦ 0.0854 0.0921 0.0763 0.0729 0.0724

⑧ -33 -78 -102 -103 -106

⑨ -566 -1,208 -1,586 -1,527 -1,539

⑩ 0 0 0 0 0

⑪ -46 -99 -130 -125 -78

⑫ -60 -141 -150 -138 -135

⑬ -705 -1,526 -1,968 -1,893 -1,858

⑭ 0 0 0 0 0

⑮ 0.5739 0.6044 0.6287 0.6494 0.6802

（３）生活排水処理人口の調整結果

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

⑯ 3,518 3,473 3,449 3,448 3,445

⑰ 59,829 53,844 53,652 51,264 50,189

⑱ 77,827 86,345 89,200 94,183 99,559

⑲ 4,904 4,413 4,398 4,202 2,540

⑳ 6,371 6,260 5,080 4,634 4,386

21 87,490 93,280 97,938 102,431 108,913

区分

１、計画処理区域内人口（住基人口＋外国人人口）

２、水洗化・生活雑排水処理人口

３、水洗化・生活雑排水未処理人口（単独処理浄化槽人口）

区分

水洗化人口＋単独人口＋し尿人口＝実態調査人口

５、計画処理区域外人口

②＊⑥　単独処理浄化槽人口

②＊④　合併処理浄化槽人口(上記以外）

②＊⑤　公共下水道人口（水洗化人口）

１、－①　＝調整人口

合併処理浄化槽人口比率(上記以外）(公共下水道水洗化人口を除く）

公共下水道人口（水洗化人口）比率

単独処理浄化槽人口比率(公共下水道水洗化人口を除く）

合併処理浄化槽人口比率(大型）　(公共下水道水洗化人口を除く）

②＊③　合併処理浄化槽人口(大型）

し尿収集人口比率　(公共下水道水洗化人口を除く）

3.＋⑪　　　　単独処理浄化槽人口

②＊⑦　し尿収集人口

⑬－②

公共下水道人口（供用開始人口）比率　

⑧～⑫

4.(1)＋⑫　　し尿収集人口

1.＊⑮　公共下水道人口（供用開始人口）

区分

2.(1)＋⑧　　合併処理浄化槽人口(大型）

2.(2)＋⑨　　合併処理浄化槽人口(上記以外）

2.(3)’＋⑩　公共下水道人口（水洗化人口）

 

３ 下水道計画人口の設定 

人口 供用開始人口水洗化人口 普及率 水洗化率 人口 下水道計画との差 供用開始人口 水洗化人口

a ｂ ｃ ｄ＝ｂ/a e=c/b ｆ ｇ＝ｆ－a h=g+b i=h×e

平成２１年度 159,270 113,274 103,250 71.12 91.15 162,107 2,837 116,111 105,835
平成２２年度 160,702 116,376 106,941 72.42 91.89 164,101 3,399 119,775 110,061
平成２３年度 161,800 119,478 110,632 73.84 92.6 166,025 4,225 123,703 114,549
平成２４年度 162,640 122,580 114,323 75.37 93.26 168,020 5,380 127,960 119,335
平成２５年度 163,480 125,682 118,014 76.88 93.9 169,882 6,402 132,084 124,027
平成２６年度 164,320 128,784 121,705 78.37 94.5 172,072 7,752 136,536 129,027
平成２７年度 165,160 131,886 125,396 79.85 95.08 174,269 9,109 140,995 134,058
平成２８年度 166,000 134,988 129,087 81.32 95.63 176,306 10,306 145,294 138,945
平成２９年度 166,000 138,090 132,778 83.19 96.15 178,013 12,013 150,103 144,324
平成３０年度 166,000 141,192 136,469 85.06 96.65 179,346 13,346 154,538 149,361
平成３１年度 166,000 144,294 140,160 86.92 97.14 180,630 14,630 158,924 154,379
平成３２年度 166,000 147,396 143,851 88.79 97.59 181,547 15,547 162,943 159,016
平成３３年度 166,000 150,498 147,542 90.66 98.04 182,130 16,130 166,628 163,362
平成３４年度 166,000 153,600 151,233 92.53 98.46 182,414 16,414 170,014 167,396
平成３５年度 166,000 156,702 154,924 94.4 98.87 182,689 16,689 173,391 171,432

下水道人口の設定
区分

下水道計画（下水道計画課）
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４ 生活排水処理人口 

実績
平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度

１．計画処理区域内人口 人 152,449 154,335 155,779 157,731 160,119

２．水洗化・生活雑排水処理人口 人 141,174 143,662 146,301 148,895 153,193

（２）合併処理浄化槽人口（大型） 人 3,518 3,473 3,449 3,448 3,445

（３）合併処理浄化槽人口（上記以外） 人 59,829 53,844 53,652 51,264 50,189

（４）公共下水道供用開始人口 人 87,490 93,280 97,938 102,431 108,913

（４）’公共下水道水洗化人口 人 77,827 86,345 89,200 94,183 99,559

（５）農業集落排水人口 人 0 0 0 0 0

３．水洗化・生活雑排水未処理人口（単独処理浄化槽人口） 人 4,904 4,413 4,398 4,202 2,540

４、非水洗化・生活雑排水未処理人口 人 6,371 6,260 5,080 4,634 4,386

（１）し尿収集人口 人 6,371 6,260 5,080 4,634 4,386

（２）自家処理人口 人 0 0 0 0 0

６．計画処理区域外人口 人 0 0 0 0 0

※１　下水道普及率　　　　　　＝２（４）÷１ ％ 57.4 60.4 62.9 64.9 68.0

※２　下水道水洗化率　　　　 ＝２（４）'÷２（４） ％ 89.0 92.6 91.1 91.9 91.4

※３　汚水衛生処理率 　　　  ＝２÷１ ％ 92.6 93.1 93.9 94.4 95.7

５　し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量の予測
実績

平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度

し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kl/年 21,501 21,205 20,821 20,495 19,121

kl/年 4,162 4,044 3,798 3,208 2,965

kl/年 17,339 17,161 17,024 17,287 16,156

1日当たりのし尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kl/日 58.90 58.10 57.00 56.00 52.40

kl/日 11.40 11.08 10.40 8.77 8.12

kl/日 47.50 47.02 46.60 47.23 44.28

1人1日当たりのし尿量 l/人･日 1.79 1.77 2.05 1.89 1.85

1人1日当たりの浄化槽汚泥量 l/人･日 0.70 0.76 0.76 0.80 0.79

し尿量

浄化槽汚泥量

区分 単位

し尿量

浄化槽汚泥量

区分 単位
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平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度平成30年度

162,107 164,101 166,025 168,020 169,882 172,072 174,269 176,306 178,013 179,346

155,701 157,966 160,201 162,534 164,739 167,270 169,811 172,193 174,345 176,128

3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445

46,421 44,460 42,207 39,754 37,267 34,798 32,308 29,803 26,576 23,322

116,111 119,775 123,703 127,960 132,084 136,536 140,995 145,294 150,103 154,538

105,835 110,061 114,549 119,335 124,027 129,027 134,058 138,945 144,324 149,361

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,349 2,250 2,136 2,012 1,886 1,761 1,635 1,508 1,345 1,180

4,057 3,885 3,688 3,474 3,257 3,041 2,823 2,605 2,323 2,038

4,057 3,885 3,688 3,474 3,257 3,041 2,823 2,605 2,323 2,038

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71.6 73.0 74.5 76.2 77.8 79.3 80.9 82.4 84.3 86.2

91.1 91.9 92.6 93.3 93.9 94.5 95.1 95.6 96.1 96.7

96.0 96.3 96.5 96.7 97.0 97.2 97.4 97.7 97.9 98.2

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度平成30年度

17,724 17,017 16,203 15,316 14,425 13,531 12,632 11,731 10,567 9,391

2,858 2,738 2,599 2,446 2,296 2,143 1,989 1,836 1,635 1,434

14,866 14,279 13,604 12,870 12,129 11,388 10,643 9,895 8,932 7,957

48.56 46.62 44.39 41.96 39.52 37.07 34.61 32.14 28.95 25.73

7.83 7.50 7.12 6.70 6.29 5.87 5.45 5.03 4.48 3.93

40.73 39.12 37.27 35.26 33.23 31.20 29.16 27.11 24.47 21.80

1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93

0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

予測

予測

 

 

 

 

 

資-34



  

 

  

資料 6 計画策定の経過 

　　　　   　　　・ 市民から寄せられた意見

「流山市一般廃棄物処理基本計画（素案）について」諮問（市長→正副会長）

4日

3日

第4回審議会 ・一般廃棄物処理基本計画素案について

 29日 第1回審議会　・一般廃棄物処理基本計画の見直しについて

第2回審議会　・一般廃棄物処理基本計画の見直しについて

第3回審議会 ・一般廃棄物処理基本計画の見直しについて

                  ・市民アンケート結果等について

一般廃棄物処理基本計画に対する意見公募（広報ながれやま）
（～平成21年8月15日）

年　月　日 内容

                  ・市民から意見募集する項目について

 23日 市民・事業所アンケート調査（～平成21年4月13日）

平成21年5月

平成21年7月

平成21年3月
27日

　　　　　　　　　・その他

第6回審議会 ・答申案について審議

平成21年12月 1日 パブリックコメント募集（～平成22年1月4日）

平成21年10月

平成21年1１月 6日 「流山市一般廃棄物処理基本計画（案）について」答申（正副会長→市長）

9日 第5回審議会 ・答申案について審議（公募意見を踏まえ）

平成22年3月 「流山市一般廃棄物処理基本計画」策定

 30日

平成21年8月
1日

7日

平成21年9月

平成20年12月

第2回審議会　・清掃事業の現状について

　　　　　　　　　・ごみ減量化・資源化の今後の展開について

13日
　　　　　　　　　・ごみの処理に関するアンケート調査の内容について

平成21年2月

19日

第4回審議会 ・一般廃棄物処理基本計画素案について流山市一般廃棄物処理
　　　　　　　　　　基本計画の見直しについて

　　　　　　　　　・流山市一般廃棄物処理基本計画の見直しについて

　　　　　　　　　・旧清美園再整備事業について

　　　　　　　　　・その他

　　　　　　　　　・旧清美園再整備事業の進捗状況について

　　　　　　　　　・その他

第3回審議会 ・流山市一般廃棄物処理基本計画の見直しについて
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資料 7 廃棄物対策審議会 

矢野　光明 流山市農業協同組合

市長が委員として
委嘱した人 中西　光子 流山市環境美化推進員

亀山　紘一 東深井環境対策連絡会

亀田　一枝 流山市廃棄物減量等推進員

鈴木　馨 商工団体

関係団体代表 大橋　照司 廃棄物処理・再生事業者団体

恵良　好敏 環境団体

紅谷　幸夫 公募

住民代表

能村　正昭 公募

角田　勇 公募

高橋　順一 公募

高橋　一郎 公募

惠　小百合 副会長 江戸川大学教授

学識経験者 中島　大介 国立環境研究所研究員

篠山　浩文 会長 明星大学教授

区分 氏名 役職 職等

 

                   （任期：平成１９年１１月９日から平成２１年１１月８日まで） 
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資料 9 廃棄物処理行政の沿革 

年度 内容

昭和32年度 ・流山町清掃条例を制定

昭和33年度
・塵芥焼却炉を稼動(7.5ｔ/日）→S42廃止
　　- この頃、ごみは各家庭がごみ箱に入れ、作業員が炭俵で集める

昭和40年度
・市全域でごみの定時収集を開始
　　- 初めてパッカー車を購入する
・衛生センター(し尿処理施設)を稼動(36kl/日)　→H13廃止

昭和41年度

・清掃事務所を設置
　　- 名称を「流山町清美園」とする
・市制施行
・塵芥焼却炉を稼動(20t/8h)　→S57廃止

昭和42年度 ・し尿の定期汲み取りを開始

昭和45年度
・流山市清掃条例を改正
  　- 家庭ごみの手数料を廃止し、事業ごみの手数料を改定する
・し尿処理施設を増設(36→72kl/日)

昭和46年度
・塵芥焼却炉を稼動(30t/8h)　→S57廃止
・流山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を制定
　　- 汲み取り料金を改正し、一般家庭は定額制とし、工場などは従量制とする

昭和47年度 ・市職員を全員不法投棄監視員に任命

昭和49年度
・広報ながれやまに善意用品交換コーナーを設置
・し尿処理施設を増設(72→142kl/日)

昭和50年度
・し尿処理手数料口座振替を開始
・クリーン機動班を設置
・分別収集を開始（一般ごみ、危険物、雑ごみ）

昭和52年度

・分別収集を変更
　　- 危険物収集を月2回とする
・し尿手数料を改正
・資源有効利用指導要領を策定
　　- この頃から市民のリサイクル活動が活発になる

昭和53年度 ・不燃物分別施設を稼動（30ｔ/5h)

昭和56年度

・し尿処理場を改造(処理能力そのまま)
・焼却施設を稼動（140ｔ/16h)
・分別収集を変更
　　- 燃えるごみ、燃えないごみの2分別にし、粗大ごみを電話申込とする
　　- 多量排出事業所のごみ処理方法を変更する（事業系ごみ7円/kg)

昭和59年度
・リサイクル団体に回収報償金支給を開始(1団体1万円）
・乾電池回収を開始
・指定ごみ袋(可燃物)を導入
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年度 内容

昭和60年度
・分別収集を変更
　　- 燃えないごみの週1回収集を始める

昭和62年度

・生ごみ肥料化処理器購入補助金交付要綱を制定
・流山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正
　　- ごみ処理手数料を改正する（事業系可燃ごみ10円/kg、事業系不燃ごみ15円/kg)
・一般廃棄物処理(長期10ヶ年)基本計画を策定

平成2年度 ・し尿処理場を改造(85kl/日・35kl/日　→H13廃止)

平成4年度
・公共施設資源物回収を開始
・ガレージセールを開始
・ごみ減量化促進ポスターコンクールを開始

平成5年度 ・流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例を制定

平成6年度 ・一般廃棄物処理基本計画を策定(平成5年度～平成19年度)

平成7年度
・廃棄物減量等推進員制度を開始
・リサイクル協力店制度を開始

平成8年度
・廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画を策定
・生ごみ肥料化処理機設置モデル事業(小山小・リース)を開始

平成9年度 ・ごみ減量・資源化キャラクターとして「ケロクル」を決定

平成10年度
・分別収集を変更（5種分別）
　　- 粗大ごみを有料化し、排出容器を透明又は半透明袋に変更する

平成11年度 ・流山市ごみ減量・資源化行動計画(愛称：ケロクル・プラン)を策定

平成12年度
・家庭ごみの祝日収集を開始
・ペットボトルのモデル収集事業を開始(15店舗・H15.3まで)

平成13年度 ・生ごみ肥料化処理機設置モデル事業(向小金小・買取)を開始

平成14年度 ・流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例を制定

平成15年度

・リサイクルプラザを稼動(工場棟52ｔ/5h・啓発棟)
・分別収集を変更（6種分別）
・ペットボトル、プラスチック類の収集を始める
・クリーンセンター環境保全対策協議会を設置
・し尿処理施設を改造(85→75kl/日)

平成16年度

・ごみ収集曜日カレンダー配布を開始
・ごみ焼却施設を稼動(207ｔ/日)
　　- リサイクルプラザを含めた総称を「流山市クリーンセンター」とする
・分別収集を変更
　　- 事業系ごみの処理手数料を改定し、家庭ごみの直接搬入を有料化する（15.75円/ｋｇ）
　　- 指定ごみ袋(可燃)をやめる
・マイバッグ普及促進事業（千葉県・2ヵ年）
・一般廃棄物処理基本計画を策定
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年度 内容

平成17年度

・第4期分別収集計画を策定
・ケロクルミーティング（ごみ出前講座）を開始
・3R推進月間特別企画　「実感　目で見て手で触って３R!」を開催
・リサイクルプラザの処理能力を変更
　　- （ペットボトルライン0.8→1.6t/5h　リサイクルプラザ全体52→52.8t/h）
・「し尿処理施設の再整備について」廃棄物対策審議会へ諮問
・「し尿処理施設の再整備について」廃棄物対策審議会から答申
・循環型社会形成推進地域計画を策定

平成18年度

・地域融和施設（下花輪福祉会館・ほっとプラザ下花輪）を開設
・３R推進月間特別企画「ペーパーリサイクル講習会」を開催
・家庭ごみ収集に競争入札制度を導入
・リサイクルプラザで環境シンポジウムを開催
・リサイクル推進店認定制度実施要綱を制定

平成19年度

・リサイクルプラザの処理能力を変更
　　- ペットボトルライン1.6→2.1ｔ/5h　リサイクルプラザ全体52.8→53.3t/h
・第5期分別収集計画を策定
・３R推進月間特別企画「地域のごみ問題を考える」を開催
・「循環型社会形成のためのごみ処理有料化について」廃棄物対策審議会へ諮問
・おおたかの森ＳＣ日曜情報センターでケロクルミーティングを開催
・「循環型社会形成のためのごみ処理有料化について」廃棄物対策審議会、市長へ答申

平成20年度

・「流山市におけるごみ処理有料化を含む総合的なごみ減量化・資源化施策の実施計画
　（案）」に関する市民意見公募（パブコメ）を実施（6/15～7/15 　46名から意見あり）
・「流山市におけるごみ処理有料化を含む総合的なごみ減量化・資源化施策の実施計画
　（案）」に関する説明会を開催（21回　（98自治会等）　）
・総合的な判断により、「流山市におけるごみ処理有料化を含む総合的なごみ減量化・資源
化
　施策の実施計画（案）」の一部を見直すこととし、ごみ処理有料化を見送る
・旧清美園焼却施設解体工事完了（H20.2月～H20.11月）
・分別収集計画を変更（「主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの」に
　ついて、平成20年度の引渡量の実績を踏まえ、平成21年度以降の計画量を変更）
・流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正
　　- （資源物の持ち去りの禁止を追加H21.4.1施行）
・汚泥再生処理センター建設工事着工（H22.3月完成予定）
・流山市集団回収に関する規則を制定

平成21年度

・資源物の持ち去り禁止条例を施行（警告看板設置、パトロール開始）
・生ごみ水切り容器による生ごみの減量啓発開始（廃棄物減量等推進員、一般市民）
・ペットボトルキャップ回収運動について公共施設での回収支援開始
・広報車によるごみ減量・資源化等の啓発開始（音声による呼びかけ）
・「流山市一般廃棄物処理基本計画の策定について」廃棄物対策審議会へ諮問
・ガレージセールを開催
・千葉県環境学習アドバイザーによる環境講演会（「ごみ減量を考える」）を開催
・「流山市一般廃棄物処理基本計画の策定について」廃棄物対策審議会、市長へ答申
・汚泥再生処理センター完成。愛称を「森のまちエコセンター」に決定
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ッ
ク

類
40

.
53

％
燃

や
さ

な
い

ご
み

5
4
.2

5
％

燃
や

す
ご

み
　

3
.
42

％
有

害
・

危
険

ご
み

1
.
67

％

 

カ
　

南
流

山
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

（
夏

季
）

■
ご

み
の

性
状

見
掛

比
重

3
4
k
g
/
m3

■
ご

み
の

物
理

組
成

重
量

重
量

構
成

比
容

積
容

積
構

成
比

(ｋ
ｇ

)
(％

)
(
L
)

(
％

)

1
.
70

5
6
.
34

5
0
.0

6.
3
0

2
.
88

0
1
0
.
71

1
0
.0

1.
2
6

0
.
66

5
2
.
47

1
7
.0

2.
1
4

0
.
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0
0
.
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2
.0

0.
2
5

0
.
67

5
2
.
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2
5
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3.
1
5

5
.
65

5
2
1
.
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0
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2
7.

7
2

7
.
86

5
2
9
.
25

34
0
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4
2.

8
5

1
.
69

0
6
.
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7
0
.0

8.
8
2

3
.
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0
1
1
.
56

5
0
.0

6.
3
0

0
.
27

0
1
.
00

3
.0

0.
3
8

0
.
00

0
0
.
00

0
.0

0.
0
0

0
.
15

0
0
.
56

0
.0

0.
0
0

鉄
0
.
12

0
0
.
45

0
.2

0.
0
3

非
鉄

0
.
28

5
1
.
06

2
.0

0.
2
5

0
.
30

5
1
.
13

0
.2

0.
0
3

0
.
35

5
1
.
32

0
.2

0.
0
3

0
.
11

5
0
.
43

0
.1

0.
0
1

0
.
88

0
3
.
27

3
.8

0.
4
8

合
　

計
2
6
.
89

5
10

0
.
00

79
3
.5

1
0
0.

0
0

20
0
.
00

ご
み

の
種

類 容
器

包
装

硬
質

厨
芥

類

布
　

類

種 類 組 成 （ 湿 ベ ー ス ）

容
器

包
装

軟
質

Ｐ
Ｅ

Ｔ

資
源
ご
み
（
缶
0
.
1
1
5k
g
、
ビ
ン
0
.6
8
5
k
g
、
紙
パ
ッ
ク
0
.0
8
0
k
g
）

非
容

器
包

装
軟

質

非
容

器
包

装
硬

質

燃
や

さ
な

い
ご

み

ゴ
ム

類

皮
革

類

ガ
ラ

ス
類

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類

そ
の

他

セ
ト

モ
ノ

・
石

・
砂

類

有
害

・
危

険
ご

み
（

充
電

器
）

燃
や

す
ご

み

紙
　

類

金
属

類

草
木

類

【
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

　
重

量
比

構
成

】

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
　

7
0
.6

3
％

燃
や

す
ご

み
　

2
0
.1

5
％

燃
や

さ
な

い
ご

み
　

5
.5

2
％

有
害

・
危

険
ご

み
　

0
.
43

％
資

源
ご

み
　

3
.
27

％

【
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

種
類

別
　

重
量

比
構

成
】

21
.
0
3

2
9
.
25

6
.2

8
1
1
.5

6

2
.
5
1

0%
1
0%

2
0
%

30
%

4
0%

5
0
%

60
%

7
0%

8
0
%

90
%

1
00

%

Ｐ
Ｅ

Ｔ
容

器
包

装
軟

質
容

器
包

装
硬

質
非

容
器

包
装

軟
質

非
容

器
包

装
硬

質

【
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

　
容

積
比

構
成

】

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
　

88
.
84

％

燃
や

す
ご

み
　

9
.
95

％

燃
や

さ
な

い
ご

み
　

0
.
7
2％

資
源

ご
み

　
0.

4
8
％
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（
１
）
市
が
収
集
す
る
ご
み
 

ア
 
家
族

構
成
別
排
出
量
 

家
族

構
成

別
の

１
人

１
日

あ
た

り
の

排
出

量
 

（
単

位
：

g/
人

/
日

）

区
分

全
世

帯
単
身
世

帯
夫

婦
親
・

子
親

・
子

・
孫

燃
や

す
ご

み
4
0
7
.
7

4
8
3
.
9

3
6
1
.
5

3
4
1
.
5

4
5
4
.
8

燃
や

さ
な

い
ご

み
4
8
.
4

5
0
.
0

2
7
.
9

3
1
.
9

3
2
.
3

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
7
3
.
6

1
1
1
.
1

6
9
.
6

5
3
.
1

8
7
.
2

資
源

ご
み

1
3
6
.
4

0
1
0
9
.
2

1
0
3
.
7

1
5
5
.
3

び
ん
・

缶
3
3
.
6

0
.
0

3
9
.
1

2
3
.
2

3
4
.
7

紙
類

9
1
.
9

0
.
0

5
6
.
1

7
1
.
9

1
0
8
.
4

衣
類

1
0
.
9

0
.
0

1
4
.
0

8
.
6

1
2
.
2

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

1
3
.
8

2
0
.
5

3
.
9

1
1
.
7

1
0
.
6

有
害

・
危

険
ご

み
7
.
6

0
.
0

5
.
5

8
.
8

7
.
7

粗
大

ご
み

0
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

合
計

6
8
7
.
5

6
6
5
.
5

5
7
7
.
6

5
5
0
.
7

7
4
7
.
9
 

 

家
族

構
成
別
の
１

人
１
日
あ

た
り
の
排

出
量

0.
0

1
00
.0

20
0.

0
30

0.
0

4
0
0.
0

5
00

.0
60

0.
0

70
0.

0
8
00
.
0

親
・

子
・

孫

親
・

子

夫
婦

単
身

世
帯

全
世

帯

（
g
/
人
/
日
）

燃
や

す
ご

み
燃

や
さ

な
い

ご
み

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
び

ん
・
缶

紙
類

衣
類

ペ
ッ

ト
ボ
ト

ル
有

害
・

危
険

ご
み

粗
大

ご
み

(
n=
4
8)

(
n=
4
)

(n
=1
1
)

(n
=2
5
)

(
n=
7
)

 

１
人

１
日

あ
た

り
の

排
出

量
の

内
訳

（
全

世
帯

）

燃
や

す
ご

み
5
9.

3%

燃
や

さ
な

い
ご

み
7.

0%

プ
ラ

ス
チ
ッ

ク
類

10
.7

%

び
ん

・
缶

4
.9

%

衣
類

1
.6

%

紙
類

1
3.

4%

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

2.
0%

粗
大

ご
み

0.
0%

有
害

・
危

険
ご

み
1.

1
%

 

※
48

世
帯

の
う

ち
、

1
世

帯
の
家

族
構

成
は

不
明

 

 

資
料

７
 

家
庭

系
不

用
物

計
量

調
査

の
結

果
 

 

１
 

調
査

の
概

要
 

調
査

期
間

：
平

成
1
6
年

5
月

17
日

(月
)～

30
日

(日
) 

調
査

対
象

：
公

募
に

よ
る

50
世

帯
 

調
査

方
法

：
ご

み
を

集
積

所
に

出
す

前
に

、
市

が
収

集
す

る
ご

み
、

市
が

収
集

す
る

も
の

以
外

（
集

団
回

収
、

店
頭

回
収

、
自

己
処

理
（

生
ご

み
処

理
等

）、
リ

サ
イ

ク
ル

シ
ョ

ッ
プ

、
フ

リ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト
等

）

を
バ

ネ
ば

か
り

を
使

用
し

て
、

計
量

し
た

。
 
 

 ２
 

回
収

の
結

果
 標
本

世
帯

数
 

有
効

回
収

数
 

回
収

率
 

５
０

 
４

８
 

９
６

．
０

％
 

 

３
 

調
査

の
結

果
 

市
が

収
集

す
る

ご
み

で
は

、
１

人
１

日
あ

た
り

の
排

出
量

の
う

ち
、

燃
や

す
ご

み
が

約
60

％
を

占
め

た
。

一
戸

建
て

と
共

同
住

宅
を

比
較

す
る

と
、
一

戸
建

て
の

１
人

１
日

あ
た

り
の

排
出

量
が

多
い

結
果

と
な

っ
た

が
、
こ
れ

は

燃
や

す
ご

み
に

含
ま

れ
て

い
る

剪
定

枝
の

影
響

に
よ

る
も

の
と

思
わ

れ
る

。
 

市
が

収
集

す
る

も
の

以
外

で
は

、
集

団
回

収
に

出
し

て
い

た
も

の
が

約
6
5％

を
占

め
て

い
た

。
 

生
ご

み
処

理
機

を
使

用
し

て
い

る
世

帯
は

、
市

が
収

集
す

る
ご

み
の

排
出

量
が

少
な

く
、
市

が
収

集
す

る
も

の
以

外
の

排
出

量
が

多
い

結
果

と
な

っ
た

。
 

 
 

資
料

1
1

 
家

庭
系

不
用

物
計

量
調

査
の

結
果
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住
ま

い
別

排
出

量
 

住
ま
い

別
の
１
人

１
日

あ
た
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の
排
出
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生
ご

み
処

理
機
使

用
世

帯
の
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プ
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ッ
ク

類
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ボ

ト
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有
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・
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険
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み
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み
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日
あ
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の
排
出

量
の
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ご
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処
理

機
使
用
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帯
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さ
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い
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み
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1
.
6
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プ
ラ
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チ

ッ
ク
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1
4
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び
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缶
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み
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2
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1
.
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す
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み
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.
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（
２

）
市

が
収

集
す

る
も

の
以

外
 

市
が

収
集

す
る

も
の

以
外

の
品

目
に

は
以

下
の

よ
う

な
も

の
が

あ
っ

た
。

 

集
団

回
収

に
出

し
て

い
た

も
の

：
新

聞
、

雑
誌

、
段

ボ
ー

ル
、

牛
乳

パ
ッ

ク
、

布
、

び
ん

、
缶

 

自
己

処
理

し
て

い
た

も
の

：
生

ご
み

、
剪

定
枝

 

店
頭

回
収

に
出

し
て

い
た

も
の

：
ト

レ
ー
、

牛
乳

パ
ッ

ク
、

び
ん

、
卵

の
パ

ッ
ク

 

販
売

店
回

収
に

出
し

て
い

た
も

の
：

新
聞
、

び
ん

、
ペ

ッ
ト

ボ
ト

ル
、

電
池

 

そ
の

他
（

リ
サ

イ
ク

ル
シ

ョ
ッ

プ
）：

古
本

、
洋

服
、

パ
ソ

コ
ン

 

 

家
族
構
成

別
の
市

が
収
集

す
る

も
の
以

外
の

排
出

量
 

（
単

位
：

g
/
人

/
日

）

区
分

全
世
帯

単
身

世
帯

夫
婦

親
・
子

親
・
子
・
孫

生
ご

み
処

理
機

使
用

世
帯

集
団
回

収
1
5
3
.
3

3
1
2
.
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2
3
9
.
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9
2
.
1

1
1
.
6

28
4
.
2
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己
処

理
3
9
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0
.
0

5
7
.
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4
5
.
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1
9
.
3
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